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二
 
戦
後
（
借
地
権
課
税
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開
期
）
 
 

2
 
所
得
税
法
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い
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に
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3
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日
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地
権
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評
価
 
 

H
 
借
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臼
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H
 
借
地
権
価
格
の
発
生
‥
三
…
‥
‥
…
‥
‥
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地
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課
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日
 
 

日
 
 

日
 
 

掛
 
 

囲
 
 

む
 
す
 
 

3
 
法
人
税
法
に
つ
い
て
 
 

4
 
相
続
税
法
に
つ
い
て
 
 

出
 
借
地
権
の
無
償
譲
渡
と
寄
付
金
 
 

内
 
昭
和
三
六
年
一
部
改
正
 
 

出
 
昭
和
三
七
年
一
部
改
正
 
 

関
 
税
制
調
査
会
の
審
肇
 
 

㈲
 
土
地
評
価
減
と
特
別
の
経
済
的
利
益
 
 

臼
 
各
種
取
扱
い
の
制
定
（
昭
和
三
〇
年
代
）
 
 

H
 
昭
和
二
〇
年
代
 
 

㈹
 
昭
和
三
七
年
改
正
後
 
 

囲
 
昭
和
三
七
年
改
正
後
 
 

㈹
 
借
地
権
関
係
取
扱
い
の
運
用
 
 

田
 
借
地
権
課
税
の
整
備
（
昭
和
三
七
年
一
部
改
正
）
 
 

的
 
確
利
金
の
認
定
課
税
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

昭
和
二
二
年
全
文
改
正
 
 

借
地
権
課
税
の
全
国
化
 
 

昭
和
四
三
年
の
大
阪
地
裁
判
決
と
そ
の
後
 
 
 

借
地
権
の
評
価
と
貸
地
の
評
価
 
 

そ
の
他
利
益
の
事
受
と
借
地
権
 
 



借
地
権
を
め
ぐ
る
課
税
関
係
は
、
複
雑
で
、
且
つ
、
問
題
の
多
い
分
野
で
あ
る
。
本
稿
は
、
か
か
る
複
雑
な
借
地
権
課
税
の
理
解
と
問
題
点
 
 

の
解
決
へ
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
借
地
権
が
課
税
上
如
何
な
る
取
扱
い
を
受
け
て
来
た
か
を
、
借
地
権
の
法
的
な
保
蕎
な
い
し
、
 
 

経
済
的
な
実
態
に
も
触
れ
つ
つ
、
そ
の
変
遷
を
辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

本
稿
の
内
容
は
、
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
相
続
税
法
上
の
借
地
権
に
関
す
る
規
定
及
び
そ
の
取
扱
い
を
患
と
し
、
財
産
税
法
及
び
富
 
 

裕
税
法
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。
 
 

全
体
の
構
成
と
し
て
、
明
治
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
を
三
期
に
区
分
し
た
。
第
一
期
は
、
借
地
権
確
立
期
と
し
、
民
法
制
定
以
後
、
大
空
 
 

○
年
借
地
法
制
定
ま
で
の
時
期
で
、
借
地
権
が
、
財
産
権
と
し
て
民
事
法
上
保
護
、
強
化
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
、
借
地
権
価
格
生
 
 

成
期
で
借
地
権
課
税
の
歴
史
は
、
実
質
的
に
は
、
こ
の
時
期
に
始
ま
る
。
前
記
借
地
法
制
定
前
後
か
ら
二
軍
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
昭
和
二
 
 

五
年
に
、
地
代
家
賃
統
制
令
が
か
な
り
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
時
期
で
、
東
京
地
方
を
中
心
と
し
て
借
地
権
価
格
が
発
生
し
、
権
利
金
授
受
の
慣
 
 

行
が
全
国
的
に
拡
大
し
て
行
く
時
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
借
地
権
課
税
展
開
期
で
、
昭
和
二
五
年
頃
全
国
的
に
価
格
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
借
地
権
が
、
昭
和
三
〇
年
代
に
入
り
、
各
税
法
上
種
々
問
題
を
展
開
し
て
い
く
時
期
で
、
本
稿
の
中
心
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
本
稿
で
借
地
権
課
税
と
は
、
建
物
等
の
所
有
を
目
的
と
し
た
他
人
の
土
地
の
利
用
関
係
に
対
す
る
課
税
関
係
を
い
い
、
従
っ
て
、
借
 
 

地
法
上
の
借
地
権
に
限
ら
ず
、
ま
た
、
使
用
借
権
に
対
す
る
課
税
関
係
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 



一
明
治
大
正
期
（
借
地
権
確
立
期
）
 
の
借
地
権
課
税
 
 

1
 
所
得
税
法
及
び
相
続
税
法
の
制
定
と
改
正
 
 

H
 
明
治
ニ
○
年
所
得
税
法
の
制
定
と
そ
の
後
の
改
正
 
 
 

我
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
租
税
制
度
ほ
、
明
治
二
〇
年
三
月
の
所
得
税
法
の
制
定
に
始
ま
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
き
、
財
政
史
は
次
の
如
く
 
 

（
注
1
）
 
 

述
べ
て
い
る
。
 

「
当
時
我
国
歳
入
の
過
半
は
之
を
租
税
収
入
に
仰
ぎ
、
租
税
収
入
の
大
部
分
は
之
を
地
租
及
び
酒
税
等
に
依
り
し
と
推
も
、
国
費
の
膨
張
は
国
道
の
進
展
に
 
 
 

伴
ひ
年
々
著
し
く
・
…
：
然
る
に
当
時
の
税
法
ほ
概
ね
維
新
創
業
の
際
の
制
度
に
係
り
其
の
後
の
国
情
の
推
移
に
伴
は
ぎ
る
も
の
多
く
、
且
租
税
負
担
の
軽
重
 
 
 

甚
だ
均
衡
を
得
ざ
る
も
の
あ
り
て
、
単
に
従
来
の
租
税
を
増
徴
す
る
こ
と
に
依
り
て
当
時
の
財
政
需
要
を
充
す
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
り
し
の
み
な
ら
ず
、
 
 
 

当
時
租
税
制
度
革
新
の
機
運
漸
く
迫
れ
る
も
の
あ
り
し
を
以
て
、
玄
に
政
府
は
外
国
の
制
度
を
参
酌
し
て
新
た
に
所
得
税
を
起
し
、
以
て
歳
入
の
増
加
を
期
 
 
 

す
る
と
共
に
、
租
税
制
度
の
革
新
を
図
る
こ
と
と
為
し
…
…
た
り
。
」
 
 
 

こ
の
革
新
的
な
所
得
税
法
も
、
制
定
当
初
は
全
文
二
九
箇
条
及
び
附
則
よ
り
な
る
非
常
に
単
純
な
も
の
で
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
借
地
権
に
 
 

閲
す
各
課
税
に
つ
い
て
は
、
勿
論
、
特
別
の
規
定
ほ
な
く
、
一
般
的
に
規
定
し
て
い
た
の
み
で
あ
る
。
次
に
そ
の
基
本
的
な
条
文
の
一
部
を
掲
 
 

げ
よ
う
。
 
 

所
得
税
法
入
明
治
二
〇
年
三
月
二
三
日
勅
令
第
五
号
）
 
 
 

第
一
条
 
凡
ソ
人
民
ノ
資
産
又
ハ
営
業
其
ノ
他
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
金
一
箇
年
三
富
円
以
上
ア
ル
者
ハ
此
税
法
二
依
テ
所
得
税
ヲ
納
ム
ヘ
シ
 
 
 

第
二
条
 
所
得
ハ
左
ノ
定
則
二
拠
テ
算
出
ス
ヘ
シ
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第
二
 
第
一
項
ヲ
除
ク
ノ
外
資
産
又
ハ
営
業
其
他
ヨ
リ
生
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
種
類
土
応
シ
収
入
金
高
著
ク
ハ
収
入
物
品
代
価
申
ヨ
リ
国
税
、
地
方
税
、
区
町
 
 

村
費
、
備
荒
備
蓄
金
、
製
造
品
ノ
原
価
物
代
価
、
販
売
品
ノ
原
価
、
種
代
、
肥
料
、
営
業
事
業
二
属
ス
ル
場
所
物
件
ノ
借
入
料
、
修
繕
料
、
雇
人
 
 

給
料
、
負
債
ノ
利
子
及
雑
費
ヲ
除
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
所
得
ト
ス
 
 
 

第
三
条
 
左
二
掲
ク
ル
モ
ノ
ハ
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
 
 

第
三
 
営
利
ノ
事
業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
 
 

こ
の
所
得
税
法
は
、
明
治
二
〇
年
制
定
後
何
ら
改
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
十
数
年
間
施
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
間
に
於
け
る
世
運
の
推
移
 
 

は
頗
る
著
し
き
も
の
あ
り
、
之
に
伴
ひ
従
来
の
制
度
に
根
本
的
改
革
を
加
ふ
る
の
必
要
を
生
ぜ
し
の
み
な
ら
ず
、
時
恰
も
日
清
戦
役
の
終
局
に
 
 

（
江
2
）
 
 

際
し
て
、
戦
後
経
営
に
伴
う
歳
入
増
加
の
必
要
に
迫
ら
れ
し
を
以
て
…
…
」
明
治
三
土
年
二
月
、
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
改
正
の
主
要
な
事
項
は
、
従
来
の
所
得
税
法
が
個
人
所
得
に
対
し
て
の
み
課
税
し
て
い
た
の
を
改
め
、
法
人
の
概
念
が
一
般
に
普
及
し
、
 
 

広
く
法
人
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
こ
と
か
ら
、
駄
人
所
得
に
つ
い
て
も
課
税
の
対
象
に
含
ぬ
た
点
で
あ
る
。
前
記
同
様
、
そ
の
基
 
 

本
と
な
る
条
文
を
次
に
掲
げ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
明
治
三
二
年
二
月
〓
二
日
 
法
律
籍
一
七
号
）
 
 
 

第
一
条
 
帝
国
内
此
ノ
法
律
施
行
地
一
一
任
所
ヲ
有
シ
叉
ハ
一
箇
年
以
上
居
所
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
此
ノ
法
律
二
依
り
所
得
税
ヲ
納
ム
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 
 

第
三
条
 
所
得
税
ハ
左
ノ
税
率
二
依
り
之
ヲ
賦
課
ス
（
税
率
省
略
）
 
 

第
一
檻
 
法
人
ノ
所
得
 
 

第
二
種
 
此
ノ
法
律
施
行
地
二
於
テ
支
払
ヲ
為
ス
公
債
社
債
ノ
利
子
 
 

第
三
程
 
前
各
種
二
属
セ
サ
ル
所
得
 
 
 

第
四
条
 
所
得
ハ
左
ノ
区
別
二
従
ヒ
之
ヲ
算
定
ス
 
 

一
策
一
種
ノ
所
得
ハ
各
事
業
年
度
総
益
金
ヨ
リ
同
年
度
総
損
金
、
前
年
度
繰
越
金
及
保
険
責
任
準
備
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
モ
ノ
こ
依
ル
（
但
書
省
略
）
 
 

借
地
権
課
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そ
の
後
の
所
得
税
法
の
改
正
に
つ
い
て
ほ
、
第
五
条
の
非
課
税
の
規
定
の
適
用
が
、
大
正
二
年
の
同
法
一
部
改
正
に
よ
り
個
人
所
得
に
限
ら
 
 

れ
た
ほ
か
、
大
正
九
年
に
は
、
全
文
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
改
正
は
な
い
。
 
 

0
 
明
治
l
ニ
八
年
相
続
税
法
の
制
定
と
そ
の
後
の
改
正
 
 
 

相
続
税
は
、
相
続
に
因
り
財
産
が
一
時
に
移
転
す
る
際
に
、
い
わ
ば
、
そ
の
相
続
財
産
の
一
部
を
租
税
と
し
て
納
付
す
る
こ
と
か
ら
、
一
般
 
 

に
担
税
力
が
強
く
、
且
つ
、
納
税
者
の
負
担
感
も
比
較
的
少
な
い
こ
と
か
ら
欧
米
諸
国
で
は
早
く
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
。
我
が
国
の
相
続
税
 
 

（
注
3
）
 
 

法
は
、
明
治
三
入
牢
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
、
前
記
財
政
史
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
…
…
明
治
三
十
七
年
日
露
戦
役
勃
発
す
る
や
、
政
府
ほ
之
が
経
費
支
弁
に
要
す
る
財
源
の
一
部
と
し
て
同
年
四
月
以
降
第
一
次
増
収
計
画
を
実
行
し
、
尋
 
 
 

い
で
同
年
末
に
至
り
更
に
第
二
次
増
収
計
画
と
し
て
、
各
種
の
租
税
に
対
し
て
第
二
次
非
常
増
徴
を
行
ふ
と
同
時
宜
、
二
三
の
新
税
を
創
設
せ
ん
こ
と
を
図
 
 
 

り
し
が
、
右
新
税
の
一
と
し
て
玄
に
相
続
税
法
を
創
設
す
る
こ
と
と
為
し
：
…
・
た
り
。
而
し
て
相
続
税
が
右
の
如
く
非
常
増
収
計
画
の
一
部
と
し
て
立
案
せ
 
 
 

ら
れ
し
も
の
な
る
に
拘
ら
ず
、
之
を
非
常
特
別
税
法
申
に
規
定
せ
ず
し
て
単
行
法
を
以
て
規
定
し
た
る
所
以
は
、
本
税
を
以
て
一
時
非
常
の
租
税
と
為
さ
ず
 
 
 

し
て
、
将
来
永
久
の
制
度
と
為
す
を
適
当
と
認
め
し
に
因
る
も
の
な
り
。
」
 
 
 

同
法
は
全
文
二
六
箇
条
及
び
附
則
に
よ
り
成
っ
て
お
り
、
前
記
所
得
税
法
と
同
様
非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
次
に
本
稿
に
関
連
す
る
条
文
を
掲
 
 

げ
る
。
 
 

相
続
税
法
（
明
治
三
八
年
一
月
一
日
、
法
律
第
一
〇
号
）
 
 
 

第
一
条
 
相
続
開
始
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
開
始
地
力
帝
国
二
在
ル
ト
否
ト
ヲ
間
ハ
ス
又
蔵
相
続
人
若
ハ
相
続
人
力
帝
国
臣
民
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
間
ハ
ス
本
法
施
行
地
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

三
 
夢
二
種
ノ
所
得
ハ
総
収
入
金
額
ヨ
リ
必
要
ノ
経
費
ヲ
控
除
シ
タ
ル
予
算
年
額
二
依
ル
（
但
書
省
略
）
 
 

第
五
条
 
左
二
掲
ク
ル
所
得
ニ
ハ
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
 
 
 

五
 
営
利
ノ
事
業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
 
 

二
一
六
 
 



ニ
在
ル
相
続
財
産
ニ
ハ
本
法
二
依
り
相
続
税
ヲ
課
ス
 
 

第
二
条
 
被
相
続
人
力
本
法
施
行
地
二
住
所
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
左
三
掲
ク
ル
財
産
以
テ
本
法
施
行
地
二
在
ル
相
続
財
産
ト
．
ス
 
 

一
本
法
施
行
地
二
在
ル
動
産
及
不
動
産
 
 
 

二
 
本
法
施
行
地
二
在
ル
不
動
産
ノ
上
二
存
ス
ル
権
利
 
 
 

三
 
前
二
号
二
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
以
外
ノ
財
産
権
 
 

夢
二
粂
 
永
代
借
地
権
ハ
相
統
税
ノ
課
税
価
格
二
算
入
セ
ス
（
第
二
二
、
四
項
省
略
）
 
 

第
四
条
 
相
続
財
産
ノ
価
額
ハ
相
続
開
始
ノ
時
ノ
価
額
二
依
ル
 
 
 

船
舶
、
地
上
権
、
永
小
作
権
及
定
期
金
テ
付
テ
ハ
政
府
ハ
左
ノ
方
法
二
依
勺
其
ノ
価
格
ヲ
評
定
ス
 
 
 

l
一
地
上
権
二
付
テ
ハ
左
ノ
金
額
ヲ
以
テ
其
ノ
価
額
ト
ス
 
 

残
存
期
間
十
年
以
下
ナ
ル
モ
ノ
 

地
上
権
ノ
目
的
タ
ル
土
地
ノ
賃
貸
価
格
 
二
倍
 
 

残
存
期
間
三
十
年
以
下
ナ
ル
モ
ノ
 
 

地
上
権
ノ
目
的
タ
ル
土
地
ノ
賃
貸
価
格
 
三
倍
 
 

残
存
期
間
五
十
年
以
下
ナ
ル
モ
ノ
又
ハ
存
続
期
間
ノ
定
ナ
キ
モ
ノ
 

地
上
権
ノ
目
的
タ
ル
土
地
ノ
賃
貸
価
格
 
五
倍
 
 

残
存
期
間
有
年
以
下
ナ
ル
モ
ノ
 
 

地
上
権
ノ
目
的
タ
ル
土
地
ノ
賃
貸
価
格
 
七
倍
 
 
 

残
存
期
間
有
年
ヨ
リ
長
キ
モ
ノ
 
 

地
上
権
の
目
的
タ
ル
土
地
ノ
賃
貸
価
格
 
十
l
一
倍
 
 

前
項
二
於
テ
土
地
ノ
賃
貸
価
格
卜
称
ス
ル
ハ
貸
主
力
公
課
、
修
繕
費
、
保
険
料
其
ノ
他
土
地
ノ
維
持
二
必
要
ナ
ル
経
費
ヲ
負
担
ス
ル
条
件
ヲ
以
テ
之
ヲ
賃
 
 

貸
ス
ル
場
合
二
於
テ
貸
主
ノ
収
得
ス
ヘ
キ
金
板
ヲ
謂
フ
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
一
入
 
 
 

琴
王
t
一
条
 
左
二
掲
ク
ル
場
合
二
於
テ
本
法
施
行
地
二
在
ル
不
動
産
及
船
舶
以
外
ノ
財
産
二
付
為
シ
タ
ル
贈
与
ノ
価
額
力
五
首
円
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
道
産
 
 

相
続
開
始
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
倣
シ
其
ノ
財
産
ノ
価
額
ヲ
課
税
価
格
ト
シ
テ
本
法
二
依
り
相
続
税
ヲ
課
ス
 
 

一
被
相
続
人
力
推
定
家
督
相
続
人
又
ハ
推
定
通
産
相
続
人
二
贈
与
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
 
 
 

相
続
税
法
は
、
明
治
三
入
牢
制
定
以
降
大
正
一
五
年
の
同
法
第
二
三
条
の
改
正
ま
で
に
数
度
改
正
さ
れ
る
が
、
本
稿
に
関
連
し
た
改
正
は
な
 
 
 

ヽ
 
○
 
 

、
レ
 
 
 

と
こ
ろ
で
以
上
が
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
本
稿
に
関
連
す
る
所
得
税
法
及
び
相
続
税
法
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
規
定
に
基
づ
く
 
 

（
注
4
）
 
借
地
権
課
税
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
当
時
に
お
け
る
借
地
権
の
実
態
に
つ
い
て
、
主
に
、
借
地
権
が
民
事
法
上
保
詮
強
化
さ
れ
て
い
く
過
程
 
 

を
中
心
に
、
そ
の
概
略
を
次
に
説
明
し
よ
う
。
 
 

2
 
借
地
権
確
立
の
過
程
 
 

H
 
明
治
四
〓
年
建
物
保
護
法
制
定
ま
で
 
 
 

近
代
法
に
お
け
る
借
地
関
係
立
法
は
、
土
地
の
私
有
制
度
、
従
っ
て
土
地
の
自
由
売
買
を
前
提
と
す
る
。
維
新
政
府
は
、
明
治
五
年
二
月
一
 
 

五
日
大
政
官
布
告
第
五
〇
号
を
も
っ
て
 
 
 

「
地
所
永
代
売
買
ノ
儀
従
来
禁
制
ノ
処
爾
今
四
民
共
売
買
致
シ
所
持
致
候
儀
差
許
侯
事
」
 
 

と
布
告
し
た
。
近
代
法
制
定
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
 
 

明
治
二
九
年
制
定
の
民
法
は
、
建
物
所
有
の
為
に
他
人
の
土
地
を
使
用
す
る
場
合
、
賃
貸
借
と
地
上
権
と
い
う
二
つ
の
制
度
を
置
い
た
。
そ
 
 

れ
以
前
ほ
、
一
般
に
は
、
借
地
と
い
う
慣
用
語
で
色
々
な
借
地
関
係
が
設
定
さ
れ
た
。
明
治
二
三
年
公
布
の
旧
民
法
で
は
、
財
産
編
第
一
部
費
 
 

三
章
第
二
節
「
永
借
権
及
ヒ
地
上
権
」
の
中
で
、
地
上
権
に
つ
い
て
「
他
人
ノ
所
有
三
属
ス
ル
土
地
ノ
上
二
於
テ
建
物
叉
ハ
竹
木
ヲ
完
全
ノ
所
 
 

有
権
ヲ
以
テ
占
有
ス
ル
権
利
」
と
現
定
し
、
賃
借
権
及
び
永
借
権
と
共
に
物
権
と
し
た
が
、
同
法
は
結
局
施
行
さ
れ
ず
、
そ
の
後
明
治
二
九
年
 
 
 



に
制
定
さ
れ
た
現
在
の
民
法
は
、
賃
借
権
を
債
権
と
し
て
構
成
し
た
た
め
、
借
地
契
胸
に
閲
し
、
物
権
た
る
地
上
権
に
よ
る
か
、
又
は
債
権
た
 
 

る
賃
借
権
に
よ
る
か
選
択
す
る
必
要
を
生
じ
、
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
に
よ
り
、
第
三
者
対
抗
力
、
存
続
期
間
、
譲
渡
性
等
に
お
い
て
効
果
が
異
 
 

な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

ま
た
民
法
は
、
夢
二
者
対
抗
力
に
つ
き
、
地
 

附
則
に
よ
り
民
法
魔
行
後
一
年
以
内
に
登
記
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
哉
心
得
な
い
ナ
、
と
と
し
た
。
こ
の
結
果
、
従
来
単
に
借
地
と
い
う
こ
 
 

と
で
締
結
し
て
い
た
契
約
が
、
賃
腰
借
に
該
当
す
る
の
か
、
＼
地
上
権
に
該
当
す
る
の
か
の
争
い
が
頻
繁
に
な
り
、
判
決
も
区
々
〔
と
な
っ
た
P
か
 
 

か
る
弊
害
を
除
去
す
る
目
的
で
、
明
治
三
三
年
二
月
「
地
上
権
二
瀾
ス
ル
法
律
」
寮
制
定
さ
れ
、
そ
の
第
一
粂
で
「
本
法
施
行
前
他
人
ノ
土
地
 
 

二
於
テ
工
作
物
文
ハ
竹
木
ヲ
所
有
ズ
ル
為
其
ノ
土
地
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
地
上
権
者
卜
推
定
ス
」
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
本
法
は
、
借
地
人
の
保
護
に
つ
き
」
歩
前
進
さ
せ
た
も
の
の
、
本
法
施
行
前
の
借
地
契
約
に
関
す
る
推
定
演
定
で
あ
り
、
そ
れ
以
 
 

後
新
た
に
契
約
す
る
場
合
は
、
民
法
の
本
則
に
よ
る
た
め
、
立
法
者
の
意
図
に
反
し
、
地
主
は
、
地
上
権
の
設
定
を
避
け
、
殆
ん
ど
賃
借
権
に
 
 

拠
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

民
法
は
、
借
地
契
約
東
関
し
、
第
三
者
対
抗
力
に
つ
・
い
て
は
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
何
れ
の
場
合
も
、
そ
の
登
記
を
条
件
と
し
、
期
間
に
つ
 
 

い
て
は
、
賃
借
権
の
場
合
は
、
二
〇
年
以
内
と
し
、
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
の
承
諾
を
必
要
と
し
た
。
 
 
 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
を
す
る
た
め
に
は
、
地
主
の
承
諾
を
要
す
る
が
、
地
上
権
の
場
合
は
、
そ
の
物
権
と
し
て
の
性
質
か
ら
地
主
に
 
 

対
し
て
登
記
請
求
権
を
有
す
る
が
、
賃
借
権
の
場
合
は
、
そ
れ
が
無
く
、
従
っ
て
現
実
に
は
、
登
記
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
「
売
買
は
賃
貸
 
 

借
を
破
る
」
民
法
の
規
定
を
楯
に
、
 

な
原
因
ほ
、
借
地
料
値
上
げ
問
題
で
あ
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
二
〇
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

「
日
露
戦
争
以
降
の
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
申
で
、
人
口
の
都
市
へ
の
集
中
が
急
テ
ン
ポ
と
な
る
に
つ
れ
、
都
市
特
に
東
京
等
の
大
都
市
に
お
け
る
地
価
 
 
 

ほ
急
騰
し
、
市
街
地
は
地
価
の
値
上
り
を
狙
う
投
機
的
売
買
の
好
個
の
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
他
方
、
日
露
戦
争
後
の
地
租
の
増
徴
に
伴
な
っ
て
、
こ
 
 
 

の
点
か
ら
も
地
価
は
暴
騰
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
地
主
は
借
地
料
の
値
上
げ
を
要
求
し
、
そ
の
要
求
貫
徹
の
一
つ
の
、
そ
し
 
 

（
注
5
）
 
 
 

て
有
力
な
手
段
と
し
て
地
震
売
買
の
戦
術
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
」
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

か
か
る
弊
害
を
除
去
す
る
目
的
で
、
明
治
四
l
一
年
建
物
保
置
二
閑
ス
ル
法
律
の
制
定
を
み
た
。
次
に
当
時
の
一
般
の
借
地
の
状
況
を
知
る
上
 
 

で
の
参
考
の
た
め
に
、
同
法
制
定
ま
で
の
経
緯
を
み
て
み
よ
う
。
 
 
 

明
治
四
一
年
第
二
四
帝
国
議
会
に
、
塩
入
大
輔
外
三
二
名
か
ら
「
借
地
人
ノ
権
利
保
護
ノ
請
願
」
が
、
又
同
議
会
に
磯
部
四
郎
外
大
名
か
ら
 
 

「
他
人
ノ
土
地
二
於
ケ
ル
工
作
物
及
竹
木
ノ
所
有
権
倖
麗
二
閑
ス
ル
法
律
案
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
。
諸
政
は
、
議
会
で
採
決
す
る
議
 
 

決
を
受
け
た
が
、
法
律
化
は
さ
れ
ず
、
法
律
案
も
、
成
立
は
し
な
か
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
豊
明
治
四
二
年
の
第
三
五
議
会
に
は
、
野
々
山
車
膏
列
一
九
九
三
名
に
よ
る
「
借
地
権
救
済
二
閑
ス
ル
請
願
」
お
よ
び
五
味
道
蔵
外
 
 

三
二
九
九
名
に
よ
る
「
借
地
二
閑
ス
ル
請
願
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
で
は
、
両
請
願
を
採
択
す
る
と
共
に
、
更
に
積
極
的
に
、
 
 

高
木
益
太
郎
外
一
名
の
提
出
し
た
「
エ
作
物
保
養
二
関
ス
ル
法
律
案
」
を
、
法
律
名
及
び
内
容
を
一
部
修
正
の
上
可
決
し
た
。
 
 
 

衆
議
院
で
可
決
し
た
法
律
案
は
①
地
震
売
買
の
防
止
を
目
的
と
し
て
、
産
物
の
登
記
を
以
て
第
三
者
対
抗
力
を
認
め
る
と
共
に
②
短
期
借
地
 
 

契
約
の
弊
害
を
も
是
正
す
る
目
的
と
し
て
、
地
上
権
の
最
短
期
間
を
二
〇
年
と
す
る
こ
と
、
賃
借
権
の
場
合
は
、
期
間
が
満
了
し
て
も
、
建
物
 
 

が
存
続
す
る
限
り
通
算
二
〇
年
間
を
限
度
と
し
て
、
期
間
の
更
新
が
で
き
る
こ
と
等
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
貴
族
院
に
お
い
て
、
一
 
 

大
修
正
を
受
け
た
。
地
震
売
寅
防
止
に
関
す
る
法
条
は
認
め
た
が
、
短
期
借
地
契
約
の
弊
害
是
正
を
目
蘭
と
し
た
法
条
に
つ
い
て
は
「
余
ほ
ど
 
 
 



審
議
熟
慮
す
べ
き
点
が
沢
山
あ
り
ま
す
か
ら
‥
…
姦
に
制
定
す
る
必
要
は
な
い
…
…
」
と
し
て
削
除
さ
れ
、
産
物
保
筆
法
と
し
て
制
定
を
み
る
 
 

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
そ
の
後
の
借
地
連
動
は
、
こ
の
期
間
の
伸
長
を
主
目
的
と
し
て
、
大
正
一
〇
年
借
地
法
制
定
へ
の
展
開
し
て
い
く
よ
う
 
 

に
な
る
。
 
 

0
 
大
正
l
O
年
借
地
法
制
定
ま
で
 
 
 

明
治
四
二
年
制
定
の
楚
物
保
護
法
は
、
当
初
地
震
売
買
及
び
短
期
契
約
の
弊
害
の
除
去
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
者
に
つ
い
で
 
 

は
、
貴
族
院
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
為
、
そ
の
後
の
地
主
・
借
地
人
間
の
対
立
は
、
地
代
値
上
げ
を
容
易
に
実
魂
す
る
た
め
の
契
約
期
間
の
短
 
 

期
化
を
中
心
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
に
伴
な
い
、
借
地
関
係
立
法
運
動
も
、
契
約
期
間
の
問
題
を
中
心
に
動
い
て
行
く
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

ま
ず
明
治
四
三
年
、
磯
部
四
郎
外
六
、
一
二
一
名
か
ら
、
貴
族
院
に
対
し
て
借
地
権
救
済
に
関
す
る
請
厩
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
主
旨
は
、
 
 

短
期
契
約
の
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
借
地
権
に
関
す
る
根
本
規
定
を
設
け
よ
と
い
う
も
の
で
、
貴
族
院
は
こ
れ
を
受
け
て
採
決
し
た
も
の
 
 

の
、
立
法
化
は
し
な
か
っ
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
高
木
益
太
郎
外
一
名
に
よ
り
衆
議
院
に
対
し
て
「
借
地
二
閑
ス
ル
法
律
」
が
提
出
さ
れ
た
。
 
 
 

そ
の
内
容
ほ
、
契
約
期
間
の
長
期
化
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
賃
借
権
の
場
合
で
も
、
地
主
の
承
諾
を
得
ず
、
そ
の
譲
渡
転
貸
の
自
由
を
認
 
 

め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

翌
明
治
四
四
年
貴
族
院
に
蘭
し
、
磯
部
四
郎
外
四
〇
六
名
か
ら
、
前
年
同
様
の
借
地
権
救
済
に
関
す
る
請
願
が
提
出
さ
れ
、
ま
た
、
衆
議
院
 
 

に
は
、
高
木
益
太
都
外
一
名
に
よ
り
「
東
京
借
地
法
案
」
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
契
約
期
間
を
最
短
二
十
年
と
し
、
賃
貸
 
 

借
の
場
合
で
も
そ
の
譲
渡
、
転
貸
の
自
由
を
認
め
る
点
で
、
前
年
の
「
借
地
二
閑
ス
ル
法
律
」
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
東
京
市
に
限
り
実
施
し
 
 

よ
う
と
し
た
点
に
特
徴
が
み
ら
れ
、
当
時
東
京
市
に
、
借
地
に
関
す
る
争
い
が
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
法
律
案
に
対
し
て
、
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
二
二
 
 

鳩
山
和
夫
他
四
名
か
ら
、
別
案
と
し
て
「
借
地
二
閑
ス
ル
法
律
案
」
が
提
出
さ
れ
、
、
そ
れ
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
。
譲
渡
・
転
貸
に
関
す
る
 
 

民
法
第
六
一
二
条
の
適
用
除
外
規
定
は
除
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
案
も
、
貴
族
院
で
香
決
さ
れ
、
成
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
 
 

建
物
保
養
法
成
定
以
後
、
借
地
関
係
立
法
に
閲
し
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
つ
つ
も
、
か
か
る
立
法
制
定
に
関
す
る
動
向
が
強
く
、
 
 

そ
の
後
も
衆
議
院
、
貴
族
院
に
対
し
、
借
地
権
救
済
に
関
す
る
請
戯
が
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

当
時
の
政
府
は
、
こ
の
様
な
借
地
運
動
に
対
し
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
白
か
ら
立
法
す
べ
く
、
そ
の
準
備
に
着
手
し
た
。
そ
 
 

し
て
明
治
四
五
年
の
第
一
次
草
案
を
法
律
取
調
委
員
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
、
同
委
員
会
で
成
案
を
得
た
の
は
、
大
正
七
年
に
な
っ
て
か
ら
 
 

で
あ
る
。
そ
の
間
も
、
借
地
権
救
済
に
関
す
る
請
願
が
毎
年
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
政
府
案
は
、
同
七
年
貴
族
院
に
擾
出
さ
れ
、
審
議
未
了
と
な
っ
た
が
、
更
に
翌
八
年
、
再
び
両
案
の
ま
ま
貴
族
院
に
提
出
さ
 
 

れ
た
。
附
則
を
含
め
、
全
文
三
三
箇
条
に
亘
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
注
6
 

「
現
今
ノ
借
地
関
係
ノ
有
様
ヲ
見
マ
ス
ル
ト
云
フ
ト
、
当
事
者
ノ
真
意
二
合
セ
サ
ル
所
ノ
契
約
証
書
ヲ
作
成
イ
タ
シ
マ
シ
テ
、
其
間
当
事
者
ノ
権
利
義
務
卜
 
 
 

去
フ
モ
ノ
カ
明
確
二
約
束
サ
レ
テ
居
ラ
ヌ
ノ
チ
ア
リ
マ
ス
、
借
用
証
文
ヲ
見
レ
ハ
或
ハ
永
久
二
賃
渡
ス
如
ク
見
エ
、
或
ハ
建
物
ノ
所
有
ヲ
目
的
ト
ス
ル
借
地
 
 
 

関
係
テ
ア
リ
ナ
カ
ラ
、
三
年
チ
ア
ル
ト
カ
五
年
テ
ア
ル
ト
カ
言
フ
ヤ
ウ
ナ
短
期
契
約
ヲ
結
ン
テ
屠
ル
ヤ
ウ
ナ
次
琴
ア
コ
サ
イ
マ
ス
、
借
主
モ
左
様
ナ
短
期
間
 
 
 

夕
明
渡
ス
考
へ
モ
ナ
ク
、
叉
地
主
タ
ル
貸
主
モ
左
様
ナ
短
イ
間
二
立
退
ヰ
ヲ
命
ス
ル
ト
云
フ
考
モ
ナ
イ
ニ
拘
ラ
ス
、
借
地
証
文
ハ
坊
間
紙
屋
テ
売
ツ
テ
居
ル
 
 
 

不
動
文
字
ノ
記
載
シ
テ
ア
ル
紙
ヲ
買
釆
ツ
テ
、
ソ
レ
：
記
名
調
印
ス
ル
ト
云
フ
ヰ
ゥ
ナ
有
様
、
其
借
地
関
係
ノ
当
事
者
ノ
仲
ノ
善
イ
間
二
於
キ
マ
シ
テ
ハ
何
 
 
 

等
ノ
事
モ
ナ
ク
済
シ
テ
行
ク
ノ
チ
ア
リ
マ
ス
カ
、
一
朝
其
間
二
色
々
ノ
事
情
ヲ
生
シ
マ
シ
テ
争
ヲ
惹
起
ス
ル
ト
云
フ
 

意
ヲ
表
ハ
シ
テ
居
ラ
ナ
イ
借
地
証
文
カ
ロ
ヲ
利
ク
ヤ
ウ
ニ
ナ
ツ
テ
、
裁
判
沙
汰
ヲ
見
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
今
日
二
於
テ
モ
未
夕
其
跡
ヲ
絶
タ
ナ
イ
次
第
チ
ア
リ
 
 
 

マ
ス
…
：
ソ
ノ
所
カ
ラ
致
シ
マ
シ
テ
、
ト
ウ
．
シ
テ
ヰ
借
地
関
係
ノ
当
事
者
間
小
梅
利
義
務
ヲ
明
カ
＼
ニ
シ
テ
其
間
ノ
利
益
ヲ
調
節
調
和
シ
テ
、
安
ン
シ
テ
地
主
 
 
 



モ
地
所
ヲ
借
シ
テ
置
ク
コ
ト
カ
出
来
ル
シ
、
借
地
人
モ
安
ン
シ
テ
地
面
ヲ
借
リ
テ
家
屋
ヲ
建
設
ス
ル
コ
ト
カ
出
来
ル
ヤ
ウ
ニ
シ
タ
イ
ト
云
フ
ノ
カ
本
案
ノ
主
 
 

タ
ル
目
的
テ
コ
サ
イ
マ
ス
」
 
 

こ
の
籍
一
次
政
府
案
ほ
、
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
る
。
そ
の
精
神
に
は
賛
成
す
る
が
、
余
り
複
雑
過
ぎ
て
、
人
心
緩
和
に
な
ら
ず
し
た
が
っ
て
 
 

時
弊
を
救
う
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
一
応
延
期
す
る
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
経
過
か
ら
、
政
府
は
、
新
た
に
内
容
を
簡
略
に
し
た
 
 

法
案
を
作
成
し
、
大
正
一
〇
年
議
会
に
提
出
し
た
。
政
府
原
案
は
冊
則
を
食
め
全
文
一
七
箇
条
よ
り
成
る
も
の
で
、
こ
れ
が
議
会
で
一
部
修
正
 
 

を
受
け
、
借
地
法
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

同
法
は
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
堅
固
な
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
も
の
に
つ
き
六
〇
年
、
そ
の
地
の
産
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
も
の
に
 
 

っ
き
三
〇
年
と
し
、
期
間
の
定
の
な
い
と
き
は
、
前
者
の
場
合
ほ
三
〇
年
、
後
者
の
場
合
は
二
〇
年
と
規
定
⊥
た
。
 
 
 

こ
の
存
続
期
間
に
関
す
る
借
地
法
第
九
粂
の
溺
定
は
、
コ
享
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
た
民
法
舘
六
〇
四
条
の
特
例
規
定
と
し
 
 

て
、
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
土
地
の
貸
借
権
に
認
め
た
意
義
は
大
き
く
、
借
地
権
が
財
産
確
の
一
つ
壱
し
て
法
的
に
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
貸
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
に
つ
い
て
ほ
」
 
「
賃
貸
人
ノ
承
諾
ア
ル
ニ
如
サ
レ
ハ
」
な
し
得
な
い
と
す
る
民
法
第
六
一
二
条
の
規
定
 
 

の
特
例
は
認
め
な
か
っ
た
。
た
だ
、
賃
貸
人
が
承
諾
し
な
い
場
合
は
、
借
地
上
の
産
物
を
取
得
し
た
第
三
者
は
、
そ
の
賃
貸
人
に
対
し
て
、
当
 
 

該
建
物
を
「
時
価
ヲ
以
テ
…
…
買
取
ル
ベ
キ
コ
ー
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ー
ヲ
得
」
と
借
地
法
第
一
〇
粂
に
定
め
、
い
わ
ば
間
接
的
に
賃
貸
人
に
そ
の
 
 

承
諾
を
強
要
し
た
。
賃
借
権
を
物
件
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
一
段
と
そ
の
傾
向
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
借
地
法
の
施
行
地
 
 

（
注
7
）
 
 

城
は
、
当
初
借
地
紛
争
の
多
い
東
京
、
J
京
都
、
大
便
、
横
浜
、
神
戸
の
各
市
等
に
限
定
さ
れ
た
。
 

3
 
明
治
大
正
期
の
借
地
権
課
税
 
 
 

前
節
で
借
地
権
が
民
事
法
上
保
襲
強
化
ぜ
れ
て
釆
た
過
程
を
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
法
律
的
な
表
現
で
あ
る
借
地
権
と
経
済
的
な
表
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
二
四
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

現
で
あ
る
借
地
権
価
格
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
借
地
権
が
在
る
‡
J
ろ
必
ず
⊥
も
借
地
権
価
格
が
あ
る
之
は
い
え
な
い
。
し
か
し
両
者
は
無
 
 

関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
経
済
取
引
上
借
地
権
価
格
が
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
借
地
権
に
法
律
的
な
保
善
が
相
当
程
度
な
さ
れ
て
 
 

い
る
こ
と
が
基
礎
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
大
正
一
〇
年
の
借
地
法
制
定
は
、
一
般
的
な
借
地
権
価
格
形
成
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

こ
こ
で
借
地
権
価
格
と
い
う
場
合
、
普
通
借
地
権
を
設
定
す
る
場
合
に
授
受
す
る
権
利
金
価
額
を
意
味
す
る
。
し
か
し
借
地
権
そ
の
も
の
が
 
 

裸
で
売
買
さ
れ
る
場
合
な
い
し
そ
れ
が
建
物
と
共
に
建
物
の
価
備
に
含
ま
れ
て
売
巽
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
借
地
権
の
売
買
な
い
し
は
権
利
金
の
授
受
が
最
初
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
東
京
地
方
で
、
明
治
の
中
頃
か
ら
で
あ
る
と
 
 

云
わ
れ
る
。
七
か
し
前
述
し
た
如
く
、
当
時
は
、
借
地
に
対
す
る
法
的
な
保
護
が
、
極
め
て
弱
い
時
代
で
あ
り
、
従
っ
て
権
利
金
の
授
受
や
借
 
 

地
権
の
売
層
は
、
個
別
的
特
殊
的
な
場
合
で
あ
っ
た
。
地
上
権
に
よ
る
借
地
契
約
の
場
合
に
、
そ
れ
が
後
で
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
考
 
 

え
ら
れ
る
が
、
地
上
権
を
設
定
す
る
場
合
は
少
な
く
、
そ
の
殆
ん
ど
が
賃
借
権
に
よ
る
場
合
で
あ
っ
た
。
賃
借
権
に
よ
る
場
合
で
も
、
契
約
期
 
 

間
を
最
高
の
二
〇
年
間
と
し
、
そ
の
登
記
も
受
け
、
又
期
間
の
途
中
で
地
主
の
承
諾
せ
得
て
第
三
者
に
有
償
譲
渡
す
る
こ
と
は
、
勿
論
可
髄
で
 
 

（
注
8
）
 
 

あ
り
、
実
際
に
、
か
か
る
取
引
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
当
時
の
判
例
に
 
 
 

「
地
主
ノ
承
諾
ナ
キ
借
地
権
ノ
譲
渡
ハ
地
主
二
対
抗
シ
得
サ
ル
モ
地
主
二
於
テ
右
家
屋
譲
受
人
二
対
シ
借
地
料
借
上
ノ
交
渉
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
賃
借
権
ノ
 
 
 

譲
渡
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
サ
ル
ヘ
シ
」
 
 

等
同
旨
の
判
例
が
相
当
あ
り
、
こ
の
判
決
で
は
、
借
地
権
が
有
償
譲
渡
さ
れ
た
か
香
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
有
償
譲
渡
の
取
引
も
行
な
わ
 
 

れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
則
し
得
る
。
権
利
金
の
授
受
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
取
引
が
一
般
化
し
て
行
く
の
は
、
 
 

大
正
末
期
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 



明
治
か
ら
大
正
中
頃
に
か
け
て
の
以
上
の
様
な
法
律
的
な
い
し
経
済
的
状
曝
の
下
に
お
け
る
借
地
関
係
に
つ
い
て
、
課
税
上
如
何
な
る
取
扱
 
 

い
が
な
さ
れ
た
か
を
次
に
み
て
い
こ
う
。
 
 

H
 
所
得
税
法
上
の
借
地
権
課
税
 
 
 

明
治
二
〇
年
所
得
税
法
は
、
そ
の
第
妄
で
「
資
産
又
ハ
営
業
其
ノ
他
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
」
を
課
税
所
得
の
範
囲
と
し
た
。
借
地
契
約
に
伴
 
 

な
い
、
以
後
収
受
す
る
地
代
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
は
問
題
な
い
。
所
得
の
計
算
方
法
は
第
二
粂
第
二
号
に
摂
定
し
た
。
以
降
現
行
所
得
 
 

税
法
に
至
る
ま
で
、
地
代
に
つ
い
て
は
、
変
ら
ず
課
税
の
対
象
と
さ
れ
る
。
借
地
権
の
設
定
ま
た
は
そ
の
名
義
変
更
に
際
し
地
主
が
収
受
す
る
 
 

権
利
金
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
当
初
権
利
金
は
、
地
代
の
前
払
的
な
性
格
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
或
は
課
税
所
得
と
 
 

さ
れ
た
か
、
或
は
一
時
的
な
性
格
か
ら
同
法
第
三
粂
第
三
号
に
該
当
す
る
非
課
税
所
得
と
さ
れ
た
か
、
そ
の
点
は
明
ら
か
で
な
い
。
何
れ
に
し
 
 

て
も
所
得
税
法
制
定
当
時
は
権
利
金
を
授
受
す
る
例
は
少
な
く
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

次
に
同
法
は
、
第
三
条
で
「
営
利
ノ
事
業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
」
を
非
課
税
と
し
た
。
－
こ
の
親
定
に
つ
い
て
、
上
林
敬
次
郎
著
「
所
得
 
 

現
法
講
義
」
 
（
明
治
三
入
牢
）
に
、
次
の
解
説
が
み
え
る
。
 
 
 

「
所
得
ニ
シ
テ
H
営
利
ノ
事
業
二
屈
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
2
時
限
ノ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ノ
二
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ト
キ
ハ
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
。
営
利
ノ
事
業
 
 
 

二
属
セ
サ
ル
所
得
ト
ハ
生
計
ノ
資
ヲ
得
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
営
マ
レ
タ
ル
事
業
二
依
ラ
サ
ル
所
得
ヲ
謂
フ
。
例
へ
ハ
財
産
ノ
売
却
二
因
リ
テ
利
益
ヲ
取
得
シ
タ
 
 
 

ル
カ
如
キ
其
ノ
他
ノ
臨
時
ノ
労
務
こ
因
リ
テ
報
酬
ヲ
得
タ
ル
カ
如
キ
是
ナ
リ
。
而
シ
テ
其
ノ
所
得
者
二
於
テ
利
益
ヲ
得
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
シ
タ
ル
ト
否
ト
ハ
 
 
 

之
ヲ
問
ハ
ス
ト
雄
其
ノ
所
得
力
営
利
事
業
ノ
結
果
ナ
ル
ト
キ
ハ
縦
令
偶
然
二
取
得
シ
タ
ル
利
益
ナ
ル
モ
尚
課
税
ヲ
免
カ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
又
営
利
事
業
二
 
 
 

属
セ
サ
ル
所
得
卜
維
継
続
シ
テ
収
入
ス
ヘ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
一
時
ノ
所
得
卜
謂
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
課
税
ス
ヘ
キ
所
得
ト
シ
テ
計
算
ス
・
‥
 
 

‥
：
⊥
 
 

所
得
の
概
念
に
関
す
る
学
説
は
、
大
き
く
、
源
泉
雷
び
凝
資
産
増
加
説
に
分
け
ら
れ
る
が
、
制
雪
初
の
所
得
税
法
は
、
前
記
源
泉
説
た
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
二
六
 
 

依
っ
て
い
た
。
右
に
見
る
如
く
、
現
行
の
譲
渡
所
得
な
い
し
一
時
所
得
に
該
当
す
る
所
得
は
、
課
税
所
得
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
段
設
定
さ
れ
た
借
地
権
が
、
地
主
の
承
諾
を
得
る
等
し
て
、
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
、
そ
こ
に
利
益
が
生
じ
た
と
し
て
 
 

も
、
当
時
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

以
上
ほ
、
個
人
所
得
上
の
借
地
権
課
税
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
同
じ
時
期
に
お
け
る
法
人
所
得
上
の
借
地
権
課
税
に
つ
い
て
ほ
ど
う
で
あ
っ
 
 

た
か
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
人
所
得
課
税
の
最
初
は
明
治
三
二
年
所
得
税
法
改
正
以
降
で
あ
る
。
同
法
撃
二
条
で
「
法
人
ノ
所
得
」
に
課
税
 
 

す
る
こ
と
と
し
、
同
法
第
四
条
で
、
法
人
の
所
得
の
計
算
は
「
各
事
業
年
度
総
益
金
ヨ
リ
同
年
度
総
損
金
…
＝
・
ヲ
控
除
シ
タ
ル
モ
ノ
」
に
よ
る
 
 

と
演
定
し
た
。
ま
た
、
個
人
所
得
の
場
合
と
同
様
、
法
人
課
税
の
場
合
に
も
「
営
利
ノ
事
業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
」
は
、
課
税
所
得
か
ら
 
 

除
列
し
て
い
た
。
こ
れ
等
の
規
定
か
ら
、
当
初
ほ
、
個
人
所
得
、
法
人
所
得
共
に
借
地
に
関
す
る
課
税
内
容
ほ
、
特
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
 
 

と
が
分
か
る
。
 
 
 

そ
れ
が
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
の
ほ
、
大
正
二
年
の
同
法
改
正
に
よ
り
、
前
記
非
課
税
規
定
の
適
用
が
、
個
人
所
得
た
る
琴
二
在
所
得
に
限
 
 

ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
改
正
の
理
由
に
つ
き
、
鈴
木
繁
著
「
帝
国
税
法
論
」
 
（
大
正
八
年
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
大
正
二
年
改
正
前
ノ
税
法
二
於
ハ
法
人
ノ
所
ニ
モ
之
ヲ
適
用
セ
リ
、
…
・
・
・
然
レ
ド
モ
法
人
ハ
法
令
ノ
規
定
二
従
ヒ
定
款
又
ハ
寄
付
行
為
二
因
リ
テ
定
マ
リ
 
 
 

タ
ル
目
的
ノ
範
囲
内
二
於
テ
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
所
得
ハ
経
常
的
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
一
時
的
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
必
ズ
其
ノ
目
 
 
 

的
ノ
範
囲
内
テ
在
シ
法
人
ノ
兼
務
ヨ
リ
生
ズ
ル
モ
ノ
卜
者
倣
ス
ベ
キ
ガ
故
二
之
1
義
税
ス
ル
コ
ト
ヲ
相
当
ト
ス
ル
理
由
ア
リ
、
コ
レ
ヲ
以
テ
現
行
法
ハ
営
利
 
 
 

ノ
事
業
二
屈
セ
ザ
ル
一
時
ノ
所
得
三
課
税
セ
ズ
ト
ノ
規
定
㌢
法
人
二
道
用
セ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
シ
タ
リ
」
 
 
 

個
人
所
得
課
税
の
場
合
と
異
な
り
、
法
人
所
得
課
税
で
は
、
早
く
か
ら
純
資
産
増
加
説
の
考
え
方
を
採
用
し
た
。
個
人
と
違
っ
た
法
人
の
特
 
 
 

質
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 



こ
の
よ
う
に
大
正
二
年
の
改
正
以
降
、
法
人
に
つ
い
て
は
、
権
利
金
が
課
税
所
得
と
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
 
 

は
、
個
人
の
場
合
と
同
様
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
は
、
所
得
課
税
上
借
地
権
が
問
題
と
さ
れ
る
 
 

よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

口
 
相
続
税
法
上
の
借
地
権
課
税
 
 
 

〓
 
賃
借
権
の
評
価
 
 
 

明
治
三
八
年
相
続
税
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
本
法
施
行
地
二
在
ル
相
続
財
産
」
に
付
き
相
続
税
を
課
税
す
る
旨
定
め
、
同
第
二
粂
で
「
本
 
 

法
施
行
地
二
在
ル
不
動
産
ノ
上
二
存
ス
ル
権
利
」
を
相
続
財
産
に
含
め
た
。
「
不
動
産
ノ
上
二
存
ス
ル
権
利
」
と
は
、
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
 
 

か
。
俣
野
義
郎
著
「
相
続
税
法
要
義
」
（
明
治
三
八
年
）
に
ほ
 
 
 

「
不
動
産
の
上
に
制
す
る
権
利
と
ほ
何
ぞ
目
地
↓
権
日
永
小
作
権
白
地
復
権
四
留
置
権
田
先
取
特
権
的
質
権
帽
抵
当
権
（
以
上
物
権
）
㈹
賃
貸
借
権
（
債
権
）
 
 
 

等
凡
そ
八
軽
の
権
利
を
い
ふ
」
 
 

と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
て
い
る
。
 
 

と
こ
ろ
で
、
民
法
第
八
九
六
条
は
「
相
続
人
は
、
相
続
開
始
の
時
か
ら
、
被
相
続
人
の
財
産
に
属
し
た
一
切
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
。
但
 
 

し
、
被
相
続
人
の
妄
に
専
属
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
現
行
民
法
第
嘉
相
続
の
部
分
は
、
昭
和
二
二
年
 
 

の
改
正
に
依
る
が
、
改
正
前
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
「
被
相
続
人
の
財
産
」
に
閲
し
、
地
上
権
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
は
 
 

（
注
9
）
 
問
題
で
な
い
。
土
地
賃
借
権
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
賃
借
権
の
相
続
性
に
閲
し
、
次
の
様
な
判
例
が
あ
る
。
 
 
 

「
賃
借
権
ハ
賃
貸
人
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
於
テ
ハ
他
人
1
義
渡
シ
待
へ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
乏
ヲ
以
テ
賃
借
人
ノ
妄
二
憲
セ
ル
権
利
卜
謂
フ
ヲ
得
サ
レ
ハ
賃
借
 
 
人
 

ノ
死
去
二
腎
其
ノ
有
セ
シ
賃
貸
借
上
ノ
権
利
莞
ハ
場
合
こ
従
ヒ
家
督
相
続
人
又
ハ
通
産
相
続
人
二
於
テ
承
継
ス
ヘ
キ
コ
ト
ハ
他
ノ
権
利
義
務
ヲ
承
継
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



ス
ヘ
キ
コ
ト
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
 
 
 

即
ち
、
土
地
貸
借
権
の
場
合
で
も
†
そ
れ
が
一
つ
の
財
産
権
と
し
て
相
続
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
 
 

た
。
相
続
人
は
賃
借
人
と
し
て
の
地
位
を
承
継
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
身
に
専
属
し
た
も
の
を
除
い
た
相
続
に
よ
っ
て
承
継
す
る
財
産
に
属
す
る
権
利
が
、
相
続
税
法
上
す
べ
て
評
価
さ
れ
、
課
税
価
 
 

格
に
算
入
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
相
続
税
の
課
税
を
相
当
と
す
る
財
産
的
価
値
を
前
提
と
す
る
。
土
地
貸
借
権
の
法
的
保
護
が
弱
 
 

く
、
財
産
的
な
価
値
を
有
す
を
も
の
と
し
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
時
代
に
制
定
さ
れ
た
明
治
三
八
年
相
続
税
法
に
お
い
て
、
そ
の
 
 

土
地
賃
借
権
が
、
民
法
上
一
つ
の
財
産
権
と
し
て
相
続
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
当
時
そ
れ
が
評
価
さ
れ
て
課
税
財
産
に
算
入
 
 

さ
れ
課
税
を
受
け
た
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
次
に
述
べ
る
地
上
権
と
の
比
較
に
お
い
て
、
又
、
そ
の
後
の
借
地
慣
 
 

行
の
変
化
に
伴
な
っ
て
、
課
税
財
産
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
特
に
借
地
法
が
制
定
さ
れ
る
大
正
」
〇
 

年
前
後
に
な
る
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
堀
内
正
作
著
「
納
掛
要
論
」
 
（
大
正
九
年
）
に
、
従
来
の
取
扱
例
と
し
て
「
土
地
賃
借
権
の
価
格
は
、
法
律
に
計
算
方
法
を
 
 

定
め
ざ
る
に
依
り
適
宜
の
方
法
に
依
る
の
外
な
き
も
契
約
の
賃
貸
価
格
及
其
残
存
年
数
を
調
査
し
、
地
上
権
、
永
小
作
権
と
の
権
衡
を
失
せ
ざ
 
 

る
程
度
に
評
定
す
る
を
相
当
と
す
。
」
と
さ
れ
、
又
、
矢
島
慶
次
郎
著
「
改
正
相
続
法
釈
義
」
（
大
正
一
一
年
）
に
「
賃
借
権
ノ
価
格
ハ
地
上
権
又
 
 

ハ
永
小
作
権
二
準
シ
テ
計
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
世
上
二
於
ケ
ル
取
引
ノ
実
際
二
適
セ
サ
ル
ー
キ
ハ
貸
借
権
売
買
ノ
実
例
ヲ
参
照
シ
テ
適
当
二
 
 

評
定
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ー
ス
」
と
い
∴
つ
説
野
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
 
 
 

地
上
権
に
つ
い
て
は
．
、
相
続
税
法
は
、
第
四
条
で
そ
の
評
僻
方
法
を
法
定
し
た
。
相
続
財
産
に
算
入
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
で
あ
る
。
民
法
 
 

上
地
上
権
が
安
定
し
た
財
産
権
と
し
て
構
成
き
れ
ヾ
文
明
拾
三
三
年
に
ほ
「
地
上
権
に
こ
関
ス
ル
法
律
」
に
よ
っ
で
、
民
法
施
行
前
に
お
い
で
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



工
作
等
の
所
有
を
目
的
と
し
た
他
人
の
土
地
を
使
用
す
る
者
を
地
上
権
者
と
推
定
し
た
こ
と
か
ら
、
地
上
権
の
相
続
も
相
当
予
想
さ
れ
た
の
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

法
定
さ
れ
た
地
上
権
の
評
価
方
法
は
、
そ
の
地
上
権
の
目
的
た
る
土
地
の
賃
貸
価
格
に
、
地
上
権
の
残
存
期
間
に
応
じ
た
倍
数
を
乗
じ
る
方
 
 

法
で
あ
る
。
こ
の
評
価
方
法
に
つ
き
、
稲
葉
敏
著
「
相
続
税
法
義
解
」
（
明
治
三
九
年
）
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
地
上
権
ニ
ハ
有
期
ノ
モ
ノ
ア
リ
期
限
ノ
定
ナ
キ
モ
ノ
ア
リ
叉
地
代
ヲ
払
フ
モ
ノ
ト
然
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ア
ル
ハ
前
述
セ
ル
所
ノ
如
シ
而
シ
テ
地
代
ノ
有
無
又
 
 
 

ハ
期
間
ノ
長
短
ハ
地
上
権
英
名
ノ
価
ヲ
定
ム
ル
ニ
何
等
ノ
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
ナ
リ
只
其
価
額
ヲ
定
ム
ル
こ
何
等
ノ
関
係
ヲ
有
セ
サ
ル
ナ
リ
只
其
価
額
ラ
定
ム
 
 
 

ル
ノ
標
準
卜
為
ス
ニ
足
ル
ヘ
シ
蓋
シ
価
格
ノ
生
ス
ル
ハ
一
定
ノ
利
益
ア
ル
カ
為
メ
ナ
リ
従
テ
又
価
額
ノ
大
小
ハ
利
益
ノ
多
少
1
東
リ
定
マ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
 
 
 

得
讐
り
価
格
ノ
高
低
ハ
物
ノ
利
用
（
又
ハ
物
能
）
ノ
如
何
二
依
リ
テ
ノ
、
是
マ
ル
モ
ノ
‥
ア
ラ
ス
シ
テ
需
要
供
給
ノ
原
則
二
支
配
セ
ラ
ル
ル
ハ
言
ヲ
待
タ
 
 
 

ス
ト
警
而
カ
モ
利
用
即
チ
物
ノ
効
用
多
キ
モ
ノ
ニ
向
テ
ハ
需
要
益
々
多
カ
ル
ヘ
キ
＝
依
り
一
般
的
永
久
的
ニ
ハ
価
格
ノ
大
小
ハ
利
益
ノ
多
少
二
依
り
決
定
 
 
 

セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
上
亨
モ
決
シ
テ
過
言
エ
ア
ラ
ス
今
若
シ
妄
ノ
地
上
権
ヲ
有
ス
ル
者
卜
三
年
若
ク
ハ
五
年
ノ
地
上
権
ヲ
有
ス
ル
者
卜
其
利
益
ノ
大
ナ
 
 
 

ル
ハ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
其
期
間
ノ
長
短
二
依
リ
テ
地
上
権
ノ
価
額
ヲ
定
ム
ル
決
シ
テ
背
理
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
 
 
 

而
シ
テ
地
上
権
ノ
利
益
ヲ
金
銭
二
評
定
ス
ル
ニ
ハ
之
ヲ
他
人
二
賃
貸
シ
テ
待
ヘ
キ
利
益
ノ
如
何
1
岳
リ
2
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
然
レ
ト
モ
今
十
年
ノ
地
上
権
ヲ
有
 
 
 

ス
ル
者
ア
リ
ト
シ
一
年
貸
賃
ス
ル
ト
キ
ハ
首
円
ヲ
得
ヘ
キ
ニ
依
り
千
円
ノ
価
ア
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
永
年
継
続
シ
テ
土
地
ヲ
使
用
セ
シ
ム
ル
 
 
 

誓
ハ
借
料
ハ
必
ス
毒
度
限
り
若
ハ
之
ヨ
リ
短
キ
期
間
ヨ
リ
讐
ヲ
通
常
ト
ス
レ
ハ
ナ
リ
放
言
号
ハ
存
続
期
間
二
応
シ
地
上
権
ノ
晶
タ
ル
土
地
ノ
賃
 
 
 

貸
価
格
ノ
何
倍
ト
シ
相
当
ナ
ル
範
囲
二
於
テ
予
メ
法
定
価
格
ヲ
定
メ
タ
ル
ナ
リ
」
 
 

前
述
し
た
如
く
、
地
上
権
が
疲
的
に
安
定
し
た
財
雇
権
で
あ
り
、
且
つ
、
経
済
的
な
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
 
 

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
一
般
に
相
当
な
時
価
が
形
成
さ
れ
る
程
、
売
買
さ
れ
る
例
は
多
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
記
相
続
税
 
 

法
が
、
地
上
権
の
評
価
を
法
定
し
、
残
存
期
間
の
長
短
に
よ
っ
て
、
そ
の
評
価
額
を
異
な
ら
し
め
た
の
は
か
か
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

囲
 
永
代
借
地
権
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
三
〇
 
 
 

同
相
続
税
法
第
三
条
第
三
項
に
「
永
代
借
地
権
」
は
、
課
税
価
額
か
ら
除
く
旨
の
規
定
が
あ
る
。
永
代
借
地
権
と
は
如
何
な
る
権
利
か
。
そ
 
 

れ
ほ
次
の
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
 
 

永
代
借
地
二
閑
ス
ル
件
（
明
治
三
四
年
九
月
二
〇
日
 
法
律
夢
二
九
号
）
 
 
 

第
一
条
政
府
ノ
永
代
借
地
券
ヲ
以
テ
外
国
人
又
ハ
外
国
法
人
ノ
為
二
設
定
シ
タ
ル
永
代
借
地
権
ハ
之
ヲ
物
権
ト
シ
民
法
中
所
有
権
二
閑
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
 
 

ス
 
 

永
代
借
地
権
ハ
民
法
ノ
規
定
1
森
ヒ
他
ノ
権
利
ノ
目
的
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

地
券
、
条
約
文
ハ
法
令
二
別
段
ノ
定
メ
ア
ル
場
合
ニ
ハ
前
三
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
 
 
 

第
二
粂
永
代
借
地
権
ノ
移
転
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
土
地
ノ
所
在
地
ヲ
管
轄
ス
ル
地
方
庁
二
於
テ
地
券
1
真
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
以
テ
第
 
 

三
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
待
ス
 
 
 

第
三
粂
永
代
借
地
権
又
ハ
乏
ヲ
目
的
ト
ス
ル
権
利
二
閑
ス
ル
登
記
二
付
テ
ハ
登
録
税
ヲ
課
セ
ス
 
 

（
以
下
略
）
 
 
 

即
ち
、
永
代
借
地
権
と
は
、
外
国
人
の
た
め
に
設
定
し
た
権
利
で
、
こ
れ
を
物
権
と
し
民
法
中
所
有
権
に
関
す
る
撰
定
を
準
用
し
た
も
の
で
、
 
 

い
わ
ば
所
有
権
に
類
似
す
る
財
産
権
で
あ
る
。
こ
れ
を
非
課
警
し
た
理
由
は
「
明
治
三
十
一
望
月
締
結
ノ
旧
昆
通
商
航
海
条
約
ヲ
以
テ
 
 

永
代
借
地
権
二
対
シ
一
切
ノ
租
税
ヲ
徴
収
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
規
定
セ
ル
カ
此
ノ
条
約
ハ
最
恵
国
約
款
ノ
利
益
ヲ
事
有
ス
ル
各
国
二
均
露
セ
ラ
ル
ル
 
 

（
注
1
0
）
 
結
果
、
条
約
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ス
之
ヲ
課
税
外
ト
ス
ル
ニ
知
力
サ
ル
モ
ノ
ー
ノ
理
由
＝
因
り
明
文
ヲ
以
テ
非
課
税
卜
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
。
 
 
 

伺
 
相
続
と
贈
与
 
 

一
般
に
相
続
税
法
は
、
警
に
関
す
る
翌
を
置
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
明
治
相
続
税
法
は
、
第
 
 

二
三
条
に
そ
の
霊
を
置
い
た
。
「
不
動
産
及
船
舶
以
外
ノ
財
産
昌
為
シ
タ
ル
贈
与
」
が
あ
る
場
合
に
「
通
産
相
続
開
始
シ
タ
ル
モ
ノ
去
 
 
 



倣
シ
」
た
の
で
あ
る
。
相
続
税
法
に
お
け
る
贈
与
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
以
降
幾
多
の
改
正
を
経
て
複
雑
化
さ
れ
、
借
地
問
題
に
つ
い
て
も
 
 

興
味
あ
る
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
一
一
三
粂
の
兢
定
は
、
そ
の
原
型
で
あ
り
、
規
定
内
容
も
単
純
で
あ
る
。
 
 
 

本
条
で
は
、
不
動
産
及
び
船
舶
の
贈
与
を
除
い
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
前
掲
「
相
続
税
法
義
解
」
ほ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 
 

「
想
フ
ニ
不
動
産
及
船
舶
二
就
テ
ハ
権
利
移
転
二
関
シ
汎
ク
第
三
者
二
対
抗
ス
ル
ノ
条
件
ト
シ
テ
ハ
登
記
ヲ
為
サ
ル
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
登
記
ヲ
為
ス
：
当
 
 
 

テ
ハ
登
録
税
法
琴
一
条
第
三
号
二
依
り
贈
与
二
田
ル
不
動
産
ノ
所
得
ハ
其
価
格
千
分
ノ
四
十
‥
…
ヲ
納
税
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
シ
テ
贈
与
二
田
ル
所
有
権
ノ
取
 
 
 

得
二
対
ス
ル
登
録
税
ハ
相
続
権
及
相
続
二
因
ル
所
有
権
ノ
取
得
二
対
ス
ル
登
録
税
ヨ
リ
モ
重
率
ナ
ル
カ
故
二
相
続
税
通
脱
ノ
目
的
ヲ
以
テ
不
動
産
又
ハ
船
舶
 
 
 

ヲ
贈
与
ス
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
ヘ
キ
‥
…
」
 
 
 

こ
の
様
に
不
動
産
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
高
額
な
登
録
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
法
第
二
三
条
の
適
用
上
除
外
し
た
が
、
不
動
産
の
 
 

上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
除
外
し
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
地
上
権
の
取
得
（
登
記
）
の
場
合
は
、
残
存
期
間
に
応
じ
、
最
低
、
不
動
 
 

産
価
額
の
〇
二
一
％
か
ら
最
高
？
五
％
、
賃
借
権
の
場
合
は
、
同
じ
く
、
〇
・
一
％
か
ら
〇
ニ
ー
％
の
儲
率
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
登
録
税
が
 
 

課
せ
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
本
条
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
被
相
続
人
が
推
定
家
督
相
続
人
又
は
推
定
通
産
相
続
人
に
贈
与
し
た
場
合
で
あ
る
（
其
の
他
特
 
 

殊
の
場
合
が
あ
る
が
省
略
す
る
）
。
従
っ
て
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
贈
与
が
な
さ
れ
て
も
、
こ
の
親
定
の
適
用
は
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
 
 

て
、
同
じ
く
前
掲
「
相
続
税
法
義
解
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 
 
 

「
…
…
他
人
二
対
ス
ル
モ
ノ
ハ
実
ノ
贈
与
卜
見
ル
可
キ
モ
、
推
定
相
続
人
二
対
ス
ル
モ
ノ
ハ
裏
ノ
贈
与
卜
見
ル
ヘ
カ
ラ
ス
被
相
続
人
ハ
殊
更
二
贈
与
ヲ
為
サ
 
 
 

サ
ル
モ
相
続
開
始
ノ
場
合
ニ
ハ
家
督
相
続
若
ク
ハ
通
産
相
続
開
姶
当
然
ノ
効
果
ト
シ
テ
其
推
定
相
続
人
二
移
転
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
特
二
多
額
ノ
 
 
 

贈
与
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
大
多
数
ノ
場
合
二
於
テ
其
目
的
相
続
二
在
ル
モ
ノ
ト
推
測
ス
ル
ヲ
得
へ
ク
若
シ
之
ヲ
課
税
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
・
…
‥
本
法
ノ
目
 
 
 

的
ヲ
達
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
因
ル
」
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
三
二
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

現
行
相
続
税
法
に
お
い
て
も
贈
与
税
の
規
定
ほ
、
相
続
税
の
補
完
税
と
し
て
位
置
付
け
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
現
行
贈
与
税
の
規
定
は
、
納
 
 

税
義
務
者
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
閲
し
、
明
治
相
続
税
法
で
は
、
相
続
関
係
に
係
わ
ら
な
い
撃
二
者
に
対
す
る
 
 

贈
与
は
、
例
え
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
相
続
税
法
上
は
問
題
と
せ
ず
、
逼
続
と
実
質
偶
に
同
じ
効
果
を
む
た
ら
す
贈
与
に
対
し
て
の
 
 

み
、
通
産
相
続
開
給
し
た
も
の
と
見
倣
し
て
、
相
続
税
を
課
税
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
後
で
述
べ
る
如
く
、
被
相
続
人
が
推
定
相
続
人
又
は
推
 
 

定
家
督
相
続
人
に
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
限
っ
て
い
た
の
を
、
そ
の
範
囲
を
拡
げ
「
一
般
に
親
族
に
贈
与
し
た
場
合
に
遺
産
相
続
開
始
し
た
 
 

も
の
と
見
敬
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
改
正
に
お
い
て
も
、
同
様
な
考
え
方
で
ぁ
る
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
相
続
税
法
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
八
年
制
定
以
降
、
大
正
一
五
年
の
改
正
に
至
る
間
、
数
度
改
正
さ
れ
る
が
、
特
に
本
稿
に
開
運
 
 

し
た
改
正
は
な
い
。
 
 

（
注
l
）
 
大
蔵
省
編
纂
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
内
国
税
（
上
）
九
七
九
貢
 
 
 

（
注
2
）
 
前
同
九
八
二
頁
 
 
 

（
注
3
）
 
前
掲
財
政
史
第
七
巻
打
国
税
（
下
）
二
〇
六
頁
 
 
 

（
注
4
）
 
借
地
法
等
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
茶
谷
勇
書
著
「
借
地
借
家
の
現
行
法
現
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
 
（
司
法
研
究
一
七
市
報
告
書
集
五
）
昭
 
 

和
八
年
司
法
省
及
び
渡
辺
洋
三
著
「
土
地
一
・
建
物
の
法
律
制
度
（
上
）
」
昭
和
三
五
年
東
大
出
会
版
等
に
詳
し
い
。
 
 
 

（
注
5
）
 
前
掲
渡
辺
一
七
六
頁
以
下
 
 
 

（
注
6
）
 
大
正
七
年
三
月
一
八
日
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
 
 
 

（
注
7
）
 
大
正
一
〇
年
勅
令
第
二
〇
七
第
「
借
地
法
及
借
家
法
施
行
期
日
及
地
区
二
閑
ス
ル
勅
令
」
 
 
 

（
注
8
）
 
明
四
四
（
ワ
）
第
六
言
方
素
地
民
四
、
明
四
四
・
六
・
一
九
判
決
、
法
律
新
聞
七
t
ニ
五
－
二
三
 
 
 

（
注
9
）
 
大
審
院
民
事
判
例
大
一
三
、
三
、
一
三
判
決
、
新
聞
t
一
、
二
四
七
1
二
l
 
 
 

ハ
注
1
0
）
 
矢
島
慶
次
郎
著
「
改
正
相
続
税
法
釈
義
」
（
大
正
一
一
年
）
 
 
 



二
 
大
正
末
期
か
ら
終
戦
直
後
ま
で
 
（
借
地
権
価
格
生
成
期
）
 
の
借
地
権
課
税
 
 

1
 
各
税
法
の
制
定
、
改
正
の
経
過
 
 

H
 
所
得
税
法
の
改
正
 
 
 

‖
 
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
の
規
定
の
導
入
（
大
正
一
二
年
一
部
改
正
）
 
 
 

明
治
二
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
所
得
税
法
は
、
同
三
二
年
に
全
文
改
正
さ
れ
法
人
所
得
課
税
が
導
入
さ
れ
た
後
、
数
次
の
改
正
を
経
て
大
正
九
年
 
 

再
び
全
文
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
で
故
人
の
留
保
所
得
を
課
税
対
象
と
し
た
結
果
、
大
正
一
二
年
の
改
正
で
同
族
会
社
の
行
為
計
算
香
認
の
 
 

（
注
1
）
 
 

規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
前
記
財
政
史
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
（
大
正
九
年
）
改
正
所
得
税
法
の
規
定
に
依
れ
ば
、
法
人
が
其
の
株
主
又
は
社
員
に
対
し
て
行
ふ
利
益
の
配
当
は
、
総
て
之
を
受
く
る
各
個
人
の
所
得
に
 
 
 

符
合
合
算
し
て
課
税
す
る
と
同
時
に
、
法
人
が
其
の
利
益
を
配
当
せ
ず
し
て
社
内
に
留
保
す
る
場
合
に
は
、
之
を
第
一
笹
乙
法
人
の
留
保
所
得
と
し
て
、
之
 
 
 

に
対
し
、
一
定
の
累
進
率
を
課
す
る
も
の
な
る
が
、
其
の
結
果
は
個
人
に
対
す
る
紆
合
課
税
率
は
、
個
人
の
所
得
板
が
或
る
一
定
金
額
を
超
過
す
る
と
き
は
 
 
 

法
人
に
対
す
る
留
保
所
得
課
税
率
に
比
し
著
し
く
高
率
と
な
る
を
免
れ
ざ
る
を
以
て
、
税
法
施
行
以
来
同
族
会
社
又
は
保
全
会
社
等
の
如
き
家
族
的
の
会
社
 
 
 

を
組
織
し
て
、
其
の
所
得
を
会
社
内
に
留
保
す
る
こ
と
に
依
り
、
株
主
又
は
社
員
に
対
す
る
配
当
所
得
町
綜
合
課
税
を
免
れ
、
以
て
第
三
極
所
待
税
率
と
留
 
 
 

保
所
得
税
率
と
の
間
差
を
利
せ
ん
と
す
る
も
の
を
生
じ
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
該
会
社
と
其
の
社
員
又
は
株
主
と
の
間
に
種
々
の
取
引
を
行
ひ
た
る
形
跡
を
 
 
 

作
為
し
て
、
之
に
依
り
て
所
得
税
の
軽
減
を
図
ら
ん
と
す
る
が
如
き
手
段
に
出
づ
る
も
の
を
も
存
す
る
に
至
り
、
而
も
以
上
の
如
き
合
法
的
脱
税
行
為
は
年
 
 
 

を
逐
う
て
甚
し
か
ら
ん
と
す
る
の
傾
向
を
重
し
た
り
。
」
 
 
 

か
く
し
て
大
正
一
二
年
に
至
り
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
高
認
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
 
 
 

即
ち
株
主
（
社
員
）
の
一
人
及
び
そ
の
特
殊
関
係
者
の
有
す
る
株
式
（
出
資
）
金
額
が
、
そ
の
法
人
の
株
式
（
出
資
）
金
額
の
三
分
の
一
以
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
三
四
 
 

上
を
占
め
る
場
合
で
、
そ
の
法
人
が
留
保
し
た
金
額
が
、
一
定
の
金
額
を
超
過
す
る
場
合
に
、
そ
の
超
過
部
分
の
一
定
額
を
所
得
審
査
委
員
会
 
 

の
決
議
に
基
づ
き
、
株
主
（
社
員
）
に
配
当
し
た
も
の
と
看
撤
す
頻
定
を
お
き
、
こ
の
演
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
邁
脱
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
 
 

防
止
す
る
目
的
で
、
次
の
規
定
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
大
正
一
二
年
三
月
二
七
日
 
法
律
第
八
号
改
正
）
 
 
 

第
七
十
三
条
ノ
三
 
前
条
ノ
法
人
卜
其
ノ
株
主
又
ハ
社
員
及
其
ノ
親
族
、
使
用
人
其
ノ
他
特
殊
ノ
関
係
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ト
ノ
間
二
於
ケ
ル
行
為
二
付
所
得
 
 

税
遁
脱
ノ
目
的
ア
リ
ト
認
ム
ル
場
合
二
於
テ
ハ
政
府
ハ
其
ノ
行
為
二
拘
ラ
ス
其
ノ
認
ム
ル
所
二
依
り
所
得
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 
 

こ
の
同
族
会
社
の
行
為
否
認
の
規
定
は
、
大
正
一
五
年
改
正
さ
れ
、
そ
の
認
定
課
税
の
範
囲
を
拡
張
し
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
大
正
一
五
年
三
月
二
七
日
 
法
律
第
八
号
改
正
）
 
 
 

第
七
十
三
条
ノ
二
 
同
族
会
社
ノ
行
為
叉
ハ
計
算
ニ
シ
テ
其
ノ
所
得
又
ハ
株
主
社
員
若
ハ
之
卜
親
族
、
使
用
人
等
特
殊
ノ
関
係
ア
ル
者
ノ
所
得
二
付
所
得
税
 
 
 

遁
脱
ノ
目
的
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
又
ハ
計
算
二
拘
ラ
ス
政
府
ハ
其
ノ
認
ム
ル
所
二
依
り
此
等
ノ
者
ノ
所
得
金
額
ヲ
計
 
 

算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 
 

∽
 
分
類
所
得
税
の
時
代
（
昭
和
一
五
年
全
文
改
正
）
 
 

そ
の
後
に
お
け
る
所
得
税
法
の
基
本
的
な
改
正
は
昭
和
一
五
年
で
あ
る
。
こ
こ
に
初
め
て
所
得
税
法
か
ら
、
法
人
所
得
課
税
の
規
定
が
独
立
 
 

し
て
、
新
た
に
法
人
税
法
の
制
定
を
み
る
と
共
に
、
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
分
寮
所
得
税
の
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
 

昭
和
一
五
年
の
改
正
の
主
旨
に
つ
き
、
当
時
の
桜
内
蔵
相
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
ぃ
ポ
ル
 
 
 

「
所
得
税
を
分
類
所
得
税
と
紆
合
所
得
税
と
の
二
種
に
区
分
し
て
課
税
す
る
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
分
類
所
得
税
は
所
得
を
其
の
性
質
に
応
し
て
数
 
 
 

種
に
区
分
し
、
資
産
所
得
に
最
も
重
く
、
勤
労
所
得
に
軽
く
課
税
す
る
こ
と
に
依
り
、
各
種
所
得
間
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
こ
と
と
し
、
結
合
所
得
税
は
各
 
 
 

人
に
付
一
切
の
所
得
を
紆
合
し
て
、
相
当
程
度
以
上
の
所
得
者
に
限
り
相
当
高
度
の
累
進
率
を
以
て
賦
課
す
る
こ
と
に
依
り
、
大
所
得
重
課
の
目
的
を
達
 
 
 

し
、
以
て
所
得
階
級
間
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
」
 
 
 



こ
の
改
正
に
よ
る
所
得
の
分
類
は
、
不
動
産
所
得
、
配
当
利
子
所
得
、
事
業
所
得
、
、
勤
労
所
得
、
山
林
ノ
所
得
及
び
退
職
所
得
の
六
寝
で
、
 
 

各
所
得
毎
に
、
そ
の
計
算
方
法
、
所
得
控
除
、
免
税
点
、
税
率
等
を
異
な
ら
し
め
た
。
 
 
 

次
に
本
稿
に
関
係
す
る
条
文
を
掲
げ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
昭
和
一
五
年
三
月
二
九
日
 
法
律
第
二
四
号
）
 
 
 

第
十
条
 
分
類
所
得
税
ハ
左
ノ
所
得
二
付
之
ヲ
賦
課
ス
 
 

第
一
不
動
産
所
得
 
 

不
動
産
、
不
動
産
上
ノ
権
利
叉
ハ
船
舶
ノ
貸
付
（
永
小
作
権
又
ハ
地
上
権
ノ
設
定
其
ノ
僅
他
人
ヲ
シ
テ
不
動
産
、
不
動
産
上
ノ
権
利
又
ハ
船
舶
ヲ
使
用
 
 

セ
シ
ム
ル
一
切
ノ
場
合
ヲ
含
ム
以
下
同
シ
）
ニ
因
ル
所
得
但
シ
甲
種
ノ
事
業
所
待
二
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
 
 

第
三
 
事
業
所
得
 
 

乙
種
 
農
業
、
畜
産
業
、
水
産
業
等
ノ
所
得
、
医
師
、
弁
蕃
士
等
ノ
所
得
其
ノ
他
ノ
擾
目
二
属
セ
サ
ル
総
チ
ノ
所
得
 
 
 

第
十
一
条
 
左
ノ
各
号
二
該
当
ス
ル
所
得
ニ
ハ
分
類
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
 
 

六
 
乙
種
の
事
業
所
得
中
営
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル
継
続
的
行
為
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
ニ
非
サ
ル
一
時
ノ
所
得
 
 
 

第
十
二
条
 
分
類
所
得
税
ヲ
課
ス
ヘ
キ
所
得
ハ
左
ノ
各
号
ノ
規
定
二
依
り
之
ヲ
算
出
ス
 
 

一
不
動
産
所
得
ハ
前
年
中
ノ
総
収
入
金
額
ヨ
リ
必
要
ノ
経
費
（
収
入
ヲ
得
ル
ニ
必
要
ナ
ル
負
債
ノ
利
子
ヲ
含
ム
以
下
同
シ
）
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
 
 

囲
 
譲
渡
所
得
課
税
（
昭
和
二
一
年
一
部
改
正
）
 
 
 

昭
和
一
五
年
所
得
税
法
は
、
昭
和
三
年
に
至
り
重
要
な
改
正
を
受
け
る
。
前
記
第
一
一
条
の
非
課
税
規
定
中
「
乙
種
ノ
事
業
所
得
中
営
利
 
 

ヲ
目
的
－
ス
ル
継
続
的
行
為
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
ニ
非
サ
ル
一
時
ノ
所
得
」
が
削
除
さ
れ
、
新
た
に
所
得
の
分
顆
と
し
て
譲
渡
所
得
が
加
わ
る
の
で
 
 

あ
る
。
次
に
こ
の
譲
渡
に
関
す
る
条
文
の
部
分
を
掲
げ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
昭
和
二
一
年
八
月
三
〇
日
 
法
律
第
一
四
号
改
正
）
 
 

借
地
権
課
碗
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



第
十
条
 
分
瀕
所
滞
税
一
ハ
去
ノ
所
得
二
束
之
ヲ
賦
課
ス
 
 

虜
八
 
遜
渡
所
得
 
 

不
動
産
、
不
動
産
上
ノ
権
利
、
船
舶
（
製
造
中
ノ
船
舶
ヲ
含
ム
）
叉
ハ
鉱
業
若
ハ
砂
鉱
業
二
閑
ス
ル
権
利
若
ハ
設
備
ノ
譲
渡
二
困
ル
所
得
但
シ
甲
種
ノ
 
 

事
業
所
得
二
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
 

第
十
二
条
 
分
類
所
得
税
ヲ
課
ス
ヘ
貴
所
待
人
左
ノ
各
号
ノ
規
定
：
依
り
乏
ヲ
算
出
ス
 
 

十
一
撃
波
所
得
ハ
不
動
準
不
動
廣
上
ノ
推
測
、
船
舶
（
製
造
中
ノ
船
舶
ヲ
含
ム
）
叉
ハ
鉱
業
若
ハ
砂
鉱
業
二
閑
ス
ル
権
利
若
ハ
設
備
ノ
譲
撃
一
因
ル
 
 

前
年
中
ノ
総
収
入
金
額
ヨ
リ
取
得
価
額
、
設
備
費
、
改
良
費
及
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
譲
渡
二
関
ス
ル
経
費
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
 
 

元
来
我
が
．
国
の
所
得
税
法
は
、
個
人
所
得
に
ら
い
て
は
、
所
得
理
論
上
源
泉
説
を
採
用
し
て
来
た
。
各
個
人
が
一
定
の
期
間
内
に
お
い
て
、
 
 

勤
労
、
事
業
1
資
産
等
か
ら
受
け
る
反
復
的
継
続
的
な
収
入
か
ら
、
こ
れ
を
得
る
に
必
要
な
経
費
を
控
除
し
た
も
の
が
所
得
で
あ
る
と
考
え
、
 
 

臨
時
的
、
一
時
的
な
収
入
は
所
得
と
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
源
泉
説
か
ら
純
資
産
増
加
説
に
移
行
し
て
来
た
の
が
、
譲
渡
所
得
課
税
 
 

を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
昭
和
三
年
の
改
正
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
以
訂
の
昭
和
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
一
時
恩
給
等
の
退
職
給
与
に
対
し
 
 

て
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ば
、
そ
の
時
に
源
泉
説
を
放
棄
し
た
と
も
云
え
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
譲
渡
所
得
の
原
型
は
、
昭
和
一
四
年
の
臨
時
利
得
税
法
の
改
正
に
遡
る
。
当
時
は
、
個
人
の
船
舶
、
鉱
業
権
等
の
譲
渡
に
因
る
利
 
 

益
を
譲
渡
利
得
と
し
て
課
税
し
た
。
そ
の
後
昭
和
一
七
年
の
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
不
動
産
及
び
不
動
産
上
の
権
利
も
そ
れ
に
含
め
た
。
こ
の
 
 

臨
時
利
得
税
法
が
、
昭
和
三
年
廃
止
さ
れ
る
と
同
時
に
、
所
得
税
法
に
譲
渡
所
得
の
演
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

ロ
 偏

和
一
去
年
の
税
制
攻
正
で
、
始
め
て
法
人
税
法
が
登
場
す
る
。
】
－
「
元
来
法
人
税
は
個
人
と
其
の
性
質
を
余
程
異
に
し
、
個
人
の
場
合
に
於
 
 

け
る
が
如
く
所
得
の
雇
類
及
大
小
に
応
じ
て
課
税
を
異
に
す
る
等
の
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
は
原
則
と
し
て
個
人
に
つ
い
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



明
治
三
八
年
相
続
税
法
は
、
相
続
税
の
回
避
を
防
止
す
る
た
め
に
、
撃
三
条
の
規
定
を
置
き
、
実
質
的
に
相
続
と
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
 
 

す
贈
与
即
ち
推
定
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
通
産
相
続
開
給
し
た
も
の
と
看
倣
七
た
。
上
の
規
定
ほ
、
推
定
相
続
人
以
外
 
 

の
者
に
対
す
る
贈
与
に
つ
い
て
は
、
適
用
外
と
さ
れ
る
た
め
、
一
旦
推
定
相
続
人
以
外
の
親
族
に
贈
与
し
、
更
に
そ
の
者
か
ら
推
定
相
続
人
に
 
 

贈
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
法
的
に
相
続
税
を
免
か
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
大
正
一
五
年
、
第
二
三
条
が
次
の
 
 

様
に
改
正
さ
れ
た
。
 
 

日
 
相
続
税
法
の
改
正
 
 

（
淳
3
）
 
 

て
の
み
課
税
す
る
こ
と
」
と
し
、
法
人
に
つ
い
七
は
、
そ
の
本
質
に
か
え
り
み
、
独
自
の
課
税
体
系
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
 
 

る
こ
と
か
ら
、
昭
和
一
五
年
の
改
正
で
1
そ
れ
ま
で
の
第
一
種
所
得
税
及
び
法
人
資
本
税
を
一
括
し
て
、
新
た
に
法
人
税
法
が
制
定
さ
れ
、
同
 
 

年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
 
 

法
人
税
法
（
昭
和
一
五
年
三
月
二
九
日
 
法
律
第
二
五
号
）
 
 
 

第
三
条
 
前
条
ノ
規
定
二
依
り
法
人
税
ヲ
賦
課
ス
ル
所
得
及
資
本
ハ
左
二
渇
グ
ル
モ
ノ
ト
ス
 
 

一
各
事
業
年
度
ノ
所
得
 
 
 

第
四
条
 
本
法
施
行
地
二
本
店
叉
ハ
主
タ
ル
竜
顔
所
ヲ
有
ス
ル
法
人
ノ
各
事
業
年
度
ノ
所
得
ハ
各
事
業
年
度
ノ
総
益
金
ヨ
リ
絶
技
金
ヲ
控
除
シ
．
タ
ル
金
額
二
 
 

依
ル
 
（
但
書
省
略
）
 
 
 

第
二
十
八
条
 
同
族
会
社
ノ
行
為
叉
ハ
計
算
ニ
シ
テ
法
人
税
通
脱
ノ
眉
的
ア
リ
斗
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ラ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
行
為
叉
ハ
計
算
二
拘
ラ
ス
政
 
 

府
ハ
其
ノ
認
ム
ル
所
二
依
り
所
得
金
額
及
資
本
金
額
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
待
 
 

法
人
所
得
の
計
算
方
法
及
び
同
族
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
に
関
す
る
規
定
は
ヾ
′
本
法
制
定
前
、
所
得
税
法
上
で
規
定
し
て
い
た
も
の
と
内
 
 

容
に
お
い
て
ほ
、
大
き
な
違
い
は
な
い
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
三
八
 
 
 

な
お
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
お
り
、
取
得
後
そ
の
登
記
を
す
る
際
に
高
率
の
登
録
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
相
続
税
の
課
税
 
 

財
産
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
 
 

相
続
税
法
（
大
正
一
五
年
三
月
二
七
日
 
法
得
策
〓
二
号
改
正
）
 
 
 

第
二
二
条
 
左
二
掲
ク
ル
場
合
二
於
テ
本
法
施
行
地
二
在
ル
不
動
産
及
船
舶
以
外
ノ
財
産
二
付
為
シ
タ
ル
贈
与
ノ
価
額
力
千
円
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
遺
産
相
続
 
 

開
始
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
敵
シ
其
ノ
財
産
ノ
価
額
ヲ
課
税
価
格
ト
シ
テ
本
法
二
依
り
相
続
税
ヲ
課
ス
 
 

一
親
族
二
贈
与
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
 
 
 

明
治
相
続
法
は
、
こ
れ
以
降
昭
和
二
二
年
全
文
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
間
数
度
改
正
さ
れ
る
が
、
本
稿
に
閲
し
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
 
 

四
昭
和
ニ
丁
年
財
産
税
法
の
制
定
 
 
 

昭
和
l
一
一
年
に
制
定
さ
れ
た
財
産
税
法
は
、
借
地
権
を
課
税
財
産
に
含
め
、
そ
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
も
演
定
し
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

財
産
税
法
（
昭
和
l
一
一
年
一
一
月
一
二
日
 
法
律
第
五
二
号
）
 
 
 

第
四
条
／
調
査
時
期
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
又
は
一
年
以
上
居
所
を
有
し
て
ゐ
た
個
人
で
、
戸
籍
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
 
 

い
て
は
、
調
査
時
期
に
お
い
て
有
し
て
ゐ
た
財
産
の
全
部
に
対
し
、
財
産
税
を
課
す
る
。
（
以
下
省
略
）
 
 
 

第
二
十
五
条
 
借
地
法
に
規
定
す
る
借
地
権
（
以
下
借
地
権
と
い
ふ
）
の
価
額
は
そ
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
賃
貸
価
格
に
一
定
の
倍
数
を
乗
じ
て
算
 
 

出
し
た
金
額
忙
ユ
る
。
 
 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
っ
て
ゐ
る
土
地
又
は
家
屋
の
価
額
は
、
そ
の
価
額
か
ら
当
該
権
利
の
価
額
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
。
（
一
項
省
略
）
 
 
 

第
二
十
六
条
 
前
条
第
二
項
の
一
定
の
倍
数
は
、
命
令
で
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
標
準
と
な
る
べ
き
借
地
権
に
つ
い
て
、
取
引
価
額
 
 

を
参
酌
し
て
政
府
に
お
い
て
算
定
す
る
価
額
の
そ
の
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
、
そ
の
調
査
時
期
に
お
け
る
賃
貸
価
格
に
対
す
る
倍
数
に
比
 
 

準
ん
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。
 
 

前
二
項
の
倍
数
は
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
に
お
い
て
、
不
動
産
評
価
委
員
会
に
諮
問
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。
（
一
、
四
項
省
略
）
 
 
 

同
法
の
規
定
に
関
連
す
る
施
行
規
則
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



財
産
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
一
年
一
一
月
一
九
日
 
勅
令
第
五
四
九
号
）
 
 

第
十
九
条
 
法
貨
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
区
域
は
、
左
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

一
束
京
都
の
区
及
び
市
制
第
六
条
又
は
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
市
の
区
の
区
域
 
 

二
 
前
号
に
掲
げ
る
市
以
外
の
市
の
区
域
 
 

三
 
郡
の
区
域
 
 

四
 
伊
豆
七
島
の
区
域
 
 

前
項
の
郡
、
市
及
び
区
の
区
域
は
、
調
査
時
期
に
お
け
る
区
域
に
よ
る
。
 

第
二
十
条
 
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
倍
数
は
、
当
該
土
地
若
し
く
は
家
屋
又
は
借
地
権
（
借
地
法
に
規
定
す
る
借
地
権
を
い
ふ
。
以
下
同
 
 

じ
。
）
の
目
的
と
な
っ
て
ゐ
る
土
地
の
所
在
地
の
所
轄
財
務
局
長
に
お
い
て
、
不
動
産
評
価
委
員
会
に
諮
問
七
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。
 
 

財
務
局
長
が
前
項
の
倍
数
を
定
め
た
と
き
は
「
大
蔵
大
臣
は
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
い
て
標
準
と
な
る
べ
き
土
地
、
家
屋
又
は
借
地
権
に
つ
 
 

い
て
定
め
た
倍
数
並
に
当
該
区
域
内
に
お
け
る
土
地
、
家
屋
又
は
借
地
権
に
つ
い
て
定
め
た
倍
数
の
う
ち
で
最
も
高
い
倍
数
及
び
最
も
低
い
倍
数
を
官
報
 
 

で
公
告
す
る
。
 
 

以
上
は
大
正
末
か
ら
終
戦
直
後
に
か
け
て
の
本
稿
に
関
連
す
る
各
税
法
の
制
定
、
改
正
の
概
略
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
演
定
に
琴
サ
く
借
地
権
 
 

課
税
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
次
節
で
、
こ
町
時
期
に
お
い
て
借
地
権
価
格
が
東
京
地
方
を
中
心
に
発
生
し
、
権
利
金
授
受
の
慣
行
が
 
 

全
国
的
に
一
般
化
し
て
い
く
過
程
を
み
て
い
こ
う
。
 
 
 

な
お
借
地
権
の
価
格
（
権
利
金
の
授
受
）
は
地
代
家
賃
統
制
令
と
密
接
に
関
連
す
る
。
同
統
制
令
は
、
制
定
当
初
は
、
借
地
契
約
締
結
に
際
 
 

し
一
般
に
権
利
金
を
授
受
す
る
こ
と
は
禁
止
し
て
い
な
か
、
つ
た
が
、
そ
の
後
の
改
正
で
全
面
的
に
禁
止
す
る
。
そ
し
て
同
統
制
令
が
昭
和
二
五
 
 

年
に
至
り
、
か
な
り
解
除
さ
れ
た
後
、
権
利
金
授
受
の
慣
行
は
広
く
一
般
化
し
、
そ
の
後
の
税
法
に
お
け
る
借
地
権
課
税
の
複
雑
化
す
る
経
済
 
 

的
な
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
統
制
令
に
つ
い
て
、
特
に
権
利
金
の
授
受
に
関
連
し
て
や
や
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



尭
に
借
地
権
が
財
産
権
と
し
て
民
事
法
保
薔
激
化
さ
れ
て
来
た
過
程
を
み
て
、
き
た
。
二
こ
の
財
産
権
と
し
て
の
保
護
強
化
は
、
借
地
権
が
そ
の
 
 

財
産
的
｛
経
済
的
）
．
価
値
を
増
加
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
る
。
し
か
し
借
地
法
制
定
以
前
に
お
い
て
も
、
大
正
初
期
に
は
、
す
で
に
土
地
に
 
 

対
す
る
露
要
が
強
い
東
京
地
方
で
は
、
そ
れ
が
財
産
的
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
取
引
さ
れ
る
例
は
あ
っ
た
。
議
会
に
お
け
る
借
地
法
第
一
〇
条
 
 

｛
賃
貸
人
が
勝
地
権
の
譲
襲
、
ノ
転
貸
を
承
諾
し
な
い
場
合
の
寒
物
等
の
取
得
者
の
買
取
請
求
権
を
認
め
た
演
定
）
に
関
す
る
審
議
過
程
で
、
そ
 
 

の
質
取
藷
元
の
際
の
畠
取
価
格
に
借
地
権
の
価
格
を
含
め
る
べ
き
か
▼
ど
う
か
、
に
つ
′
い
て
の
論
議
が
、
内
田
貴
族
院
議
員
と
山
田
政
府
委
員
と
の
 
 

間
で
、
次
の
よ
う
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
 
 
 

属
地
J
上
二
軍
ア
小
磯
物
二
村
テ
ン
ハ
地
上
凝
等
二
村
テ
大
分
高
イ
価
格
ヲ
私
フ
ノ
一
丁
、
サ
ウ
シ
テ
初
＼
メ
テ
凌
ノ
譲
渡
ヲ
受
ケ
ル
訳
ニ
ナ
ル
ノ
ヵ
普
通
ノ
ヤ
 
 
 

ウ
テ
ア
リ
マ
ス
欄
、
 

「
此
ノ
権
利
金
†
云
フ
ノ
＜
潜
局
其
地
上
職
、
賃
借
権
ヲ
持
ツ
ニ
付
テ
ノ
利
益
金
タ
ロ
ウ
ト
思
フ
、
：
…
壷
Ⅴ
家
ヲ
声
ツ
テ
サ
ウ
シ
テ
地
主
二
向
ツ
テ
引
続
 
 
 

イ
テ
虜
ヲ
貸
そ
ァ
呉
）
 

（
注
4
）
 
 
 

ヤ
ウ
ニ
使
用
ス
ル
コ
下
溝
出
来
ナ
イ
ル
云
フ
ヤ
ウ
ナ
場
合
〕
l
、
▲
先
ツ
権
利
金
ヲ
売
主
二
払
フ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ノ
テ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
 
 

こ
の
権
利
金
授
受
の
俄
向
は
、
借
地
法
制
定
後
一
段
と
強
く
な
る
。
大
正
一
〇
年
末
か
ら
翌
一
一
年
に
か
け
て
、
司
法
省
が
各
地
方
裁
判
所
 
 

（
注
5
）
 
 

を
通
し
て
行
な
っ
た
借
地
借
家
法
施
行
の
影
響
に
関
す
る
調
査
簡
異
に
よ
れ
ば
、
各
地
（
同
法
施
行
地
た
る
東
京
、
大
阪
、
京
都
、
横
浜
及
び
 
 

神
戸
）
 

収
す
る
も
の
少
か
ら
ず
生
ず
る
は
至
っ
た
↑
と
い
う
。
 
 
 

借
地
梅
課
税
八
、
○
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

2
 
借
地
権
価
格
の
発
生
と
権
利
金
授
受
の
慣
行
化
 
 

H
 
借
地
権
価
格
の
薬
草
 
 



ま
た
昭
和
二
年
の
法
律
新
聞
に
、
弁
輩
士
で
後
の
司
法
大
臣
鈴
木
啓
三
郎
の
「
所
謂
権
利
金
に
就
て
」
と
題
す
る
論
述
が
掲
載
さ
れ
て
い
 
 

る
。
次
に
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。
 
 
 

「
惟
ひ
ま
サ
に
、
権
利
金
の
受
授
ほ
主
と
し
て
、
借
地
借
家
瀧
施
行
Ⅵ
区
域
で
盛
ん
に
行
は
れ
ま
す
か
ら
、
今
借
地
権
の
場
合
を
考
察
し
て
見
ま
す
と
、
土
 
 
 

地
賃
貸
借
に
よ
り
ま
し
て
、
賃
貸
人
は
普
通
三
十
年
間
存
続
…
…
の
賃
借
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
…
斯
く
相
成
り
ま
す
か
ら
借
地
権
の
価
値
 
 
 

は
所
有
権
と
略
同
額
場
所
に
よ
っ
て
は
、
所
有
権
よ
り
造
か
高
額
に
売
買
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
是
れ
は
実
際
上
か
ら
見
ま
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
 
 
 

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
…
・
：
借
地
法
実
施
後
の
土
地
所
有
者
は
此
点
に
着
眼
す
る
こ
と
甚
敷
周
到
と
な
り
ま
し
て
、
借
地
権
な
る
強
大
な
権
利
を
設
定
す
 
 
 

る
に
際
り
ま
し
て
は
、
賃
貸
借
上
か
ら
生
じ
ま
す
賃
料
の
み
を
受
領
し
た
の
で
は
満
足
し
ま
せ
ん
で
、
必
ず
や
相
当
の
権
利
金
を
受
領
す
る
傾
向
を
生
じ
て
 
 
 

釆
た
の
で
あ
り
ま
す
。
借
地
法
施
行
前
に
於
て
も
権
利
金
を
受
授
す
る
例
は
あ
り
ま
し
た
ら
う
が
、
そ
れ
は
極
く
僅
少
で
、
又
其
の
性
質
も
借
地
法
施
行
後
 
 

の
そ
れ
と
同
様
に
見
て
差
支
は
あ
り
ま
せ
ん
…
‥
・
」
 
 

（
注
6
）
 
 
 

こ
の
他
当
時
の
法
律
新
憫
に
憬
、
雁
利
金
に
屈
す
る
論
述
が
相
当
傲
み
ち
勃
る
。
鹿
地
瀧
制
定
に
よ
り
借
地
権
が
強
此
さ
れ
た
こ
セ
か
ら
‥
 
 

地
主
側
で
権
利
金
の
支
払
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
今
村
東
京
地
方
裁
判
所
長
は
、
「
借
地
借
家
法
は
借
地
人
借
家
 
 

人
を
保
置
す
べ
き
目
的
で
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
物
価
騰
貴
の
結
果
地
主
並
に
家
主
の
大
部
分
は
、
法
律
に
抵
触
せ
ぬ
よ
う
に
工
夫
し
た
未
 
 

権
利
金
造
作
等
の
条
件
を
付
し
七
は
借
地
人
又
は
借
家
人
に
周
っ
て
利
益
を
獲
得
す
る
様
に
な
．
っ
た
の
で
新
た
に
借
地
又
は
借
家
せ
ん
と
す
な
 
 

（
注
7
）
 
 

者
は
非
常
の
負
担
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
状
願
セ
な
っ
た
」
と
述
べ
て
ぃ
ち
。
 
 

0
 
関
寛
大
震
災
と
借
地
権
 
 
 

こ
の
よ
う
な
借
地
契
約
締
時
の
際
に
あ
る
い
は
、
借
地
権
の
譲
渡
転
貸
を
地
主
が
承
諾
す
る
際
に
権
利
金
の
支
払
を
条
件
と
す
る
儀
向
は
、
 
 

大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
ガ
東
京
地
方
に
於
い
て
社
会
的
な
問
題
と
な
っ
て
来
た
。
「
借
地
人
が
残
存
期
間
あ
る
を
知
ら
ざ
る
に
喪
心
 
 

（
注
8
）
 
 

新
に
借
地
契
約
を
締
結
せ
し
め
非
常
に
多
額
の
権
利
金
を
取
り
二
筒
価
な
地
代
を
取
る
契
約
を
さ
せ
る
」
と
か
「
転
貸
又
は
借
地
権
譲
渡
の
ノ
承
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



第
二
条
 
地
代
家
賃
敷
金
其
閻
ノ
借
地
借
家
ノ
条
件
力
著
シ
ク
不
当
ナ
ル
ト
キ
ハ
当
事
者
ノ
申
立
二
因
り
裁
判
所
ハ
鑑
定
委
員
会
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
借
地
借
家
 
 

関
係
ヲ
衡
平
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
其
ノ
条
件
ノ
変
更
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
待
 
 

此
ノ
場
合
二
於
テ
裁
判
所
ハ
敷
金
其
他
ノ
財
産
上
ノ
給
付
ノ
返
還
ヲ
命
シ
又
ハ
其
ノ
給
付
ヲ
地
代
若
ハ
家
賃
ノ
前
払
卜
看
倣
シ
其
ノ
他
相
当
ナ
ル
処
分
ヲ
 
 

命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

衆
議
院
に
於
け
る
審
議
で
政
府
委
員
は
、
第
二
条
に
云
う
「
其
ノ
他
ノ
財
産
上
ノ
給
付
」
と
は
、
庵
利
金
の
様
な
も
の
で
ぁ
る
旨
答
弁
し
、
 
 

更
に
、
借
地
借
家
の
場
合
或
る
程
度
ま
で
権
利
金
を
取
る
こ
と
を
本
法
で
認
め
て
い
る
の
か
と
の
質
問
に
対
し
、
「
本
法
テ
特
二
権
利
金
卜
云
 
 

フ
モ
ノ
ヲ
謡
ハ
ナ
カ
ッ
タ
ノ
ハ
之
ヲ
一
概
二
是
ナ
リ
叉
非
ナ
リ
ー
云
フ
コ
ト
ハ
今
日
ノ
法
律
上
云
ヘ
ヌ
上
古
フ
所
カ
ラ
」
で
あ
り
、
「
或
ル
種
 
 

（
注
9
）
 
 

ノ
モ
ノ
ハ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
カ
ア
ル
ト
考
ヘ
ル
…
…
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
 
 

大
震
災
に
伴
う
立
法
の
う
ち
、
借
地
権
に
関
連
す
豊
法
と
し
て
雷
の
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
の
外
に
、
票
二
年
制
定
の
防
火
地
 
 

区
内
借
地
権
処
理
法
が
あ
る
。
こ
の
立
法
は
、
震
災
に
伴
な
い
市
街
地
琴
築
物
法
施
行
令
中
防
災
地
区
に
関
す
る
演
定
が
改
正
さ
れ
、
指
定
防
 
 

火
地
区
内
に
於
て
は
、
一
定
の
種
類
構
造
を
有
す
る
建
物
を
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
借
地
人
が
新
た
に
建
物
 
 

を
建
築
す
る
に
際
し
、
従
来
の
借
地
条
件
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場
合
彗
地
主
七
の
間
に
起
る
紛
争
を
解
決
し
ょ
う
と
し
た
 
 

も
の
で
あ
る
。
前
記
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
と
同
様
権
利
金
に
関
す
る
紛
争
も
当
然
予
想
し
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

（
注
8
）
 
 

諸
に
付
き
地
主
に
於
て
非
常
に
多
数
の
権
利
金
を
要
求
し
、
応
ぜ
ざ
れ
ば
之
が
承
諾
を
な
さ
ず
し
て
賃
貸
借
を
解
除
せ
ん
と
す
る
」
よ
う
な
こ
 
 

と
な
ど
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
地
主
借
地
人
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
目
的
で
大
正
一
三
年
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
が
制
定
さ
れ
、
 
 

東
夷
府
及
び
神
奈
川
県
の
借
家
法
施
行
地
に
施
行
さ
れ
た
。
次
に
そ
の
基
本
条
項
を
掲
げ
る
。
 
 

へ
、
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

借
地
借
家
臨
時
処
理
法
（
大
正
二
二
年
七
月
二
二
日
法
律
第
一
六
号
）
 
 



臼
 
借
地
権
の
価
額
 
 
 

借
地
法
制
定
前
後
か
ら
、
東
京
地
方
に
於
て
権
利
金
を
授
受
す
る
慣
行
が
生
じ
て
来
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
当
 
 

時
の
借
地
権
価
格
は
、
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
杉
本
正
幸
著
「
市
街
地
価
格
論
」
（
昭
和
八
年
）
に
、
 
 

「
…
…
全
国
六
大
都
市
中
東
京
、
横
浜
両
市
に
存
り
て
は
、
借
地
（
又
は
貸
地
）
の
土
地
価
格
は
大
部
分
純
粋
土
地
価
格
及
び
借
地
権
価
格
の
二
要
素
を
以
 
 

て
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
」
 
 

と
し
、
商
業
地
域
に
つ
い
て
、
東
京
市
の
最
高
坪
当
価
格
は
、
日
本
橋
通
一
丁
目
の
二
千
円
、
最
低
は
小
石
川
区
氷
川
下
町
川
沿
地
の
四
〇
円
、
 
 

横
浜
市
に
於
て
は
、
最
高
は
伊
勢
佐
木
町
の
七
〇
〇
円
、
そ
の
最
低
ほ
弘
明
寺
町
、
磯
子
町
、
保
土
ヶ
谷
町
の
五
円
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
 
 

い
る
。
更
に
、
次
の
様
に
紹
介
し
て
い
る
。
 
 

「
全
国
都
市
住
居
地
城
中
、
借
地
権
価
格
の
存
す
る
の
は
東
京
市
の
み
に
し
て
、
其
の
最
高
価
格
は
麹
町
区
下
二
番
町
の
坪
当
八
十
円
、
最
低
小
石
川
区
白
 
 
 

山
御
殿
町
川
沿
地
の
二
十
円
で
あ
る
。
尚
近
郊
商
業
地
申
借
地
権
価
格
の
存
す
る
は
、
東
京
、
横
浜
両
市
に
し
て
、
前
者
は
最
高
淀
橋
町
五
十
人
町
の
一
千
 
 
 

円
、
最
低
音
嬬
町
小
村
井
の
五
円
、
後
者
は
最
高
六
角
橋
町
の
五
円
で
あ
る
。
又
近
郊
住
居
地
に
し
て
借
地
権
価
格
の
存
す
る
は
東
京
市
外
の
み
に
し
て
、
 
 
 

其
の
最
高
は
入
新
井
町
新
井
宿
山
王
の
坪
当
三
十
円
で
あ
る
。
」
 
 
 

ま
た
、
そ
の
他
借
地
権
価
格
を
土
地
価
格
に
対
す
る
割
合
（
借
地
権
割
合
）
で
も
っ
て
示
し
た
も
の
と
し
て
、
大
正
一
二
年
の
東
京
横
浜
に
お
 
 

け
る
震
災
地
の
復
興
整
理
に
用
い
ら
れ
た
標
準
例
（
次
表
一
）
、
昭
和
初
瓢
の
市
街
地
宅
地
建
物
鑑
定
に
用
い
ら
れ
た
標
準
例
（
次
表
二
）
等
 
 

（
注
1
0
）
 
 

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
表
一
）
 
 

特
別
率
 
 

甲
 
率
 
三
五
～
四
〇
％
 
上
級
の
商
業
地
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

五
〇
％
 
最
上
級
の
商
業
地
 
 



こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
昭
和
一
〇
年
頃
に
は
東
京
、
横
浜
地
方
の
商
業
地
域
で
ほ
、
か
な
り
の
額
の
借
地
権
価
格
が
有
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 

輯
 
地
代
家
賃
統
制
令
と
権
利
金
 

日
 
算
一
次
及
び
第
二
次
統
制
令
 
 

一
万
権
利
金
の
授
受
は
、
そ
の
後
の
地
代
家
賃
統
制
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
℃
 
但
し
地
代
家
賃
統
制
令
も
、
そ
の
制
度
当
初
 
 

は
、
権
利
金
の
授
受
を
す
べ
て
禁
止
し
て
い
た
わ
け
で
ほ
な
く
、
逆
に
地
代
家
賃
を
統
制
し
た
結
果
権
利
金
授
受
が
多
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
 
 
 

（
表
二
）
 
 

土
地
価
格
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

乙
 
率
 
二
五
～
三
〇
％
 
中
級
の
商
業
地
 
 

丙
 
率
 
二
〇
～
l
、
一
五
％
 
中
級
の
商
業
地
に
つ
ぐ
商
業
地
、
住
宅
地
、
工
業
地
 
 

五
〇
～
一
〇
〇
〃
 
 
 

一
〇
〇
～
一
五
〇
〝
 
 
 

一
五
〇
ト
二
〇
〇
″
 
 
 

二
〇
〇
～
三
〇
〇
〃
 
 
 

三
〇
〇
～
五
〇
〇
〃
 
 
 

五
〇
〇
～
七
五
〇
〃
 
 

七
五
〇
～
一
q
0
0
〃
 
 

一
、
0
0
0
～
一
五
〇
〇
〃
 
 

一
五
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
〃
 
 

二
〇
〇
〇
円
以
上
 
 
 

五
〇
円
未
満
 
 

二
五
・
〇
％
 
 
 

二
九
・
五
〝
 
 
 

三
〇
・
〇
〃
 
 
 

三
二
・
五
〝
 
 
 

三
五
・
〇
〝
 
 
 

三
七
・
五
〝
 
 

四
〇
・
〇
〃
 
 
 

四
二
・
五
〃
 
 
 

四
五
・
〇
〝
 
 
 

四
七
・
五
〝
 
 

五
〇
～
六
〇
〃
 
 

二
四
四
 
 



な
り
、
そ
し
て
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
禁
止
が
解
除
さ
れ
る
昭
和
二
五
年
以
降
、
土
地
需
要
と
相
侯
っ
 
 

て
、
権
利
金
の
授
受
が
一
般
的
▼
に
慣
行
化
し
↓
そ
め
額
も
高
額
に
な
っ
．
て
行
く
。
I
次
に
、
こ
の
地
代
家
賃
統
制
令
の
制
定
か
ら
、
昭
和
二
五
年
 
 

の
統
制
解
除
に
至
る
経
過
に
つ
き
、
特
に
権
利
金
と
の
関
連
を
中
心
に
、
た
ど
っ
七
み
よ
う
。
 
 
 

地
代
家
賃
の
統
制
は
、
昭
和
一
四
年
制
定
の
地
代
家
賃
統
制
令
に
始
ま
る
。
第
二
次
統
制
令
で
あ
る
。
そ
の
撃
二
条
で
地
代
象
愛
の
慮
則
的
 
 

な
統
制
額
を
定
め
た
。
 
 
 

地
代
家
賃
統
制
令
（
昭
和
十
四
年
l
O
月
「
八
月
∴
勅
令
算
出
〇
由
号
）
 
 
 

第
三
条
 
借
地
叉
ハ
借
家
ノ
貸
主
六
以
下
単
に
貸
主
一
杯
ス
）
ハ
借
地
叉
ハ
借
家
モ
付
左
ノ
各
号
ノ
地
代
叉
ハ
展
賃
ヲ
超
エ
テ
r
地
代
文
ハ
家
賃
ヲ
声
霊
宝
 
 

ト
ヲ
得
ズ
但
シ
厚
生
大
臣
ノ
定
ム
ル
事
由
ア
ル
場
合
二
於
テ
地
方
長
官
ノ
許
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
寧
ワ
ズ
 
 
 

一
昭
和
十
三
年
八
月
四
日
二
於
テ
地
代
叉
バ
家
賃
ア
ト
タ
ル
モ
十
二
付
テ
ハ
同
首
土
於
ケ
ル
地
代
叉
ハ
家
賢
（
其
ノ
不
明
ナ
ル
ト
キ
ハ
同
日
以
後
ノ
判
 
 

明
セ
ル
最
初
ノ
地
代
文
＜
家
賃
）
 
 

同
令
は
更
に
、
三
条
第
一
号
但
書
、
∴
第
二
号
又
は
撃
一
牽
の
腰
が
著
し
■
く
不
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
∵
地
方
長
官
は
、
∵
地
代
家
賃
審
査
会
 
 

の
決
議
を
得
て
、
そ
の
減
葡
を
命
ザ
る
土
と
が
で
き
る
旨
定
め
∵
素
等
の
瀾
定
ほ
、
ぐ
「
敷
革
修
清
費
ノ
負
担
、
畳
楚
具
其
ノ
他
ノ
造
作
二
 
 

要
ス
ル
費
用
ノ
負
担
、
地
代
又
ハ
家
賃
ノ
支
払
条
件
及
借
主
ノ
貸
主
土
給
付
ス
ル
権
利
金
英
ソ
他
ノ
財
産
上
ノ
利
益
二
関
ネ
ル
条
件
㌢
に
準
用
 
 

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
権
利
金
の
授
受
は
凛
止
七
て
い
な
い
。
七
か
し
同
令
第
雰
粂
で
「
貸
主
ハ
伺
等
ノ
名
車
ヲ
以
テ
′
ス
ル
ヲ
簡
ハ
 
 

ズ
本
令
ノ
適
用
ヲ
免
ル
ル
為
借
地
叉
ハ
借
家
ノ
借
主
二
対
シ
借
地
又
ハ
借
家
ノ
契
約
二
定
メ
ザ
ル
財
産
上
ノ
利
益
ヲ
求
ム
ル
コ
ー
ヲ
得
ズ
」
と
 
 

規
定
し
た
。
借
地
契
約
に
際
し
凝
受
す
る
権
利
金
が
、
当
初
か
や
こ
¢
演
定
に
違
反
す
る
▲
七
考
え
滋
か
ぜ
う
か
ほ
萌
ち
か
セ
な
い
ー
。
粛
軍
も
た
 
 

如
く
一
万
で
権
利
金
の
授
受
は
禁
止
し
て
い
一
恵
い
か
ち
で
遠
浅
■
従
っ
て
こ
の
点
に
一
関
し
て
ほ
∵
確
利
金
の
簡
、
蓮
華
の
慣
行
、
当
時
者
の
意
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
四
六
 
 

図
な
小
t
ほ
個
別
的
な
事
僧
尊
か
ら
実
質
的
に
権
利
金
の
性
格
を
判
断
セ
ノ
実
質
的
に
高
額
な
地
代
を
収
受
す
る
目
的
で
「
本
令
ノ
適
用
ヲ
免
 
 

ル
ル
為
」
忙
な
さ
れ
た
も
め
で
あ
れ
ば
、
同
条
違
反
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
王
か
七
現
実
の
問
題
－
と
し
て
、
そ
の
判
断
は
相
当
因
菓
で
あ
ろ
 
 

う
d
 
 
 セ

こ
ろ
で
地
代
が
著
し
く
不
相
当
の
場
合
、
地
方
長
官
は
、
そ
の
減
額
せ
崩
ず
る
こ
と
が
で
せ
る
こ
セ
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
 
 

の
場
合
如
何
な
る
基
準
に
よ
り
判
漸
す
る
の
か
、
又
権
利
金
と
地
代
と
の
閑
適
を
如
何
に
考
え
る
の
か
。
ヱ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
統
制
 
 

令
で
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
は
、
昭
和
サ
五
年
の
撃
涙
統
制
令
 

第
二
次
統
制
令
ほ
、
新
た
に
地
代
を
定
め
る
場
合
、
原
刊
と
し
て
、
厚
生
大
臣
の
定
め
、
る
適
正
按
準
を
超
え
て
定
め
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
 
 

こ
の
適
正
標
準
は
、
土
地
価
格
に
地
方
長
官
の
定
め
る
率
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。
そ
し
て
、
貸
主
が
借
地
権
利
金
を
徴
収
し
た
場
合
に
は
、
こ
 
 

の
土
地
価
格
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
こ
で
修
正
と
は
、
権
利
金
の
額
を
土
地
価
格
か
ら
控
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
権
 
 

利
金
を
授
受
し
た
場
合
、
地
代
が
低
く
な
る
。
権
利
金
と
地
代
と
が
相
関
々
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
？
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
統
制
令
に
お
い
て
も
、
権
利
金
の
授
受
そ
の
も
の
は
ノ
、
禁
止
し
て
い
禿
い
。
七
か
し
、
第
一
次
統
制
令
に
お
け
る
と
 
 

同
様
、
権
利
金
も
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
統
制
を
受
け
、
叉
∵
闇
地
代
た
る
権
利
金
の
授
受
は
、
全
面
的
に
禁
止
し
た
。
 
 

伺
 
第
三
次
統
制
令
 
 
 

国
家
総
動
員
法
第
一
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
第
三
次
地
代
家
贋
統
制
令
は
敗
戦
後
の
昭
和
三
壷
九
月
失
効
し
、
こ
れ
に
代
っ
 

て
、
昭
和
二
〇
年
勅
令
第
五
四
二
号
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
」
に
基
づ
き
、
昭
和
三
年
九
月
、
新
た
な
地
 
 

代
家
賃
統
制
令
が
制
定
さ
れ
る
。
第
三
次
統
制
令
で
あ
る
。
同
令
は
、
第
三
条
に
、
次
の
規
定
を
置
い
た
。
 
 

地
代
家
賃
統
制
令
（
昭
和
二
一
年
九
月
二
八
日
／
衰
サ
ダ
ム
勅
令
第
四
四
三
号
）
 
 
 



第
三
条
 
借
地
又
は
借
家
の
貸
主
…
…
は
、
借
地
又
は
借
家
に
つ
い
て
、
停
止
統
制
額
又
は
認
可
統
制
額
を
超
え
て
地
代
又
は
家
賃
の
額
を
契
約
し
、
又
は
 
 

受
領
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

停
止
統
制
額
と
は
、
昭
和
一
二
年
九
月
三
〇
日
に
於
て
、
、
前
述
し
た
第
二
次
統
制
令
に
定
め
る
地
代
が
あ
る
場
合
の
、
そ
の
地
代
の
額
で
あ
 
 

り
、
認
可
統
制
額
と
は
、
停
止
統
制
額
が
な
い
場
合
に
、
物
価
庁
長
官
の
指
示
し
た
認
可
基
準
に
基
づ
き
、
地
方
長
官
が
認
可
し
た
地
代
の
額
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
権
利
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
三
次
統
制
令
に
お
い
て
も
、
当
初
は
、
第
二
次
統
制
令
と
同
様
な
扱
い
で
あ
っ
た
。
権
利
金
の
 
 

授
受
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
二
三
年
の
同
令
改
正
以
降
で
あ
る
。
即
ち
、
同
令
第
一
一
条
を
改
正
し
、
同
令
第
三
粂
の
規
定
を
 
 

準
用
す
る
場
合
の
貸
主
の
受
け
る
財
産
上
の
利
益
か
ら
借
地
権
利
金
を
除
外
す
る
と
共
に
、
第
一
二
条
の
二
の
規
定
を
新
設
し
、
「
貸
主
は
、
 
 

如
何
な
る
名
義
が
あ
っ
て
も
、
借
主
か
ら
借
地
権
利
金
…
…
を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
た
。
 
 

（
注
1
1
）
 
 
 

こ
れ
に
伴
い
、
物
価
庁
か
ら
、
次
の
ま
う
な
権
利
金
の
定
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
 
 

地
代
家
賃
統
制
令
に
い
わ
ゆ
る
「
権
利
金
」
に
つ
い
て
 
 

本
令
に
お
い
て
借
地
権
利
金
又
は
借
家
権
利
金
と
は
、
地
上
権
者
又
は
賃
借
権
者
が
、
地
上
権
又
ほ
賃
借
権
設
定
の
結
果
、
そ
の
不
動
産
所
在
地
を
利
用
 
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
享
有
す
る
場
所
的
利
益
に
対
す
る
対
価
で
あ
っ
て
、
使
用
の
対
価
で
あ
る
地
代
又
は
家
賃
以
外
の
も
の
を
い
う
。
（
闇
地
代
、
閤
家
賃
 
 
 

の
実
熊
を
有
す
る
権
利
金
は
従
来
通
り
令
第
三
条
及
び
第
十
二
条
に
よ
っ
て
禁
止
き
れ
る
。
）
 
 
 

従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
営
業
権
や
、
の
れ
ん
代
等
の
内
容
を
な
す
営
業
上
の
経
野
秘
訣
、
声
誉
、
得
意
先
又
は
仕
入
先
関
係
等
場
所
的
利
益
以
外
の
営
業
 
 
 

上
の
利
益
に
対
す
る
対
価
は
右
権
利
金
に
含
ま
れ
な
い
が
、
地
上
権
設
定
又
は
賃
貸
借
契
約
締
結
の
際
、
畢
王
に
支
払
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
謝
礼
金
な
ど
も
、
 
 
 

右
の
場
所
的
利
益
享
有
に
対
す
る
対
価
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
や
は
り
右
権
利
金
に
含
ま
れ
る
。
 
 

権
利
金
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
種
々
奄
考
え
方
が
あ
る
が
、
公
式
な
定
義
と
し
て
は
、
物
価
庁
が
示
し
た
こ
の
定
義
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
四
八
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

所
得
税
上
に
お
い
て
も
、
そ
の
規
定
な
い
し
取
扱
い
か
ら
、
権
利
金
に
対
す
る
考
え
方
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
 
 

後
述
す
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
授
受
せ
禁
止
さ
れ
た
権
利
金
も
、
二
年
後
の
昭
和
二
五
年
に
は
、
壷
面
訂
に
解
除
さ
れ
る
。
統
制
令
の
適
用
除
外
規
定
 
 

で
あ
る
籍
二
三
条
が
改
正
さ
れ
、
、
統
制
令
そ
の
も
の
が
か
な
り
解
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

権
利
金
の
授
受
は
、
統
制
令
に
よ
り
、
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
鎗
も
、
実
際
に
は
、
授
受
さ
れ
る
こ
と
が
多
ふ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
 
 

て
、
昭
和
二
五
年
に
全
面
的
に
解
除
さ
れ
た
以
降
世
、
借
地
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
権
刑
金
を
授
受
す
る
慣
行
が
、
一
段
と
一
般
化
す
 
 

る
。
 
 
 

以
上
、
借
地
法
が
制
定
さ
れ
た
大
正
時
代
に
、
東
京
地
方
を
中
心
に
借
地
権
価
格
が
発
生
し
た
こ
と
、
関
東
大
震
災
に
伴
い
借
地
人
の
有
す
 
 

る
借
地
権
の
価
値
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
、
当
時
の
借
地
権
価
格
の
例
へ
更
に
、
由
和
一
四
年
の
廃
一
∴
次
地
代
家
賃
統
制
令
の
制
定
か
ら
、
そ
 
 

れ
が
相
当
解
除
さ
れ
も
昭
和
二
五
年
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
統
制
令
か
ら
み
た
権
利
金
の
実
態
等
を
み
て
来
た
1
当
時
の
、
こ
の
よ
う
な
経
済
 
 

的
な
い
し
法
律
的
な
状
況
の
下
に
お
け
る
借
地
権
に
つ
い
セ
∵
税
法
の
規
定
よ
ぃ
ど
の
よ
う
に
取
サ
扱
わ
れ
て
来
た
か
を
次
に
述
べ
る
。
 
 

H
 
個
人
所
得
税
上
の
借
地
権
課
税
 
 
 

大
正
九
年
所
得
税
法
が
全
文
改
正
さ
れ
た
こ
と
は
∵
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
∵
こ
の
改
正
は
∵
個
人
所
得
に
関
し
て
ほ
、
従
来
非
課
税
と
 
 

さ
れ
て
い
た
法
人
か
ら
受
け
る
配
当
金
及
び
衰
与
金
等
に
．
つ
い
て
も
、
、
原
則
と
し
て
絶
て
こ
れ
を
他
の
所
得
に
絵
合
し
て
課
税
す
る
所
謂
総
合
 
 

課
税
が
徹
底
し
美
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
規
定
と
し
て
ほ
、
改
正
前
と
変
ら
な
い
。
即
ち
「
第
 
 

二
種
二
庖
セ
サ
ル
個
人
ノ
所
得
」
を
第
三
種
所
得
七
七
、
第
三
種
所
得
は
、
癖
定
の
∨
も
の
を
除
き
「
総
収
入
金
額
ヨ
リ
必
要
ノ
経
費
ヲ
控
除
シ
 
 
 

き
 
借
地
権
価
格
生
成
期
に
お
け
る
借
地
権
課
税
 
 



タ
ル
」
予
算
年
額
に
よ
り
算
出
す
る
。
ま
た
、
「
営
利
事
業
二
属
セ
サ
ル
一
時
ノ
所
得
」
は
非
課
税
と
す
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
以
降
、
借
地
契
約
に
際
し
権
利
金
を
授
受
す
る
債
向
が
多
く
な
っ
て
来
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
の
と
お
り
で
あ
 
 

る
。
こ
の
権
利
金
に
つ
き
、
大
正
九
年
の
所
得
税
法
上
ど
ケ
取
り
扱
わ
れ
で
い
た
か
 

だ
東
京
税
務
監
督
局
が
昭
和
二
年
一
二
月
に
定
め
た
貸
宅
地
調
査
に
関
す
る
得
書
に
「
敷
金
、
権
利
金
等
ヲ
徴
収
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
摘
要
欄
二
其
 
 

ノ
金
額
ヲ
記
載
シ
利
用
方
法
ヲ
調
査
シ
テ
更
二
所
得
額
ヲ
計
算
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
所
得
に
は
含
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
 
 

る
。
た
だ
し
、
収
受
し
た
権
利
金
全
額
が
、
一
時
に
課
税
さ
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
当
時
の
大
正
九
年
所
得
税
法
で
は
、
予
算
課
税
制
度
を
 
 

採
っ
て
い
た
こ
と
、
所
得
源
泉
税
的
課
税
体
系
で
あ
っ
た
こ
と
、
権
利
金
に
地
代
の
前
払
的
性
格
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
更
に
昭
和
一
五
年
改
 
 

正
以
後
の
取
扱
い
な
ど
か
ら
、
数
年
に
分
け
て
課
税
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

権
利
金
に
対
す
る
個
人
所
得
課
税
が
明
確
に
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
一
五
年
の
全
文
改
正
以
降
の
分
野
所
得
税
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
ま
で
は
、
▲
「
個
人
ノ
所
得
」
の
解
釈
の
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
五
年
所
得
税
法
で
ほ
、
そ
の
廃
一
〇
粂
で
所
得
を
分
源
し
、
そ
の
 
 

第
一
号
で
不
動
産
所
得
の
定
義
を
示
し
た
。
 
 
 

こ
の
規
定
に
つ
き
、
渡
辺
喜
久
進
講
述
「
所
得
税
法
講
義
案
」
（
昭
和
一
五
年
）
に
 
 

「
玄
に
い
ふ
貸
付
の
中
に
は
不
動
産
等
を
使
用
せ
し
む
る
一
切
の
場
合
が
包
含
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
が
貸
付
に
該
当
す
る
限
り
、
其
の
名
義
の
 
 
 

何
た
る
か
を
間
は
な
い
。
故
に
例
へ
ば
、
永
小
作
権
、
地
上
権
等
を
設
定
し
た
場
合
に
於
て
一
時
に
収
得
す
る
権
利
金
等
も
不
動
産
所
得
に
属
す
る
」
 
 

（
注
1
2
）
 
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
当
時
町
主
税
局
通
牒
で
も
、
▲
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 

「
永
小
作
権
、
地
上
権
等
む
設
定
し
た
る
場
合
に
於
て
一
時
に
収
得
す
る
権
利
金
に
つ
い
て
は
、
其
の
権
利
金
等
を
当
該
永
小
作
権
、
地
上
権
等
の
存
続
年
 
 

数
に
等
分
し
、
法
第
十
二
条
第
一
号
の
例
に
依
っ
て
所
得
を
計
算
す
る
」
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



こ
こ
で
興
味
深
い
と
と
は
、
契
約
期
間
に
分
割
し
て
所
得
を
計
算
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
権
利
金
を
地
代
の
前
払
的
性
格
を
有
す
る
も
の
 
 

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
借
地
権
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
個
人
所
得
課
税
上
ど
う
規
定
さ
れ
て
い
た
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
正
九
年
改
正
法
で
 
 

は
、
第
一
八
条
で
、
ま
た
、
昭
和
一
五
年
所
得
税
法
で
は
、
第
一
一
条
で
い
ず
れ
も
非
課
税
と
さ
れ
た
。
明
治
所
得
税
法
以
来
、
非
課
税
と
さ
 
 

れ
て
来
た
一
時
的
、
非
営
利
的
な
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
に
対
し
、
個
人
所
得
税
の
課
税
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
二
一
 
 

年
改
正
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
 
 

0
法
人
所
得
税
上
の
借
地
権
課
税
 
 

法
人
の
所
得
は
、
基
本
的
に
「
総
益
金
ヨ
リ
総
損
金
ヲ
控
除
」
す
る
こ
と
に
よ
り
算
路
す
る
こ
と
及
び
個
人
所
得
で
は
非
課
税
と
さ
れ
る
一
 
 

時
的
非
営
利
的
な
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
も
課
税
所
得
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
正
九
年
の
所
得
税
法
全
文
改
正
後
に
於
て
も
、
そ
れ
以
前
と
 
 

同
様
で
あ
る
。
 
 
 

「
法
人
ノ
所
得
」
に
つ
い
て
は
、
定
詠
規
定
は
な
く
、
従
っ
て
そ
の
計
算
娩
定
で
あ
る
「
総
益
金
」
や
「
総
損
金
」
の
解
釈
の
問
題
と
な
る
 
 

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
閲
し
、
薄
田
岩
宝
著
「
所
得
税
法
実
務
講
義
案
」
（
昭
和
二
年
）
に
 
 
 

「
総
益
金
ト
ハ
益
金
ノ
総
計
デ
ア
ル
。
会
社
二
於
テ
益
金
ト
ハ
資
本
ノ
払
込
以
外
二
於
テ
純
資
産
ノ
増
加
ス
ベ
キ
原
乱
タ
ル
一
切
ノ
事
実
ヲ
指
ス
ノ
ヂ
ア
ル
」
 
 

（
注
1
3
）
 
 

と
解
し
、
又
大
正
二
年
の
行
政
裁
判
所
判
例
に
お
い
て
も
 
 

「
案
ズ
ル
ニ
資
本
ノ
払
込
以
外
二
於
テ
会
社
財
産
ヲ
増
加
セ
シ
メ
ル
モ
ノ
ハ
給
テ
所
得
税
法
第
四
条
二
所
謂
総
益
金
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
 
 
 

ス
」
 
 
 

と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
現
行
法
人
税
法
に
お
い
て
も
、
益
金
計
算
に
関
す
る
個
別
的
な
規
定
に
よ
り
、
相
当
修
正
を
受
け
る
が
、
基
本
的
に
 
 
 

借
地
纏
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



は
、
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
借
地
関
係
に
関
連
し
、
授
受
す
る
権
利
金
や
、
独
立
に
又
は
産
物
と
共
に
あ
る
借
地
権
の
譲
渡
の
対
価
の
総
益
 
 

金
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
 
 

法
人
所
得
に
閲
し
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
重
要
な
改
正
は
、
同
展
会
社
の
行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
導
入
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
規
定
は
、
個
 
 

人
所
得
に
つ
い
て
も
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
法
人
の
行
為
乃
至
計
算
の
反
射
的
な
効
果
と
し
て
の
意
味
で
あ
り
、
 
 

主
と
し
て
法
人
所
得
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
。
 
 
 

行
為
計
算
の
否
認
規
定
の
制
定
、
改
正
経
過
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
大
正
一
五
年
の
改
正
で
、
そ
の
認
定
課
税
の
範
剛
 
 

（
注
1
4
）
 
 

を
拡
張
し
た
こ
と
に
伴
な
い
、
同
年
主
税
局
通
牒
で
、
行
為
計
算
否
認
の
態
様
を
示
し
た
。
そ
の
一
部
を
 

「
税
法
第
七
十
三
条
ノ
ニ
ノ
規
定
ハ
各
個
々
ノ
事
実
二
付
キ
之
ヲ
適
用
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
ト
雄
モ
大
体
次
ノ
如
キ
事
実
叉
ハ
之
二
類
似
ス
 
 
 

ル
事
実
ア
リ
且
其
ノ
行
為
叉
ハ
計
算
力
遺
脱
ノ
目
的
：
出
テ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
二
於
テ
ハ
該
規
定
ヲ
適
用
シ
左
ノ
如
ク
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス
但
シ
右
規
 
 
 

定
ヲ
適
用
シ
タ
ル
場
合
ノ
増
差
総
税
額
少
額
ニ
シ
テ
（
大
体
五
十
円
以
内
）
特
二
之
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
適
用
ヲ
見
合
ス
 
 

コ
、
卜
 
 
 

S
 
法
人
ノ
所
有
資
産
ヲ
不
当
ノ
低
キ
価
格
ヲ
以
テ
社
員
二
売
却
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
売
却
価
格
卜
時
価
ト
ノ
差
板
ヲ
給
与
卜
認
ム
ル
コ
ト
 
 
 

㈹
 
法
人
ガ
其
ノ
出
資
者
二
金
銭
其
ノ
他
ノ
資
産
ヲ
無
償
叉
ハ
通
常
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
利
率
若
ク
ハ
賃
貸
料
二
比
シ
著
シ
ク
低
廉
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
利
率
 
 

若
ク
ハ
賃
貸
料
ヲ
以
テ
貸
付
叉
ハ
使
用
セ
シ
ム
ル
場
合
二
於
テ
ハ
通
常
取
得
ス
ベ
キ
利
子
叉
ハ
賃
貸
料
卜
実
際
収
入
シ
タ
ル
金
額
ト
ノ
差
額
ハ
之
ヲ
其
ノ
 
 

出
資
者
二
対
ス
ル
賞
与
ト
シ
テ
取
扱
フ
コ
ト
」
 
 
 

等
と
あ
る
。
更
に
、
昭
和
に
入
り
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
規
定
の
解
釈
に
つ
き
、
裁
判
所
判
例
が
相
当
現
わ
れ
て
ぺ
る
。
次
に
そ
の
り
一
 
 

（
注
1
5
）
 
 

例
を
掲
げ
る
。
 
 

「
同
族
会
社
ガ
其
ノ
所
有
家
屋
ノ
一
部
ヲ
同
族
社
員
ノ
無
料
使
用
二
委
ヌ
ル
場
合
二
於
テ
所
得
税
法
第
七
十
三
条
ノ
ニ
ソ
規
定
二
依
り
之
ヲ
有
料
卜
認
定
シ
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
五
二
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

タ
ル
金
額
ヲ
当
該
事
業
年
度
ノ
総
益
金
二
算
入
ス
ル
ト
共
土
他
方
其
ノ
使
用
者
二
賞
与
下
シ
テ
給
与
シ
タ
ル
モ
ノ
†
認
定
シ
タ
ル
ハ
相
当
ナ
リ
」
 
 

家
賃
の
認
定
を
相
当
と
し
た
事
例
で
あ
る
。
土
地
を
無
償
で
使
用
さ
せ
た
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
後
昭
和
一
五
年
の
税
法
改
正
に
よ
月
」
新
た
に
法
人
税
法
が
制
定
さ
る
が
、
所
得
金
額
の
計
算
な
い
し
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
認
娩
 
 

定
に
つ
い
て
は
、
特
に
変
る
と
こ
ろ
ほ
な
い
。
そ
の
解
釈
、
適
用
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
当
時
す
で
に
権
利
金
の
授
受
が
相
当
行
な
わ
れ
 
 

て
い
る
が
、
土
地
を
無
償
で
使
用
さ
せ
て
も
そ
の
対
面
と
し
て
い
ま
だ
権
利
金
相
当
額
を
認
定
す
る
こ
と
濾
な
く
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
否
 
 

認
の
規
定
に
閲
し
、
地
代
相
当
額
の
認
定
を
し
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。
 
 

臼
 
相
儲
税
法
上
の
借
地
権
課
税
 
 
 

い
 
借
地
権
の
相
続
税
財
産
へ
の
算
入
と
そ
の
評
価
 
 
 

明
治
相
続
税
法
は
、
、
地
上
権
に
つ
い
て
ほ
相
続
財
産
と
し
て
そ
の
評
価
方
法
を
法
定
し
た
が
、
土
地
貸
借
権
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
し
て
 
 

い
な
い
。
従
っ
て
一
般
の
財
産
と
同
様
に
相
続
開
始
の
時
の
価
額
に
よ
り
評
価
す
る
ご
と
に
な
る
が
、
実
際
に
評
価
さ
れ
、
相
続
財
産
と
し
て
 
 

課
税
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
借
地
法
制
定
後
の
大
正
末
年
以
降
で
あ
る
。
大
 
 

正
一
四
年
東
京
税
務
監
督
局
が
定
め
た
相
続
税
の
取
扱
に
、
次
の
事
項
が
み
ら
れ
る
。
 
 
 

「
営
業
権
、
借
地
権
ノ
類
ハ
其
ノ
価
格
著
シ
ク
昂
騰
ン
千
円
乃
至
数
万
円
ノ
高
価
ヲ
以
テ
譲
渡
行
ハ
ル
ル
地
方
ア
リ
是
等
ノ
地
方
二
於
テ
ハ
営
業
ノ
状
態
土
 
 
 

地
ノ
実
況
二
鑑
ミ
可
成
売
買
ノ
実
例
二
比
率
シ
其
ノ
権
利
価
格
ヲ
適
当
二
見
積
り
課
税
価
格
二
算
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
売
買
ノ
行
ナ
ハ
レ
サ
ル
地
方
又
ハ
 
 
 

売
買
行
ナ
ハ
ル
ル
モ
其
ノ
価
格
千
円
未
満
ノ
如
キ
少
額
ノ
モ
ノ
ヲ
モ
強
テ
算
入
ス
ル
 

先
に
述
べ
た
如
く
、
借
地
法
制
定
に
よ
り
、
ツ
物
権
附
な
譲
渡
性
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
保
護
は
認
め
ら
れ
て
ほ
い
な
い
も
の
の
、
期
間
的
 
 

な
保
護
が
な
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
財
産
権
と
し
て
の
強
化
が
図
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
以
降
借
地
権
の
売
買
も
相
当
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
 
 
 



な
っ
て
来
た
。
 
 
 

こ
の
様
な
状
況
の
下
に
、
相
続
税
に
お
い
て
借
地
権
が
相
続
財
産
と
し
て
課
税
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
 
 

評
価
を
ど
う
行
な
う
か
。
こ
の
点
に
閲
し
、
宇
佐
葉
邦
雄
著
「
相
続
税
法
の
課
税
と
手
続
」
（
昭
和
四
年
）
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
借
地
権
の
価
格
は
極
め
て
伸
縮
の
多
い
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
評
準
を
求
ぬ
る
こ
と
困
難
で
あ
り
ま
す
が
、
大
体
に
於
て
土
地
の
価
格
の
高
価
な
る
ほ
ど
 
 
 

借
地
権
の
価
格
は
高
く
、
叉
、
同
一
状
況
の
土
地
に
於
て
ほ
、
地
代
の
低
廉
な
ほ
ど
借
地
権
の
価
格
の
高
い
の
を
普
通
と
し
ま
す
。
 
 

借
地
権
の
評
価
も
土
地
の
評
価
と
同
様
実
例
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
其
の
算
出
方
法
は
、
実
例
地
に
於
け
る
土
地
の
価
格
六
更
地
と
し
 
 
 

て
の
）
に
対
す
る
借
地
権
価
格
の
割
合
を
求
め
、
こ
れ
を
評
価
せ
む
と
す
る
土
地
の
更
地
と
し
て
の
価
格
に
乗
じ
て
算
出
す
れ
ば
、
大
体
に
於
て
相
当
の
も
 
 
 

の
を
得
ら
れ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
に
注
意
を
要
す
る
ほ
法
定
評
価
に
基
く
地
上
権
価
格
と
の
権
衡
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
地
上
権
の
価
格
と
 
 
 

地
上
権
以
外
の
借
地
権
の
価
格
と
が
権
衡
を
失
す
る
に
至
る
こ
と
ほ
、
税
法
の
規
定
上
止
む
を
得
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
双
方
に
お
い
て
評
価
を
慎
重
 
 
 

に
し
、
両
者
の
間
著
し
く
権
衡
を
失
せ
ざ
る
隊
鼠
意
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
 
 

借
地
法
施
行
区
域
以
外
の
土
地
の
膚
借
権
は
、
地
上
権
に
比
す
れ
ば
著
ん
く
不
安
定
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
地
上
権
と
し
て
は
相
当
の
個
格
が
あ
っ
て
 
 
 

も
、
賃
借
権
と
し
て
は
殆
ん
ど
価
格
の
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
等
も
亦
土
地
の
状
況
よ
り
勘
案
し
て
、
地
上
権
と
著
し
く
権
衡
を
失
せ
ざ
る
様
適
当
 
 
 

に
評
価
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
」
。
 
 
 

借
地
権
町
評
価
を
、
土
地
の
更
地
価
格
に
対
す
る
借
地
権
割
合
を
も
っ
て
す
計
こ
と
を
適
当
と
し
、
そ
の
借
地
権
割
合
は
、
地
価
と
相
閑
々
 
 

係
に
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
税
務
に
お
い
て
も
相
当
早
く
か
ら
揺
ら
れ
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
税
務
署
に
お
け
 
 

る
借
地
権
割
合
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
具
体
的
な
資
料
は
、
現
在
の
ど
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
が
、
杉
本
正
幸
著
「
市
街
地
価
格
論
」
 
 

（
昭
和
八
年
）
に
、
「
其
税
務
当
局
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
東
京
市
の
借
地
権
価
額
は
左
表
の
割
合
に
よ
り
大
体
の
目
安
を
定
め
、
尚
実
地
に
付
現
 
 

況
に
由
り
勘
案
し
、
借
地
料
の
高
低
（
勿
論
契
約
の
時
期
に
よ
り
考
慮
す
る
）
及
び
建
物
の
種
類
を
も
参
酌
し
て
評
定
す
る
と
謂
ふ
こ
と
で
あ
 
 

る
。
」
と
し
て
、
次
表
の
割
合
を
紹
介
し
て
い
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



こ
れ
に
よ
る
と
昭
和
八
年
頃
、
既
に
借
地
権
割
合
が
五
割
を
遭
え
る
地
域
が
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
そ
の
後
の
第
二
次
大
戦
中
は
、
借
 
 

地
権
の
取
引
も
少
な
く
な
り
、
戦
後
再
び
取
引
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
る
。
こ
の
時
期
の
最
初
が
、
昭
和
二
一
年
制
定
の
財
産
税
法
に
よ
る
借
地
 
 

権
の
評
価
で
あ
る
。
 
 
 

伺
 
相
続
税
と
贈
与
 
 
 

大
正
末
期
か
ら
終
戦
直
後
に
か
け
て
の
相
続
税
法
の
重
要
な
改
正
は
（
特
定
の
贈
与
が
あ
っ
た
場
合
に
、
通
産
相
続
が
開
始
し
た
も
の
と
看
 
 

倣
す
第
二
三
条
の
大
正
一
五
年
の
改
正
で
あ
る
。
前
述
し
た
如
く
、
醜
治
相
続
法
は
、
贈
与
を
相
続
税
遺
脱
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
特
定
 
 

の
贈
与
に
限
り
相
続
税
法
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
の
大
正
一
五
年
の
改
正
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
に
閲
し
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
 
 

（
注
1
6
）
 
会
は
 
 
 「

元
来
推
定
相
続
人
以
外
の
親
族
に
許
す
る
贈
与
迄
も
、
之
を
遺
産
続
と
看
撤
す
は
穏
当
な
ら
ず
。
而
も
其
の
目
的
は
脱
税
防
止
の
為
な
り
と
せ
ば
、
寧
ろ
 
 
 

進
ん
で
親
族
以
外
の
者
に
対
し
贈
与
し
た
る
場
合
と
併
せ
て
、
之
を
独
立
の
贈
与
税
と
す
る
を
可
と
す
る
と
の
説
あ
る
も
、
現
時
本
邦
の
社
会
状
態
に
於
て
 
 
 

（
表
三
）
 

更
地
一
坪
当
価
格
 
 
 

一
〇
〇
円
以
上
 
 
 

二
〇
〇
〝
 
 
 

三
〇
〇
〃
 
 
 

五
〇
〇
〃
 
 

一
〇
〇
〇
〃
 
 

一
五
〇
〇
〝
 
 

二
〇
〇
〇
〃
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

住
居
地
借
地
権
 
 

更
地
価
格
の
．
二
五
％
 
 

三
〇
〝
 
 

三
五
〝
 
 

四
〇
〃
 
 

更
地
価
格
の
 
 
三
〇
％
 
 

三
五
〝
 
 

四
〇
〃
 
 

四
五
〝
 
 

五
〇
〝
 
 

五
五
〃
 
 

六
〇
〃
 
 

商
業
地
借
地
権
 
 



ほ
、
他
人
に
対
し
て
単
純
に
賂
与
を
為
す
が
如
き
も
の
極
め
て
少
か
る
べ
く
、
女
遺
産
贈
与
の
手
段
と
し
て
全
く
親
族
関
係
な
き
他
人
に
贈
与
じ
ゃ
、
之
が
 
 
 

仲
介
と
為
さ
し
む
る
が
如
き
む
亦
希
有
な
る
べ
く
、
況
ん
や
贈
与
に
課
税
す
る
と
せ
ば
、
其
の
贈
与
の
目
的
に
応
じ
例
外
を
必
要
と
し
、
▲
又
は
贈
与
の
内
容
 
 
 

に
依
り
可
否
の
疑
問
を
生
ず
る
も
の
多
々
あ
る
べ
く
、
此
等
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
此
の
際
一
般
贈
与
税
を
設
く
る
の
必
要
な
し
と
認
む
。
又
親
族
に
対
す
 
 
 

る
贈
与
を
本
条
に
規
定
せ
む
ん
と
す
る
は
、
特
に
贈
与
税
を
課
す
る
の
趣
旨
に
出
づ
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
脱
税
を
防
が
む
と
す
る
の
精
神
に
外
な
ら
ざ
 
 
 

る
を
以
て
、
相
続
税
法
申
に
之
を
規
定
す
る
も
敢
て
不
当
に
み
ら
ず
と
認
む
。
」
 
 

と
そ
の
主
旨
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
三
粂
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
父
親
の
土
地
に
そ
の
子
供
が
建
物
を
建
築
し
た
場
合
の
相
続
 
 

税
の
課
税
は
ど
う
な
る
か
。
税
務
懇
談
会
編
「
税
務
問
答
録
」
（
昭
和
八
年
）
に
、
「
借
地
権
の
贈
与
と
相
続
税
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
問
 
 

答
が
載
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
問
 
父
の
借
地
の
上
に
建
物
を
新
属
し
ま
す
と
借
地
権
の
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
見
て
相
続
税
を
課
せ
ら
れ
吏
せ
う
か
 
 

答
 
借
地
権
の
贈
与
も
不
動
産
船
賂
以
外
の
贈
与
と
し
て
は
相
続
税
を
課
す
こ
と
に
な
っ
で
ゐ
ま
す
。
従
っ
て
、
右
の
場
合
は
、
建
物
の
新
築
に
よ
っ
て
 
 
 

借
地
権
は
父
よ
り
子
供
に
移
転
し
た
関
係
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
借
地
権
の
価
格
が
千
円
以
上
に
達
す
れ
ば
相
続
税
を
課
さ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
」
 
 

こ
の
例
は
、
当
初
設
定
さ
れ
た
借
地
権
が
、
そ
の
後
贈
与
に
よ
り
移
転
す
る
場
合
の
例
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
父
新
所
有
の
土
地
に
子
供
が
 
 

家
を
建
築
し
た
場
合
な
ど
は
、
財
産
（
借
地
権
）
の
勝
与
が
為
さ
れ
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
ほ
、
相
続
税
法
上
、
か
か
る
場
合
課
税
 
 

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

2
 
財
産
税
法
上
の
借
地
権
課
税
 
 
 

賃
借
権
た
る
借
地
権
が
、
課
税
財
産
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
末
頃
か
ら
せ
あ
る
が
、
当
時
如
何
な
、
る
地
域
で
、
如
 
 

何
な
る
価
格
に
評
価
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
確
に
見
ら
れ
る
の
は
、
昭
和
二
一
年
制
定
の
財
産
税
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
 
 
 

財
産
税
法
は
、
地
上
権
な
い
し
賃
借
権
を
区
別
せ
ず
、
借
地
法
に
規
定
す
る
借
地
権
を
課
税
財
産
と
し
、
▼
第
二
五
条
で
、
そ
の
目
的
と
な
っ
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



二
五
六
 
 

借
地
糠
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

て
い
る
土
地
の
賃
貸
価
格
に
一
定
の
倍
数
を
乗
じ
て
評
価
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
更
に
第
二
六
象
で
、
評
価
の
方
法
及
び
手
続
を
演
定
し
、
 
 

最
終
的
に
は
、
不
動
産
評
価
委
員
会
に
諮
問
し
て
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

借
地
権
の
具
体
的
な
評
価
方
法
は
、
宅
地
の
瘍
合
と
同
様
で
、
倍
数
決
定
区
域
（
大
都
市
の
 

る
地
域
に
つ
き
評
定
す
▲
る
こ
と
と
し
、
そ
の
評
定
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
、
基
準
と
な
る
べ
き
売
買
実
例
全
部
を
綜
合
し
て
算
出
し
た
売
買
価
格
 
 

の
賃
貸
価
格
に
対
す
る
倍
数
を
基
礎
と
し
て
、
尚
こ
の
実
例
地
と
中
庸
地
と
の
差
異
、
精
通
者
の
意
見
等
を
勘
案
し
て
最
終
的
に
評
定
す
る
。
 
 

最
高
又
は
最
低
の
倍
数
は
、
当
該
倍
数
決
定
区
域
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
最
高
又
は
最
低
に
よ
る
こ
と
と
し
た
て
 
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
大
正
宋
以
降
東
京
地
方
で
、
借
地
権
が
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
当
時
の
借
地
権
の
評
価
方
法
 
 

は
、
借
地
権
割
合
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
た
が
、
昭
和
二
一
年
の
財
産
税
法
で
は
、
か
か
る
評
価
方
法
は
採
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

か
く
し
て
、
借
地
権
が
評
価
さ
れ
た
の
は
、
東
京
都
及
び
横
浜
市
の
区
域
で
あ
る
。
そ
の
地
域
に
お
い
て
、
財
産
税
法
上
借
地
権
価
格
が
如
 
 

何
に
評
価
さ
れ
た
か
を
次
表
に
掲
げ
よ
う
。
な
お
前
述
し
た
如
く
、
財
産
税
法
は
、
土
地
評
価
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
日
的
と
な
っ
て
い
る
土
 
 

地
の
賃
貸
価
額
に
対
す
る
倍
数
で
も
っ
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
借
地
権
評
価
倍
数
の
宅
地
評
価
倍
数
に
対
す
る
割
合
を
求
め
、
一
応
そ
 
 

れ
を
借
地
権
割
合
と
み
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

（
表
四
）
 
 

－
東
京
都
1
 
 
 

麹
町
区
 
 
 

京
橋
区
 
 
 

赤
坂
区
 
 
 

小
石
川
区
 
 

五
二
～
三
三
％
 
 

五
三
～
三
〇
 
 

四
二
～
二
二
 
 

三
八
～
二
二
 
 

神
田
区
 
 

芝
 
区
 
 

四
谷
区
 
 

本
郷
区
 
 

四
八
～
三
三
％
 
 

四
七
～
一
七
 
 

五
〇
～
二
三
 
 

四
六
～
二
三
 
 

日
本
橋
区
 
 
 
五
一
～
四
〇
％
 
 

四
三
～
一
七
 
 

五
〇
～
二
三
 
 

五
〇
～
一
七
 
 
 



以
上
財
産
税
法
上
の
借
地
権
割
合
を
、
参
考
ま
で
に
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
地
域
に
お
い
て
借
地
権
は
上
記
割
合
に
よ
り
総
て
課
 
 

税
財
産
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
†
戦
災
地
に
お
け
か
借
地
檜
に
 

害
の
状
況
に
応
じ
或
る
短
度
の
執
酌
を
為
し
得
た
の
で
あ
る
。
文
英
傑
に
借
地
人
で
財
産
税
の
課
税
を
受
け
た
者
ほ
、
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 

浅
草
区
 
 

品
川
区
 
 

蒲
田
区
 
 
 

渋
谷
区
 
 
 

杉
並
区
 
 

王
子
区
 
 

足
立
区
 
 

城
東
区
 
 

1
横
浜
市
1
 
 

申
 
区
 
 
 

保
土
谷
区
 
 
 

神
奈
川
区
 
 

（
注
1
）
 
前
掲
財
政
史
策
六
巻
一
、
一
五
九
頁
以
下
 
 

（
往
2
）
 
昭
一
五
、
二
、
入
第
七
五
議
会
衆
議
院
本
会
議
桜
内
蔵
相
説
明
、
大
蔵
省
編
碁
「
昭
和
財
政
史
」
Ⅴ
租
税
五
二
五
黄
以
下
 
 

（
注
3
）
 
同
右
五
三
一
貫
 
 

（
注
4
）
 
大
一
〇
、
三
、
二
四
貴
族
委
員
会
速
記
録
 
 

（
注
5
）
 
前
掲
茶
谷
二
二
七
貫
以
下
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地
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課
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五
〇
～
一
九
 
 

四
周
～
〓
ニ
 
 

四
三
～
一
三
 
 

四
五
～
一
三
 
 

四
三
～
 
八
 
 

四
三
～
 
八
 
 

三
六
～
 
八
 

四
二
～
一
一
 
 

九 二 八  
～ i、i   

五 七 八  

本
所
区
 
 

荏
原
区
 
 

目
黒
区
 
 

淀
橋
区
 
 

豊
島
区
 
 

江 向 滝  
戸 島 野  
川 区 川  
区  区  

南
 
区
 
 

西
 
区
 
 

四
二
～
一
五
 
 

四
二
、
（
一
四
 
 

三
五
～
一
一
 
 

五
〇
～
〓
二
 
 

四
三
～
一
七
 
 

四
〇
～
 
八
 
 

四
〇
～
】
四
 
 

三
八
～
 
八
 
 

二
六
～
・
五
 
 

二
五
～
 
八
 
 

深
川
区
 
 

大
森
区
 
 

世
田
谷
区
 
 

中
野
区
 
 

板
橋
区
 
 

荒
川
区
 
 

葛
飾
区
 
 

磯
子
区
 

鶴
見
区
 
 

四
二
～
一
五
 
 

四
三
～
一
二
 
 

三
三
～
 
八
 
 

四
三
～
 
九
 
 

三
六
～
 
八
 
 

四
二
～
一
三
 
 

二
六
～
 
八
 
 

一
〇
～
 
五
 
 

一
七
～
 
七
 
 

二
五
七
 
 
 



三
 
戦
後
（
借
地
権
課
税
展
開
期
）
 
の
借
地
権
課
税
 
 

－
 
富
裕
税
法
に
つ
い
て
 
 

H
 
借
地
権
の
評
価
 
 

昭
和
二
五
年
富
裕
税
法
が
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
同
法
は
シ
ャ
ー
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
の
税
制
の
基
本
的
な
改
正
に
関
す
る
勧
告
に
基
づ
 
 

く
も
の
で
、
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
位
置
付
け
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
「
所
得
税
わ
最
高
税
率
を
首
分
の
五
十
五
に
と
ど
め
た
こ
と
に
関
連
し
 
 
 

二
五
八
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
注
6
）
 
山
田
卓
生
「
借
地
法
の
生
成
と
展
開
目
1
宅
地
利
用
権
の
譲
渡
転
貸
を
中
心
に
し
て
1
」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
）
第
 
 

一
八
巻
第
四
号
五
一
貫
以
下
に
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
7
）
 
法
律
新
聞
一
、
九
七
一
－
九
、
前
掲
山
田
五
二
貢
 
 

（
注
8
）
 
前
掲
茶
谷
二
五
四
貢
以
下
 
 

（
注
9
）
 
 
〃
 
 
二
六
〇
貢
 
 

（
注
1
0
）
 
嶋
田
久
書
「
借
地
権
に
憩
ふ
」
 
（
花
鳥
得
二
、
雉
本
俊
平
編
著
「
借
地
権
」
昭
和
三
七
年
三
田
八
頁
）
 
 

（
注
1
1
）
 
昭
二
三
、
一
二
、
二
四
物
五
第
七
四
三
号
 
 

（
注
1
2
）
 
昭
一
五
、
五
、
九
主
弘
一
一
四
号
所
得
税
取
扱
方
通
牒
第
二
八
項
 
 

（
注
1
3
）
 
大
正
一
一
年
第
五
四
号
事
件
 
 

（
注
1
4
）
 
大
一
五
、
八
主
秘
四
一
号
三
ノ
二
 
 

（
注
1
5
）
 
昭
七
第
七
二
号
東
京
地
裁
昭
八
、
五
判
決
 
 

（
注
1
6
）
 
大
正
八
年
政
府
が
設
置
し
た
も
の
で
、
財
政
経
済
に
関
す
る
各
軽
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
当
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
 
 



富
裕
税
法
（
昭
和
二
五
年
五
月
一
一
日
 
法
律
第
一
七
四
号
）
 
 
 

第
二
条
 
前
条
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
財
産
の
全
部
に
対
し
、
富
裕
税
を
課
す
る
。
 
 
 

第
三
条
 
左
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
場
所
に
よ
る
 
 
 

一
動
産
若
し
く
は
不
動
産
叉
ほ
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
産
又
は
不
動
産
の
所
在
 
 
 

第
十
二
条
 
こ
の
葦
で
特
別
の
定
の
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
課
税
時
期
に
お
け
る
財
産
の
価
額
は
、
そ
の
時
に
お
け
る
時
価
に
よ
り
、
課
税
時
期
に
お
け
る
 
 

財
産
の
価
額
か
ら
控
除
す
べ
き
債
審
の
金
額
ほ
、
そ
の
時
の
現
況
に
よ
る
。
 
 
 

富
裕
税
法
は
、
借
地
権
を
財
産
と
し
て
そ
の
課
税
価
格
に
算
入
す
る
こ
と
を
予
定
し
た
が
、
前
述
し
た
財
産
税
法
の
場
合
と
異
な
り
、
評
価
 
 

方
法
に
つ
い
て
は
、
特
別
に
規
定
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
一
般
の
財
産
と
同
様
、
顔
税
時
期
に
お
け
る
時
価
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
時
価
に
よ
り
財
産
を
評
価
す
る
と
い
う
原
則
的
な
規
定
だ
け
で
は
、
多
種
多
橡
な
財
産
に
つ
き
適
正
な
評
価
を
行
な
う
こ
と
は
 
 

お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
時
価
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
又
地
域
に
よ
り
評
価
の
権
衡
を
失
す
る
場
合
も
出
て
く
 
 

る
。
そ
こ
で
、
国
税
庁
は
、
昭
和
二
六
年
一
月
富
裕
税
財
産
評
価
事
務
取
扱
通
達
を
制
定
し
、
各
種
財
産
に
つ
き
、
統
一
的
な
評
価
方
法
を
定
 
 

め
、
評
価
の
適
正
、
迅
速
化
に
資
す
る
こ
と
に
し
た
。
借
地
権
に
関
す
る
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

（
借
地
権
の
評
価
）
 
 
 

六
十
六
 
借
地
権
の
価
格
は
、
宅
地
の
価
額
の
評
価
方
法
に
準
じ
て
評
価
し
、
そ
の
調
査
は
、
お
お
む
ね
、
宅
地
の
例
に
準
ず
る
。
 
 
 

（
小
都
市
及
び
町
村
に
あ
る
借
地
権
の
評
価
）
 
 
 

六
十
七
 
借
地
権
の
価
額
が
さ
少
で
そ
の
価
額
を
評
価
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
小
都
市
及
び
町
村
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
し
い
て
借
地
 
 

権
の
価
額
を
評
価
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
 
 

て
、
 
 
 

∽
ソ
、
 
 

高
額
所
得
者
に
対
す
る
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
、
新
た
に
富
裕
税
を
創
設
す
る
こ
と
に
し
、
高
額
資
産
所
得
者
に
重
課
す
る
こ
と
に
よ
 
 

（
注
1
）
 
 

負
担
の
適
正
化
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
本
稿
に
関
連
す
る
条
文
を
掲
げ
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



宅
地
の
価
額
の
評
価
方
法
と
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 
 

（
宅
地
の
評
価
）
 
 
 

l
一
十
六
 
宅
地
の
価
額
は
、
当
該
宅
地
の
賃
貸
価
格
に
当
該
宅
地
の
属
す
る
地
域
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
第
二
十
七
項
の
評
価
倍
数
を
乗
じ
て
得
た
坂
に
よ
っ
 
 

て
評
価
す
る
。
 
 

（
評
価
倍
数
）
 
 
 

二
十
七
 
前
項
の
評
価
倍
数
は
、
状
況
類
似
す
る
地
域
ご
と
に
当
該
地
域
内
の
標
準
と
な
る
べ
き
宅
地
の
価
額
（
一
坪
当
り
）
の
当
該
宅
地
の
賃
貸
価
格
 
 

（
一
坪
当
り
）
に
対
す
る
倍
数
と
す
る
。
 
 
 

（
売
買
実
例
の
調
査
）
 
 
 

二
十
九
 
棲
準
と
な
る
べ
き
宅
地
の
価
額
を
決
定
す
る
資
料
と
し
て
、
左
に
掲
げ
る
額
を
調
査
す
を
。
 
 

H
 
課
税
時
期
を
含
む
年
の
四
月
一
日
か
ら
九
月
末
日
ま
で
に
宅
地
の
売
買
を
な
し
た
者
に
つ
き
そ
の
亮
買
実
例
価
額
 
 

臼
 
勧
業
銀
行
、
信
託
会
社
、
不
動
産
業
者
等
に
つ
き
九
日
末
日
現
在
に
お
け
る
適
正
見
込
価
撃
 
 

以
上
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
富
裕
税
法
に
お
い
て
は
、
制
定
当
初
借
地
権
の
評
価
方
法
と
し
て
、
当
該
借
地
権
の
設
定
さ
れ
て
い
る
宅
地
の
 
 

賃
貸
価
格
に
一
定
の
倍
数
を
乗
じ
る
方
法
を
採
っ
て
い
た
。
昭
和
l
二
年
財
産
税
法
の
法
定
評
価
万
態
に
準
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

か
か
る
評
価
方
法
は
、
昭
和
二
五
年
分
富
裕
税
の
課
税
に
お
い
て
採
ら
れ
た
の
み
で
、
翌
年
以
降
は
、
借
地
権
割
合
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
に
 
 

か
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
後
に
述
べ
る
。
 
 
 

借
地
権
の
価
額
虻
、
宅
地
の
場
合
と
同
様
、
実
際
の
売
買
実
例
、
不
動
産
業
者
等
の
適
正
な
見
込
価
額
を
参
考
資
料
と
し
て
、
決
め
ら
れ
た
 
 

も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
五
年
当
時
如
何
な
る
評
価
が
な
さ
れ
た
か
。
次
に
、
昭
和
二
一
年
の
財
産
税
法
に
よ
る
評
価
（
表
四
参
照
）
と
比
較
 
 

す
る
意
味
で
、
同
様
の
地
域
に
つ
き
、
同
様
な
方
法
で
借
地
権
割
合
を
求
め
た
も
の
を
次
表
に
示
そ
う
。
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



東
京
都
下
の
地
域
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
年
当
時
ほ
、
借
地
権
の
評
価
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
二
毒
に
は
、
富
裕
税
法
上
、
立
 
 

川
市
、
八
王
子
市
、
武
蔵
野
市
及
び
三
鷹
市
に
お
い
て
、
三
割
な
い
し
四
割
の
借
地
権
割
合
に
よ
り
評
価
さ
れ
た
。
 
 

以
上
の
地
域
の
外
、
昭
和
二
五
年
の
富
裕
税
法
上
、
新
た
に
借
地
権
が
評
価
さ
れ
る
地
方
が
全
国
的
に
で
て
く
る
そ
の
う
ち
主
な
都
市
に
お
 
 

（
表
五
）
 
 

－
東
京
都
1
 
 
 

千
代
田
区
（
旧
麹
町
区
）
 
 
 

中
央
区
（
旧
日
本
橋
区
）
 
 
 

新
宿
区
（
旧
四
谷
・
牛
込
区
）
 
 
 

文
京
区
（
旧
小
石
川
区
）
 
 
 

台
東
区
（
旧
下
谷
区
）
 
 
 

品
川
区
（
旧
品
川
、
荏
原
区
）
 
 
 

大
田
区
（
旧
蒲
田
区
）
 
 
 

世
田
谷
区
（
玉
川
署
管
内
）
 
 

淡
谷
区
 
 

新
宿
区
（
旧
淀
橋
区
）
 
 

板
橋
区
 
 

豊
島
区
 
 

荒
川
区
 
 

墨
田
区
 
 

江
戸
川
区
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

八
九
～
五
五
％
 
 

九
〇
～
六
三
 
 

九
〇
～
五
一
 
 

七
九
～
四
〇
 
 

八
九
～
五
五
 
 

八
〇
～
五
六
 
 

七
三
～
三
八
 
 

五
五
～
二
三
 
 

九
〇
～
四
〇
 
 

九
〇
～
五
四
 
 

六
五
～
二
三
 
 

八
六
～
二
八
 
 

五
八
～
四
七
 
 

八
〇
～
四
四
 
 

六
一
～
三
ニ
 
 

千
代
田
区
（
旧
神
田
区
）
 
 

中
央
区
（
旧
京
橋
区
）
 
 

港
 
区
（
旧
麻
布
・
赤
坂
区
）
 
 

文
京
区
（
旧
本
郷
区
）
 
 

台
東
区
（
旧
浅
草
区
）
 
 

大
田
区
（
旧
大
森
区
）
 
 

世
田
谷
区
（
世
田
谷
署
管
内
）
 
 

目
黒
区
 
 

中
野
区
 
 

杉
並
区
 
 

駄
馬
区
 
 

北
 
区
（
旧
王
子
・
滝
野
川
区
）
 
 

足
立
区
 
 

葛
飾
区
 
 

江
東
区
（
旧
深
川
・
城
東
区
）
 
 

九
〇
～
五
五
％
 
 

九
〇
～
六
二
 
 

八
〇
～
四
〇
 
 

八
〇
～
五
三
 
 

八
九
～
五
五
 
 

七
三
～
三
八
 
 

六
五
～
二
三
 
 

六
三
～
四
〇
 
 

七
草
⊥
三
一
 
 

七
〇
～
二
八
 
 

五
五
～
二
三
 
 

七
一
～
三
田
 
 

七
一
～
二
三
 
 

六
〇
～
二
三
 
 

八
八
～
四
〇
 
 



昭
和
l
一
一
年
の
財
産
税
法
で
は
、
わ
ず
か
に
東
京
お
よ
び
横
浜
地
方
で
借
地
権
が
評
価
さ
れ
た
の
み
で
、
そ
の
評
価
額
も
、
借
地
権
割
合
に
 
 

し
て
最
高
五
〇
％
程
度
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
四
年
後
の
昭
和
二
五
年
の
富
裕
税
法
で
は
、
全
国
附
に
評
価
さ
れ
、
東
京
地
方
で
は
、
 
 

最
高
九
割
に
も
及
ん
で
い
る
。
前
述
し
た
如
く
、
地
代
家
賃
統
制
令
上
昭
和
二
三
年
に
は
権
利
金
の
授
受
が
一
切
禁
止
さ
れ
、
そ
の
後
二
五
年
 
 

に
、
統
制
令
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
経
済
事
情
の
安
定
化
と
都
市
へ
の
人
口
集
中
に
伴
な
う
土
地
層
要
の
増
大
と
相
ま
っ
て
、
こ
 
 

の
様
な
高
額
の
権
利
金
の
授
受
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

臼
 
貸
地
の
評
価
 
 
 

と
こ
ろ
で
借
地
権
の
評
価
は
、
土
地
所
有
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
貸
地
の
評
価
の
問
題
で
も
あ
る
。
前
記
適
温
は
、
貸
地
の
評
価
に
つ
き
次
 
 

の
様
に
取
扱
い
を
示
し
た
。
 
 
 

（
貸
宅
地
等
の
評
価
）
 
 
 

三
十
四
 
地
上
権
及
び
借
地
億
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
（
借
地
権
に
つ
い
て
は
富
裕
税
課
税
上
借
地
権
の
価
額
を
評
価
す
る
借
地
権
に
限
る
。
）
 
の
価
 
 

額
は
、
第
二
十
六
項
に
よ
灯
評
価
し
た
価
額
か
ら
地
上
権
又
は
借
地
権
の
価
額
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
（
以
下
省
略
）
 
 

即
ち
」
富
裕
税
の
課
税
対
象
に
な
る
借
地
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
貸
地
に
つ
い
て
、
評
価
減
を
認
め
て
い
た
。
借
地
権
が
課
税
対
象
と
さ
れ
な
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
注
2
）
 
 

け
る
借
地
権
割
合
を
次
褒
に
示
す
。
 
 

（
表
六
）
 
 
 

大
阪
市
 
 
 

名
古
屋
市
 
 
 

高
松
市
 
 
 

金
沢
市
 
 

七
〇
～
五
〇
％
 
 

六
〇
～
二
五
 
 

五
〇
～
二
〇
 
 

三
〇
～
二
五
 
 

七
〇
～
五
〇
％
 
 

五
五
～
二
五
 
 

四
〇
～
二
〇
 
 

六
〇
～
五
〇
％
 
 

五
〇
～
二
〇
 
 

三
〇
～
二
七
 
 



く
て
も
、
貸
宅
地
の
評
価
上
、
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
六
年
分
か
ら
で
あ
る
。
 
 

臼
 
借
地
権
割
合
に
よ
る
評
価
 
 
 

こ
の
昭
和
二
六
年
分
以
後
の
借
地
権
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
改
正
が
あ
る
。
従
来
借
地
権
の
評
価
を
、
そ
の
設
定
さ
れ
て
い
る
土
 
 

地
の
賃
貸
価
格
に
一
定
の
倍
数
を
乗
ず
る
方
法
に
よ
り
行
な
っ
て
い
た
の
を
改
め
、
宅
地
の
評
価
額
に
一
定
の
割
合
（
借
地
権
割
合
）
を
乗
じ
 
 

（
注
3
）
 
 

て
求
め
る
方
法
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
全
国
的
に
評
価
基
準
の
統
一
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
次
表
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

（
表
七
）
借
地
権
割
合
（
貸
地
評
価
減
割
合
）
基
準
 
 

商
業
地
（
繁
華
街
）
 
 

東
京
・
大
阪
 
 

九
〇
～
七
〇
％
 
 

大
都
市
 
 

八
〇
～
六
〇
 
 

中
都
市
 
 

七
〇
～
三
〇
 
 

小
都
市
 
 

六
〇
－
ユ
ニ
〇
 
 

町
 
 

村
 
 

（
注
）
一
大
都
市
と
は
、
京
都
、
神
戸
、
名
古
屋
、
横
浜
、
福
岡
で
あ
る
。
 
 
 

二
 
中
小
都
市
及
び
小
都
市
の
区
分
は
、
賃
貸
価
格
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
地
帯
区
分
も
便
宜
上
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
情
に
よ
り
 
 

適
当
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

三
 
町
及
び
村
で
五
〇
％
を
適
用
す
る
の
は
、
温
泉
地
、
遊
園
地
等
特
殊
地
域
の
存
す
る
宅
地
と
す
る
。
 
 
 

四
 
借
地
権
の
割
合
は
お
お
む
ね
五
％
き
ざ
み
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

五
 
借
地
権
の
割
合
が
三
割
に
満
た
な
い
場
合
は
、
貸
宅
地
の
価
額
に
つ
い
て
評
価
減
は
す
る
が
、
借
地
権
の
課
税
は
し
な
い
ぴ
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

商
業
地
（
そ
の
他
）
 
 

七
〇
～
五
〇
％
 
 

六
〇
～
四
〇
 
 
 

五
〇
～
二
〇
 
 

五
〇
～
二
〇
 
 

住
宅
地
帯
 
 

六
〇
～
四
〇
％
 
 

五
〇
～
三
〇
 
 

四
〇
～
二
〇
 
 

三
〇
～
二
〇
 
 
 

工
場
地
帯
 
 

五
〇
～
三
〇
％
 
 

四
〇
～
三
〇
 
 

三
〇
～
二
〇
 
 

三
〇
～
二
〇
 
 
 

村
落
地
帯
 
 

四
〇
～
二
〇
％
 
 

三
〇
～
二
〇
 
 

二
〇
 
 

二
〇
 
 



二
六
四
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
易
 
 

こ
れ
に
伴
い
」
前
記
通
達
中
、
徳
地
権
の
価
額
に
関
し
て
、
六
六
の
二
（
貸
家
建
付
借
地
権
の
評
価
）
及
び
六
六
の
三
（
借
家
人
の
有
す
る
 
 

土
地
に
対
す
る
権
利
の
評
価
）
の
二
項
を
追
加
し
、
六
七
項
の
（
小
都
市
及
び
町
村
に
あ
る
借
地
権
の
評
価
）
を
、
（
課
税
価
格
に
算
入
し
な
 
 

（
注
4
）
 
 

い
借
地
権
）
と
し
て
、
（
表
七
）
の
（
注
）
五
と
同
旨
の
内
容
に
改
め
た
。
 
 
 

富
裕
税
法
は
昭
和
二
八
年
廃
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
評
価
方
法
は
相
続
税
財
産
の
評
価
方
法
．
と
し
て
、
一
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
。
 
 

H
一
時
所
得
の
課
税
（
昭
和
l
≡
年
一
部
改
正
）
 
 
 

昭
湘
二
二
年
所
得
税
法
が
全
文
改
正
さ
れ
、
従
来
の
分
類
所
得
税
及
び
綜
合
所
得
税
の
両
建
に
よ
る
個
人
所
得
課
税
制
度
を
廃
止
し
、
綜
合
 
 

課
税
が
拡
充
強
化
さ
れ
、
更
に
予
算
申
告
納
税
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
同
年
三
月
の
籍
一
次
改
正
で
は
、
所
得
を
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
臨
 
 

時
配
当
所
得
、
給
与
所
得
、
退
職
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
事
業
等
所
得
の
八
種
に
分
寮
し
た
が
．
、
同
年
一
一
月
の
第
二
次
改
正
に
 
 

よ
り
一
．
時
所
得
が
新
た
に
課
税
所
得
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ゾ
従
来
日
本
の
所
得
税
法
は
、
．
経
常
的
所
得
の
み
を
課
税
対
象
と
す
る
所
 
 

得
源
泉
説
の
考
え
方
に
よ
つ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
先
の
譲
渡
所
得
課
税
に
加
え
、
、
一
時
所
得
を
も
、
こ
の
改
正
に
よ
り
課
税
対
象
の
範
囲
に
 
 

含
め
る
こ
と
 

連
す
る
条
文
を
掲
げ
る
。
 
 
 

ミ；∴；∴・  
4 3 2 1   
）  ヽJ  ）   ）  

2
 
所
得
税
法
に
つ
い
て
 
 

昭
二
五
、
二
、
二
四
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
に
お
け
る
池
田
大
蔵
大
臣
の
提
案
理
由
説
明
 
 

昭
和
二
五
年
分
富
裕
税
財
産
評
価
基
準
書
（
国
税
庁
）
を
参
照
し
た
。
 
 

昭
二
六
、
一
二
八
国
税
庁
直
税
部
長
指
示
 
 

昭
l
一
七
、
二
、
二
村
直
資
一
1
五
二
 



所
得
税
法
（
昭
和
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
 
韓
律
第
一
四
二
号
改
正
）
 
 
 

第
九
条
所
得
税
の
課
税
棲
準
は
、
左
の
各
号
に
規
定
す
る
所
得
に
つ
き
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
金
額
（
以
下
所
得
金
額
と
い
 
 

う
。
）
 
に
よ
る
。
 
 
 

七
 
不
動
産
、
不
動
産
上
の
権
利
、
船
舶
（
製
造
中
め
船
舶
を
含
む
。
）
、
鉱
業
若
し
く
は
砂
鉱
業
に
関
す
る
権
利
若
し
く
は
設
備
又
は
株
式
そ
の
他
命
令
 
 

童
定
め
る
資
産
の
譲
渡
に
因
る
所
得
（
前
号
に
規
定
す
る
所
得
及
び
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
に
因
り
生
じ
た
所
得
を
除
く
。
以
下
譲
渡
所
得
 
 

と
い
う
。
）
は
、
そ
の
年
中
の
総
収
入
金
額
か
ら
当
該
習
産
の
取
得
価
琴
設
備
贋
、
改
良
費
及
び
譲
渡
に
関
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
の
十
分
の
五
 
 

に
相
当
す
る
金
額
 
 
 

八
 
前
各
号
以
外
の
所
得
で
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
か
ら
生
じ
た
所
得
以
外
の
一
時
の
所
得
（
以
下
一
時
所
得
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
年
中
の
 
 

総
収
入
金
額
か
ら
そ
の
収
入
を
得
る
た
め
に
支
出
し
た
金
線
を
控
除
し
た
金
額
の
十
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
 
 

九
 
前
各
号
以
外
の
所
得
（
以
下
事
業
等
所
得
と
い
う
。
）
ほ
、
そ
の
年
中
の
総
収
入
金
額
か
ら
必
要
な
澄
費
を
控
除
し
た
金
額
 
 

分
茶
所
得
税
時
代
の
不
動
産
所
得
の
区
分
が
な
ぺ
な
り
、
借
地
契
約
に
伴
な
う
地
代
等
ほ
、
事
業
等
所
得
と
七
て
廟
税
さ
れ
る
こ
と
掟
攻
め
 
 

ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
終
戦
直
後
に
お
い
て
不
動
産
賃
貸
借
の
事
例
が
比
較
蘭
少
な
く
二
そ
の
対
価
も
地
代
家
賃
廟
制
令
砿
よ
り
低
層
に
押
え
 
 

ら
れ
て
い
た
こ
と
、
更
に
、
 

（
注
1
）
 
 

あ
る
。
そ
の
他
所
得
区
分
に
つ
い
て
ほ
、
一
億
所
得
に
関
す
る
取
扱
過
牒
が
主
税
局
長
よ
り
発
達
さ
れ
た
。
 
 

八
 
永
小
作
傭
、
地
上
権
∵
賃
借
権
等
を
設
定
七
た
る
場
合
に
お
い
て
、
扁
に
収
儀
す
る
権
利
金
（
賃
貸
料
を
一
時
に
収
入
ん
た
場
合
の
収
入
金
を
除
 
 
 

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
時
所
得
と
し
て
課
税
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
昭
和
二
十
二
年
以
前
に
収
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
取
扱
に
よ
る
。
 
 
 

九
 
地
上
権
、
永
小
作
権
、
地
役
権
．
、
そ
の
他
け
用
益
財
件
及
び
借
地
法
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
に
田
谷
所
得
に
り
い
て
は
、
音
波
所
得
と
し
て
課
税
 
 
 

し
、
こ
れ
ら
「
不
動
産
上
の
権
利
」
以
外
の
権
利
、
例
へ
ば
賃
借
権
（
借
地
法
に
よ
る
借
地
権
で
あ
る
賃
借
権
を
除
く
。
）
、
営
業
権
、
石
材
等
採
取
権
等
の
 
 
 

譲
渡
に
因
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
一
時
所
得
と
し
て
課
税
す
る
牒
の
で
あ
る
か
ら
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

従
前
、
不
動
所
得
該
当
と
し
て
取
ヤ
扱
わ
れ
て
い
た
権
利
金
が
、
撃
三
年
の
所
得
税
法
改
正
で
．
、
不
動
産
所
得
の
分
類
が
無
く
な
つ
た
こ
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
六
六
 
 

と
に
よ
り
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
一
時
所
得
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
の
取
扱
い
を
踏
襲
す
る
と
し
た
ら
、
事
業
等
 
 

所
得
と
し
て
、
借
地
契
約
期
間
に
分
割
し
て
課
税
所
得
を
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
取
扱
い
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 
 

間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
 
 
 

惟
う
に
、
昭
和
二
二
年
当
時
、
地
代
家
賃
統
令
で
も
、
権
利
金
の
授
受
そ
の
も
の
は
、
特
殊
の
場
合
を
除
き
、
禁
止
せ
ず
、
そ
の
額
に
つ
い
 
 

て
 

（
注
2
）
 
 

認
識
さ
れ
て
い
た
。
権
利
金
返
還
請
求
に
関
す
る
訴
訟
事
件
が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
問
題
に
さ
れ
な
か
▲
つ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
の
返
還
が
問
 
 

題
と
な
る
の
は
、
権
利
金
の
授
受
を
全
面
的
に
禁
止
し
た
昭
和
二
三
年
の
前
記
統
制
令
の
改
正
以
降
で
あ
る
。
こ
の
統
制
令
の
改
正
に
関
連
し
、
 
 

権
利
金
の
返
還
請
求
を
認
め
る
か
否
か
の
判
例
が
現
わ
れ
て
く
る
。
不
当
利
得
と
し
て
、
返
還
請
求
を
認
め
た
事
例
が
あ
る
が
、
新
し
い
判
例
で
 
 

は
、
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
借
家
の
事
例
ば
か
り
で
、
借
地
権
利
金
に
つ
い
て
の
例
は
な
い
。
借
地
契
約
を
結
ぷ
場
合
、
権
利
 
 

金
を
支
払
う
こ
と
は
一
般
に
当
然
と
さ
れ
て
お
り
、
賃
借
人
も
返
還
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
認
識
が
普
通
な
の
で
あ
ろ
う
。
借
地
法
の
規
定
を
 
 

み
る
ま
で
も
な
く
、
一
般
に
借
地
契
約
は
長
期
に
亘
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
借
地
人
に
経
済
的
な
資
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
、
権
利
金
の
返
 
 

（
住
3
）
 
 

還
を
問
題
と
し
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
返
還
さ
れ
な
い
権
利
金
は
、
そ
の
取
得
し
た
時
点
で
そ
の
全
額
に
担
税
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
権
利
金
 
 

の
性
格
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
地
代
の
前
払
的
な
も
の
と
い
い
き
れ
な
い
。
権
利
金
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
種
々
考
え
方
が
あ
る
が
、
定
説
 
 

は
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
権
利
金
を
地
代
の
前
払
い
と
し
て
、
契
約
期
間
に
分
割
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
借
地
契
約
期
間
が
長
期
 
 

で
あ
る
故
に
、
適
正
な
課
税
を
確
保
す
る
こ
と
は
期
待
し
得
な
い
。
こ
の
様
な
理
由
か
ら
借
地
契
約
に
伴
な
い
一
時
に
取
得
す
る
権
利
金
を
一
 
 

時
所
得
と
し
、
い
わ
ゆ
る
二
分
の
一
課
税
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 



と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
に
昭
和
二
二
年
の
改
正
以
降
、
所
得
税
法
の
立
場
か
ら
ほ
、
権
利
金
の
性
質
に
対
す
る
考
え
方
が
変
っ
て
来
た
こ
と
が
 
 

わ
か
る
。
権
利
金
の
性
質
を
大
き
く
①
地
代
の
一
部
補
足
或
は
そ
の
前
払
と
み
る
、
②
場
所
的
利
益
の
対
価
と
み
る
、
③
借
地
権
設
定
の
対
価
 
 

と
み
る
と
す
る
三
説
に
分
耕
す
る
と
、
第
一
の
地
代
の
前
払
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
籍
二
め
場
所
的
利
益
の
対
価
と
す
る
考
え
方
に
変
っ
た
と
 
 

い
え
る
。
し
か
し
、
場
所
駒
利
益
の
対
価
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
明
確
に
区
側
し
得
る
も
の
で
ほ
な
く
、
賃
料
の
前
払
的
な
性
質
も
含
ま
れ
て
 
 

い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変
化
は
、
直
接
的
に
は
、
前
記
改
正
で
不
動
産
所
得
の
分
類
が
な
く
な
る
一
方
、
一
時
所
得
の
分
寮
が
設
け
ら
れ
た
こ
 
 

と
に
よ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
前
章
で
述
べ
た
如
く
、
権
利
金
授
受
の
一
般
化
し
て
行
っ
た
懐
向
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
地
代
家
 
 

賃
統
制
令
で
は
、
地
代
の
性
質
を
有
す
る
権
利
金
即
ち
闇
地
代
的
な
も
の
は
そ
の
授
受
を
禁
止
す
る
一
万
、
そ
れ
以
外
の
権
利
金
は
認
め
て
い
 
 

た
。
こ
の
後
者
の
権
利
金
授
受
が
、
広
く
一
般
化
し
て
行
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
統
制
令
改
正
に
よ
り
、
如
何
な
る
名
 
 

目
の
権
利
金
を
も
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
な
い
物
価
庁
よ
り
発
せ
ら
れ
た
通
牒
に
お
い
て
、
場
所
的
利
益
の
対
価
の
 
 

性
質
を
有
す
る
権
利
金
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
性
質
の
権
利
金
が
広
く
授
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
所
得
税
法
の
立
 
 

場
か
ら
み
た
権
利
金
の
性
質
に
つ
い
て
は
そ
の
後
昭
和
三
四
年
の
所
得
税
法
改
正
に
よ
り
、
一
定
額
以
上
の
権
利
金
に
つ
い
て
は
、
借
地
権
設
 
 

定
の
対
価
た
る
性
質
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
、
後
述
す
る
。
）
 
 

0
 
不
動
産
所
得
区
分
の
再
設
（
昭
和
〓
五
年
一
部
改
正
）
 
 
 

権
利
金
を
一
時
所
得
と
し
た
取
扱
い
も
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
で
、
再
び
不
動
所
得
の
分
顆
が
設
け
ら
れ
る
や
、
再
び
不
動
産
所
得
と
し
て
 
 

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
昭
和
二
五
年
三
月
三
一
日
 
怯
律
第
七
一
号
改
正
）
 
 
 

第
九
条
 
所
得
税
の
課
税
標
準
は
、
左
の
各
号
に
規
定
す
る
所
得
に
つ
き
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
金
額
（
以
下
総
所
得
金
額
と
い
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



う
。
）
 
に
よ
る
。
 
 

三
 
不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
船
舶
の
貸
付
（
地
上
権
又
は
永
小
作
権
の
設
定
そ
の
他
他
人
を
し
て
不
動
産
、
不
動
の
上
に
存
す
る
権
 
 

利
又
は
船
舶
を
使
用
せ
し
め
る
一
切
の
場
合
を
含
む
。
）
に
困
る
所
得
（
第
四
号
に
規
定
す
る
所
得
を
除
く
。
以
下
不
動
産
所
得
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
 
 

年
中
の
総
収
入
金
額
か
ら
必
要
な
経
費
を
控
除
し
た
金
額
 
 

八
 
鹿
産
の
譲
渡
に
因
る
所
得
（
前
号
に
規
定
す
る
所
得
及
び
営
利
む
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
に
因
り
生
じ
た
所
得
を
除
く
。
以
下
譲
渡
所
得
と
い
 
 

う
。
）
は
、
そ
の
年
中
の
総
収
入
金
額
か
ら
当
該
資
産
の
取
得
価
額
、
設
備
費
、
改
良
費
及
び
譲
渡
に
関
す
る
経
費
を
控
除
し
た
金
額
 
 

昭
和
二
五
年
の
税
制
改
正
は
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
を
基
礎
に
、
大
幅
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
不
動
所
得
の
分
顆
の
再
設
は
、
直
接
、
 
 

こ
れ
と
は
関
係
な
く
、
昭
和
二
二
年
改
正
で
、
事
業
等
所
得
に
吸
収
し
た
以
降
、
経
済
的
な
事
情
も
立
ち
直
り
、
不
動
産
賃
貸
が
頻
繁
に
行
な
 
 

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
そ
れ
を
独
立
の
課
税
対
象
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
 
 

お
、
前
述
し
た
如
く
、
昭
和
二
五
年
に
は
、
地
代
家
賃
統
制
令
も
大
幅
に
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
所
得
税
法
改
正
に
伴
い
、
昭
和
二
六
年
一
月
新
た
に
所
得
税
法
に
関
す
る
基
本
通
達
が
定
め
ら
れ
る
。
不
動
産
所
得
及
び
譲
渡
所
得
に
 
 

関
す
る
取
扱
い
の
一
部
を
み
る
に
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

八
三
 
地
上
権
、
永
小
作
権
、
借
地
権
等
の
設
定
に
よ
る
所
得
は
、
不
動
産
所
得
で
あ
る
か
、
す
で
に
設
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
権
利
の
譲
渡
に
因
る
所
得
 
 
 

は
、
譲
渡
所
得
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
 
 

八
四
 
建
物
又
は
土
地
を
賃
貸
（
転
貸
を
含
む
。
）
す
る
等
の
場
合
に
お
い
て
取
得
す
る
い
わ
ゆ
る
権
利
金
は
、
不
動
産
所
得
と
す
る
。
 
 
 

す
で
に
設
定
さ
れ
た
借
地
権
を
他
に
譲
渡
す
る
場
合
は
、
財
産
権
の
譲
渡
と
し
て
、
譲
渡
所
得
と
し
た
が
、
土
地
賃
借
契
約
に
際
し
、
授
受
 
 

す
る
権
利
金
は
、
あ
く
ま
で
、
賃
貸
借
関
係
に
因
る
こ
と
か
ら
、
 

得
と
し
て
、
二
分
の
一
課
税
で
あ
っ
た
権
利
金
が
、
不
軌
産
所
得
と
し
て
全
額
課
私
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
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あ
ゆ
み
 
 



（
注
4
）
 
権
利
金
の
授
受
は
、
昭
和
二
五
年
以
降
急
速
に
一
般
化
す
る
。
そ
の
変
因
と
し
て
は
、
地
代
家
賃
統
制
令
の
大
幅
な
統
制
解
除
と
、
観
後
 

の
復
興
に
伴
う
土
地
帯
要
の
堵
加
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
借
地
法
等
に
よ
る
土
地
利
用
権
の
保
護
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

当
時
、
そ
の
権
利
金
の
額
も
、
東
京
地
方
の
一
部
の
取
引
に
み
ら
れ
る
如
く
、
土
地
の
更
地
と
し
て
の
価
格
の
七
割
な
い
し
九
割
と
い
う
よ
 
 

う
な
高
額
な
も
の
が
で
て
く
る
。
し
．
か
し
、
痍
得
税
法
が
不
動
産
所
得
を
「
不
動
撃
…
ゐ
貸
付
（
地
上
権
：
仁
ゐ
設
定
そ
町
側
他
人
を
し
て
 
 

不
動
革
…
：
を
使
用
せ
し
め
る
一
切
の
場
合
を
含
む
。
）
に
因
る
所
得
」
と
罰
定
し
て
お
り
、
従
っ
て
借
地
契
約
に
際
し
授
受
す
る
権
利
金
を
、
 
 

不
動
産
の
貸
付
に
基
因
す
る
所
得
と
し
て
取
り
扱
っ
た
が
、
譲
渡
所
得
と
さ
れ
る
場
合
（
借
地
権
礼
譲
渡
の
場
合
）
と
比
較
し
、
 

課
税
上
の
権
衡
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
昭
和
二
五
年
以
降
、
東
京
以
外
の
地
方
に
お
い
て
も
、
商
業
地
域
に
お
い
て
は
、
高
額
な
権
利
金
を
授
受
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
 
 

る
。
そ
れ
と
共
に
、
所
得
税
法
上
幾
つ
か
の
問
題
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

白
 
梅
利
金
課
税
の
回
避
 
 

（
注
5
）
 
 
 

そ
の
一
は
、
権
利
金
の
授
受
に
か
え
、
壷
期
低
利
忙
よ
る
金
銭
の
消
費
貸
借
契
約
を
締
席
す
る
こ
と
忙
よ
る
租
税
負
担
の
回
避
行
為
の
問
題
 
 

で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
借
地
契
約
に
伴
う
高
額
の
権
利
金
の
授
受
は
、
経
済
的
、
実
質
的
に
み
て
「
資
産
の
譲
渡
に
因
る
所
得
」
に
最
も
近
い
 
 

性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
所
得
税
法
第
九
条
一
項
八
号
の
窮
定
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

前
者
は
、
昭
和
二
八
年
か
ら
同
二
九
年
に
か
け
て
株
式
会
社
A
と
個
人
B
な
い
し
C
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
地
上
権
設
定
契
約
と
金
銭
消
費
 
 

貸
借
契
約
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
た
。
そ
の
契
約
の
内
容
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

「
地
上
権
設
定
契
約
証
書
」
 
 

株
式
会
社
A
を
甲
と
し
C
を
乙
と
し
以
下
定
め
る
条
項
の
通
り
地
上
権
設
定
契
約
を
締
結
す
る
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

ニ
六
九
 
 
 



第
一
条
 
乙
は
甲
の
為
に
其
の
所
有
に
属
す
る
後
記
不
動
産
に
地
上
権
を
設
定
す
る
 
 
 

第
二
条
 
甲
ほ
右
不
動
産
を
堅
固
の
建
物
所
有
の
為
に
使
用
す
る
 
 
 

薦
三
条
 
本
件
地
上
権
の
存
続
期
間
は
本
契
約
締
結
の
日
よ
り
六
拾
年
間
と
す
る
 
 
 

第
四
条
 
地
代
は
壱
ケ
年
間
に
つ
き
金
壱
首
弐
拾
九
万
円
と
す
る
 
 
 

前
項
の
地
代
は
借
上
を
し
な
い
 
 
 

（
以
下
省
略
）
 
 

「
消
費
貸
借
並
に
抵
当
権
設
定
契
約
証
書
」
 
 
 

株
式
会
社
A
を
甲
と
し
C
を
乙
と
し
以
下
定
め
る
条
項
の
通
り
消
費
貸
借
契
約
迫
に
抵
当
権
設
定
契
約
を
締
結
す
る
 
 
 

第
一
条
 
甲
は
乙
に
金
壱
億
弐
千
九
盲
万
円
を
貸
付
け
る
も
の
と
し
乙
は
本
日
之
を
受
領
し
た
 
 
 

撃
一
条
 
乙
の
消
費
貸
借
債
務
の
弁
済
期
は
本
契
約
締
結
後
五
年
の
満
了
日
と
す
る
 
 

前
項
の
期
限
は
甲
乙
何
れ
が
一
方
の
申
出
で
に
依
り
延
長
す
る
こ
と
が
出
来
る
 
 

前
二
項
の
期
限
は
双
方
の
利
益
の
為
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

第
三
条
 
乙
は
甲
に
対
し
第
一
条
の
貸
付
金
に
つ
き
年
壱
首
弐
拾
九
万
円
の
割
合
に
よ
る
利
息
を
支
払
ふ
も
の
と
す
る
 
 
 

（
以
下
省
略
）
 
 
 

六
〇
年
を
存
続
期
間
と
す
る
地
上
権
を
設
定
し
、
権
利
金
の
授
受
に
代
え
て
期
間
五
年
（
但
し
一
方
の
申
出
に
よ
り
延
長
可
能
）
の
金
銭
消
 
 

費
貸
借
契
約
を
結
び
、
地
代
と
利
息
を
同
額
に
し
相
殺
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
金
銭
の
授
受
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
 
 

が
、
当
時
の
所
得
税
法
で
は
、
か
か
る
契
約
に
つ
き
、
権
利
金
を
認
定
し
て
課
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
権
利
金
課
税
を
合
法
的
に
回
 
 

避
出
来
た
の
で
あ
る
。
 
 

飼
 
権
利
金
と
譲
渡
所
得
課
税
 
 
 

第
二
の
問
題
ほ
、
不
動
産
所
得
な
い
し
は
譲
隆
所
得
の
解
釈
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
当
時
は
不
動
産
所
得
に
比
較
し
、
譲
渡
所
得
と
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



さ
れ
る
場
合
の
万
が
税
負
担
に
お
い
て
、
相
当
軽
減
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
事
件
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

A
（
個
人
）
は
、
そ
の
主
宰
す
る
会
社
の
工
場
用
地
と
し
て
使
用
さ
せ
る
た
め
、
自
己
所
有
の
土
地
を
、
同
社
に
期
間
二
〇
年
、
地
代
一
坪
 
 

当
り
一
か
月
金
二
〇
円
の
約
定
で
賃
貸
し
、
そ
の
設
定
の
対
価
（
い
わ
ゆ
る
権
利
金
）
と
し
て
、
更
地
価
格
の
三
分
の
二
に
当
る
一
〇
〇
万
円
 
 

を
収
受
し
た
。
こ
の
一
〇
〇
万
円
に
つ
き
、
A
は
、
借
地
権
設
定
の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
譲
渡
所
得
に
当
た
る
も
の
と
 
 

し
て
、
昭
和
三
三
年
分
譲
渡
所
得
金
額
四
二
万
五
〇
〇
〇
円
の
修
正
申
告
書
を
、
昭
和
l
ニ
四
年
一
二
月
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
 
 

同
署
長
ほ
、
不
動
産
所
得
一
〇
〇
万
円
と
更
正
処
分
し
た
た
め
、
A
は
こ
れ
を
争
っ
て
訴
訟
提
起
し
た
。
 
 
 

第
一
審
の
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
理
由
か
ら
」
原
告
A
の
主
張
を
認
め
、
前
記
権
利
金
収
入
を
譲
渡
所
得
に
惑
当
す
る
と
顛
推
解
釈
す
 
 

（
注
6
）
 
 

る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
即
ち
「
土
地
所
有
権
の
更
地
価
格
の
極
め
て
大
き
な
割
合
に
当
る
近
時
の
権
利
金
な
る
も
の
の
実
態
は
、
 
 

所
得
税
法
が
不
動
産
所
得
の
対
象
と
し
て
予
想
す
る
地
代
、
家
賃
（
も
し
く
は
そ
の
前
払
）
 
の
よ
う
な
継
続
的
、
営
利
的
性
質
の
所
得
と
は
、
 
 

そ
の
実
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
所
得
顆
型
の
判
断
は
、
単
に
「
所
得
税
法
第
九
粂
第
一
項
第
 
 

三
号
の
文
理
解
釈
を
唯
一
の
手
掛
と
し
て
こ
れ
を
判
断
す
べ
き
で
な
く
」
、
そ
の
実
態
か
ら
「
各
種
所
得
額
型
の
う
ち
い
ず
れ
の
類
型
に
も
っ
 
 

と
も
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
見
地
か
ら
こ
れ
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
か
か
る
見
地
か
ら
権
利
金
は
、
「
経
済
 
 

的
、
実
質
的
観
点
に
お
い
て
は
所
有
権
の
権
能
の
一
部
（
利
用
権
）
の
譲
渡
：
…
ゐ
対
価
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
か
 
 

ぎ
り
に
お
い
て
、
▲
こ
：
‥
「
資
産
の
譲
渡
に
因
る
所
得
」
に
も
っ
と
も
近
い
性
質
を
も
つ
も
の
と
認
め
ざ
る
を
え
ず
…
…
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
被
告
税
務
署
長
は
控
訴
す
る
の
で
あ
る
か
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
当
該
権
利
金
は
、
譲
渡
所
得
に
当
た
る
 
 

（
注
7
）
 
と
寮
推
解
釈
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



借
地
権
評
琴
ハ
○
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
七
二
 
 
 

そ
の
理
由
は
、
寛
一
審
の
場
合
と
異
な
る
。
即
ち
、
「
権
利
金
と
い
っ
て
も
、
一
概
に
そ
れ
が
地
代
な
い
し
賃
料
の
前
払
で
あ
る
と
か
、
賃
 
 

借
権
そ
の
も
の
の
対
価
で
あ
る
セ
か
割
り
切
っ
て
考
え
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
…
…
。
」
本
件
の
場
合
も
、
こ
れ
を
断
定
す
る
に
足
る
主
張
立
証
 
 

も
な
く
、
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
明
ら
か
で
な
い
権
利
金
に
つ
い
て
ほ
、
「
法
律
の
解
釈
に
疑
わ
し
い
場
合
に
克
、
国
民
の
利
益
に
解
 
 

す
蒐
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
と
し
て
、
譲
渡
所
得
に
当
た
る
を
相
当
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
注
8
 

ぁ
る
。
即
ち
「
借
地
権
設
定
に
際
し
て
土
地
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
権
利
金
の
中
で
も
右
借
地
権
設
定
契
約
が
長
期
の
存
続
期
間
を
定
め
る
も
 
 

の
で
あ
り
、
か
つ
、
借
地
権
の
譲
渡
性
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
等
、
所
有
者
が
当
該
土
地
の
使
用
収
益
権
を
半
永
久
的
に
手
離
す
結
果
と
な
 
 

る
場
合
に
、
そ
の
対
価
と
し
て
更
地
価
格
の
き
わ
め
て
高
い
割
合
に
当
た
る
金
額
が
支
払
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
経
済
的
、
実
質
的
 
 

に
は
、
所
有
権
の
権
能
の
一
部
を
譲
渡
し
た
対
価
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
」
、
蘇
推
解
釈
は
、
こ
 
 

の
よ
う
に
「
明
ら
か
に
資
産
の
譲
渡
の
対
価
と
し
て
の
経
済
的
実
質
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
権
利
金
に
つ
い
て
の
み
許
さ
れ
る
と
解
す
 
 

べ
き
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
経
済
的
実
質
を
有
す
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
、
性
質
の
あ
い
ま
い
な
権
利
金
に
つ
い
て
ほ
、
法
律
の
 
 

用
語
の
自
然
な
解
釈
に
従
い
、
不
動
産
所
得
と
し
て
課
税
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
判
決
が
、
権
利
金
に
つ
 
 

き
、
そ
の
性
質
を
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
譲
渡
所
得
と
解
し
た
の
ほ
、
法
律
の
解
釈
を
誤
り
、
そ
の
結
果
審
理
を
尽
さ
な
か
っ
た
違
法
が
あ
る
 
 

と
し
た
の
で
あ
る
。
（
本
件
ほ
、
東
京
高
裁
の
差
戻
審
判
決
で
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
確
定
し
た
。
）
 
 
 

昭
和
三
四
年
の
所
得
税
法
の
改
正
は
、
本
件
を
契
機
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
一
般
に
授
受
さ
れ
る
高
額
な
権
利
金
が
、
所
得
税
法
上
如
 
 

何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
重
要
な
事
件
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
権
利
金
課
税
の
整
備
（
昭
和
三
四
年
l
部
改
正
）
 
 
 



U
 
改
正
規
定
の
内
容
 
 

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
昭
和
三
四
年
の
改
正
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
。
次
に
改
正
条
文
を
掲
げ
る
。
 
 

所
得
税
法
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
 
法
律
第
七
九
号
改
正
）
 
 

第
九
条
 
所
得
税
の
課
税
標
準
は
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
除
く
左
の
各
号
に
規
定
す
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
 
 

（
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
十
分
 
 
 

の
五
に
相
当
す
る
金
額
）
の
合
計
金
額
（
以
下
総
所
得
金
額
と
い
う
。
）
‥
…
・
に
よ
る
。
 
 
 

三
 
不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
又
は
船
舶
の
貸
付
（
地
上
権
又
は
永
小
作
権
の
設
定
そ
の
他
他
人
を
し
て
不
動
産
、
不
動
産
の
上
に
存
す
る
 

権
利
又
は
船
舶
を
使
用
せ
し
め
る
一
切
の
場
合
を
含
む
。
）
忙
周
る
所
得
（
儲
四
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
所
得
を
除
く
。
以
下
不
動
産
所
得
と
 
 

い
う
。
）
ほ
、
そ
の
年
中
の
総
収
入
金
額
か
ら
必
要
な
経
費
を
控
除
し
た
金
額
 
 
 

八
 
資
産
の
譲
渡
に
因
る
所
得
（
地
上
権
の
設
定
そ
の
他
の
契
約
に
よ
り
他
人
を
し
て
不
動
産
を
長
期
間
使
用
さ
せ
る
場
合
の
う
ち
命
令
で
定
め
る
場
合
 
 

に
お
い
て
そ
の
対
価
と
し
て
一
時
に
取
得
す
る
所
得
を
含
み
、
前
号
に
規
定
す
る
所
得
及
び
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
に
因
り
生
じ
た
所
縁
 
 

を
除
く
。
以
下
譲
渡
所
得
と
い
う
。
）
ほ
、
そ
の
年
坤
の
総
収
入
金
額
か
ら
当
該
資
産
の
取
得
価
額
、
設
備
費
、
∵
双
良
費
及
び
譲
渡
に
関
す
る
経
費
 
 

を
控
除
し
た
金
額
 
 
 

前
記
譲
渡
所
得
に
い
う
「
命
令
で
定
め
る
場
合
」
と
は
、
次
の
窮
定
で
あ
る
。
 
 

所
得
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
四
年
t
ニ
月
三
一
日
 
政
令
第
八
五
号
改
正
）
 
 

第
七
条
の
十
 
法
第
九
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
命
令
で
定
め
る
場
合
は
、
借
地
権
（
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
月
的
と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
 
 
 

を
い
う
。
‥
…
・
）
の
設
定
 
（
そ
の
存
続
期
間
の
更
新
を
含
む
。
以
下
本
条
に
串
い
て
同
じ
。
）
 
に
よ
り
他
人
を
し
て
土
地
を
使
用
さ
せ
る
場
合
の
う
ち
、
 
 
 

当
該
設
定
に
関
す
る
契
約
に
よ
る
そ
の
存
続
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
設
定
の
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
金
額
が
当
該
土
地
の
価
額
 
 
 

の
十
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
場
合
と
す
る
。
 
 

②
 
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
借
地
権
の
設
定
の
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
金
額
が
当
該
設
定
に
因
り
支
払
を
受
け
る
地
代
の
年
額
の
二
十
倍
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



こ
こ
で
、
隠
地
権
設
定
の
対
価
と
は
、
実
質
的
な
所
有
権
の
、
一
部
（
土
地
利
用
権
）
▲
の
譲
渡
に
対
す
る
対
価
の
意
味
で
あ
る
。
高
額
の
権
利
 
 

金
の
授
受
は
、
借
地
法
等
に
よ
る
借
地
人
の
保
輩
の
下
に
、
贋
貸
人
の
地
位
を
相
対
的
に
溺
い
も
の
と
す
鳶
賃
貸
人
の
権
利
は
、
地
代
収
受
 
 

権
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
も
ご
晶
な
権
利
金
を
収
受
す
る
程
、
地
代
額
が
低
額
砿
な
冬
又
∵
賃
貸
人
は
、
当
該
土
地
を
処
分
（
譲
渡
）
す
る
 
 

権
利
を
有
す
る
が
、
そ
の
対
価
も
、
更
地
価
格
に
比
し
て
、
相
当
低
旗
で
あ
る
。
更
に
、
借
地
権
の
設
定
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
土
地
強
 
 

制
収
用
等
に
を
宗
像
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
二
般
に
、
高
額
の
権
利
金
を
収
受
す
る
地
域
に
率
い
て
は
、
賃
貸
人
が
そ
の
相
当
部
分
を
受
領
 
 

す
る
の
が
普
通
で
あ
る
虻
 
 
 

て
で
あ
る
。
所
得
税
法
は
、
そ
れ
警
吏
地
価
格
の
二
分
の
一
を
こ
え
る
額
と
飼
定
し
た
。
 
 

に
相
当
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
場
合
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
？
 

③
 
借
地
権
の
設
定
に
伴
い
、
通
常
の
場
合
の
金
銭
の
貸
付
の
条
件
に
比
し
特
に
有
利
な
条
件
に
よ
る
金
銭
の
貸
付
（
何
ら
の
名
義
を
も
っ
て
す
る
を
問
わ
 
 
 

ず
、
こ
れ
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を
有
す
る
金
銭
の
交
付
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
℃
。
）
そ
の
他
特
別
の
経
済
的
利
益
を
受
け
る
と
き
は
、
当
 
 
 

該
金
銭
の
貸
付
に
因
り
通
常
の
条
件
で
金
銭
の
貸
付
を
受
け
た
場
合
に
比
し
て
受
け
る
利
益
そ
の
他
当
該
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
額
を
当
該
設
定
の
対
 
 
 

価
の
額
に
加
算
し
た
額
を
も
っ
七
倍
地
権
の
設
定
の
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
金
額
と
す
る
。
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
銭
の
貸
付
に
因
り
通
常
 
 
 

の
条
件
で
金
銭
の
貸
付
を
受
け
た
場
合
に
比
し
て
受
け
る
利
益
の
額
は
、
当
該
金
銭
の
貸
付
を
受
け
た
金
額
か
ら
、
将
来
返
済
を
要
す
る
金
額
（
利
息
を
 
 
 

附
す
る
旨
の
約
定
が
あ
る
七
き
は
ハ
当
該
利
息
の
短
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
通
滞
の
金
利
に
よ
る
複
利
の
方
法
で
計
算
し
た
現
在
価
値
に
相
当
す
る
金
銭
 
 

を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

そ
の
他
同
現
則
第
一
．
一
条
の
二
に
、
痍
た
に
設
定
さ
れ
た
借
地
権
の
取
得
価
額
等
に
関
す
る
飼
定
が
置
か
れ
た
。
 
 

さ
き
に
権
利
金
の
性
質
に
つ
き
、
大
き
く
三
種
に
分
類
し
た
。
昭
和
三
四
年
の
所
得
税
法
改
正
は
、
所
得
税
の
立
場
か
ら
、
権
利
金
の
性
質
 
 

に
つ
い
て
∵
第
三
め
借
地
権
設
定
の
対
価
と
み
る
考
え
方
せ
採
用
し
た
と
香
え
る
。
無
論
、
権
利
金
絵
て
で
は
な
く
、
高
額
な
権
利
金
に
つ
い
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
注
9
）
 
 



と
こ
ろ
で
権
利
金
の
授
受
は
つ
い
て
、
民
事
法
上
如
何
な
る
効
力
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
法
上
は
、
例
え
更
地
価
格
の
九
割
に
 
 

も
及
ぶ
楷
利
金
の
授
受
が
な
さ
れ
て
も
、
所
有
権
（
上
土
権
）
の
一
部
譲
渡
と
い
う
構
成
は
と
ら
な
い
。
土
地
賃
借
権
な
い
し
地
上
楷
の
設
定
 
 

行
為
と
い
う
基
本
的
な
法
的
構
成
を
崩
さ
な
い
町
で
あ
る
。
た
だ
、
権
利
金
を
授
受
す
る
こ
、
七
に
よ
り
感
借
権
の
場
合
、
賃
貸
人
ほ
賢
倍
棒
針
 
 

譲
渡
な
い
し
転
貸
に
つ
い
黙
示
の
承
諾
を
与
え
た
も
の
み
る
べ
き
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
反
す
る
判
例
が
あ
る
。
 
 

消
極
に
解
す
る
東
京
地
裁
昭
和
二
四
年
二
月
ユ
ー
日
判
決
と
積
極
に
解
す
る
東
京
地
裁
昭
和
三
一
年
四
月
二
六
日
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
】
 
 

（
注
1
0
）
 
 

般
的
に
ほ
消
極
に
解
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

所
得
税
法
ほ
、
前
述
し
た
と
お
り
、
昭
和
三
四
年
改
正
以
降
、
高
額
な
る
権
利
金
の
授
受
は
、
経
済
的
夷
質
的
に
資
産
の
譲
渡
に
輝
似
す
る
 
 

こ
と
か
ら
、
譲
渡
所
得
に
含
め
た
。
不
動
産
所
得
及
び
譲
渡
所
得
の
課
税
上
の
権
衡
問
題
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
こ
の
改
正
法
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
所
得
税
法
第
九
条
薦
一
頭
第
八
号
及
び
同
法
施
行
窮
則
第
七
粂
の
一
〇
の
規
定
綾
よ
り
、
借
 
 

地
権
の
設
定
に
よ
り
取
得
す
る
対
価
が
譲
渡
所
得
に
該
当
す
る
要
件
と
し
て
、
存
続
期
間
二
十
年
以
上
ハ
か
つ
そ
の
設
定
の
対
価
と
し
て
取
得
 
 

す
る
金
額
が
設
定
の
目
的
た
る
土
地
の
価
格
の
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
と
し
た
。
 
 
 

春
続
期
間
を
l
一
十
年
以
上
と
し
た
の
は
、
J
借
地
法
霧
二
条
第
二
項
（
借
地
権
の
存
続
期
間
）
、
民
法
鱒
二
六
八
粂
（
地
上
権
の
存
続
期
間
）
、
 
 

同
虜
六
〇
四
条
（
賃
借
権
の
存
続
期
間
）
∫
等
の
規
定
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
設
定
に
よ
り
受
げ
る
対
価
が
、
当
該
土
地
の
価
格
の
二
分
の
 
 

一
を
て
ぇ
る
こ
と
し
た
の
は
、
東
京
国
税
局
外
九
国
税
局
に
お
け
る
土
地
賃
借
権
に
関
す
る
実
地
調
査
の
資
料
と
、
不
動
産
の
平
均
収
益
率
に
 
 

と
に
よ
ち
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
般
に
癌
利
金
と
土
地
所
有
権
価
格
が
相
関
関
係
に
あ
り
、
権
利
金
が
高
級
な
る
と
底
地
価
格
が
低
下
す
 
 

る
。
‥
へ
か
か
る
関
係
か
ち
／
、
「
少
な
く
七
も
∵
土
地
価
格
の
二
分
の
一
を
と
え
る
権
利
金
の
授
受
は
、
負
担
の
権
衡
の
見
地
か
ら
、
譲
渡
所
得
課
税
 
 

を
相
当
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

l
一
七
五
 
 
 



三
七
六
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

そ
／
の
他
、
〉
施
行
規
則
第
七
粂
の
一
〇
鱒
二
項
で
、
土
地
の
価
格
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
の
推
定
演
定
と
し
て
、
借
地
権
の
設
定
の
対
価
と
し
 
 

て
支
払
を
受
け
る
金
額
が
、
地
代
年
額
の
二
〇
倍
に
相
当
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
所
得
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
し
た
。
 
 

地
代
を
土
地
の
平
均
収
益
率
五
％
で
資
本
還
元
し
た
額
（
い
わ
ば
底
地
価
額
）
を
こ
え
る
価
額
で
、
土
地
を
使
用
さ
せ
る
場
合
に
は
、
譲
渡
所
 
 

得
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
経
済
的
な
利
益
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
額
を
設
定
の
対
価
に
含
め
る
旨
胡
定
し
た
施
行
窮
定
籍
七
条
の
一
〇
第
三
項
の
主
旨
は
、
前
 
 

述
し
た
。
実
質
的
な
譲
渡
所
得
課
税
の
邁
脱
を
防
止
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
土
地
価
額
の
二
分
の
一
を
こ
え
る
権
利
金
の
取
得
を
譲
渡
所
得
該
当
と
す
る
と
、
そ
れ
以
下
の
不
動
産
所
得
と
さ
れ
る
権
利
金
 
 

と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
緩
和
す
る
目
的
で
、
譲
渡
所
得
の
規
定
の
改
正
と
同
時
に
、
所
得
税
法
第
一
四
条
の
現
定
が
改
正
 
 

（
注
1
1
）
 
 

さ
れ
、
同
条
に
罰
定
す
る
変
動
所
得
の
外
に
新
た
に
臨
時
所
得
の
概
念
を
設
け
、
五
年
間
に
亘
り
課
税
の
調
整
を
図
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
。
 
 
 

伺
改
正
窮
定
の
取
扱
い
 
 

（
注
ほ
）
 
 
 

以
上
の
所
得
税
法
等
の
改
正
に
伴
な
い
、
そ
の
取
扱
通
達
が
定
め
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
全
項
目
を
掲
げ
、
そ
の
内
比
較
的
重
要
な
取
扱
い
 
 

と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
内
容
を
引
用
し
よ
う
。
 
 

五
 
他
人
を
し
て
不
動
産
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
所
得
で
譲
渡
所
得
と
さ
れ
か
も
の
 
 
 

¶
 
 

六
 
そ
の
設
定
の
対
価
が
譲
渡
所
得
と
さ
れ
る
借
地
権
の
範
囲
 
 
 

七
／
使
用
貸
借
な
ど
の
名
義
で
土
地
な
ど
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
借
地
権
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
…
…
土
地
を
他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
 
 

伴
い
規
則
第
七
条
の
十
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
の
経
済
的
な
利
益
を
受
け
る
と
き
ほ
、
そ
れ
が
、
た
と
え
使
用
貸
借
（
民
法
第
五
首
九
十
三
条
参
照
）
 
 

の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
条
第
一
項
の
疲
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
賃
借
権
の
設
定
に
当
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。
 
 
 

八
一
建
物
ま
た
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
借
地
権
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
 
 
 



閃
 
昭
和
＝
〓
（
年
一
部
改
正
 
 

借
地
権
に
関
す
る
飼
定
は
、
そ
の
後
昭
和
三
六
年
に
改
正
さ
れ
る
。
次
の
三
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 

九
 
借
地
権
の
存
続
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
軋
定
 

十
 
法
定
更
新
 
 

十
一
存
続
期
間
の
変
更
に
よ
り
存
続
期
間
が
二
十
年
以
上
延
長
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
 
 

十
二
 
土
地
の
価
額
 
 

十
三
 
借
地
権
設
定
の
対
価
で
一
時
に
取
得
す
る
も
の
 
 

十
四
 
推
定
規
定
の
適
用
さ
れ
る
場
合
 
 

十
五
 
推
定
規
定
に
関
す
る
留
意
事
項
 
 

十
六
 
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
加
算
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
 
 

十
七
 
特
別
の
経
済
的
な
利
益
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
 
 

十
八
 
通
常
の
金
利
の
取
扱
…
…
規
則
第
七
条
の
十
第
三
項
に
規
定
す
る
「
通
常
の
金
利
」
は
、
原
則
と
し
て
、
市
中
金
融
機
関
の
平
均
的
な
利
率
（
お
お
 
 
 

む
ね
年
八
％
程
度
）
を
標
準
と
ん
て
取
牒
扱
う
こ
と
。
 
 

十
九
 
通
常
の
額
を
こ
え
る
敷
金
な
ど
の
差
入
が
行
わ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
‥
…
庵
地
権
の
設
定
に
伴
い
、
明
ら
か
に
、
そ
の
地
方
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
 
 
 

る
程
度
の
敷
金
、
保
証
金
な
ど
の
額
針
こ
え
て
敷
金
な
ど
の
名
義
に
よ
る
金
銭
の
差
入
れ
を
受
け
た
場
合
も
、
特
別
の
経
済
的
な
利
益
を
受
け
る
も
の
と
 
 
 

し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
程
度
の
敷
金
な
ど
の
額
が
取
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
額
は
、
そ
 
 
 

の
借
地
魔
設
定
契
約
に
よ
る
地
代
の
三
か
月
分
相
当
額
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。
 
 

二
十
 
特
異
な
敷
金
、
保
証
金
、
貸
付
金
な
ど
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
 
 

÷
十
一
 

二
十
二
 
借
地
権
を
設
定
し
た
土
地
の
↓
取
得
価
額
等
」
の
意
義
 
 

」
一
十
三
、
借
地
権
の
取
得
価
額
の
再
評
価
 

二
七
七
 
 
 



①
 
地
役
権
設
定
の
対
価
に
対
す
る
課
税
 
 

従
来
麹
役
権
設
定
め
対
価
に
つ
い
て
は
、
総
て
不
動
産
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
た
（
但
し
、
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
臨
 
 

時
所
得
と
し
て
課
税
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
た
。
）
の
で
あ
る
が
、
地
役
権
の
設
定
も
、
借
地
権
の
場
合
と
同
様
な
経
済
的
性
格
を
有
す
る
こ
 
 

と
か
ら
、
特
定
の
も
の
即
ち
、
層
別
高
圧
架
空
電
線
の
架
設
又
は
飛
行
場
の
設
置
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
笹
物
の
設
置
を
制
限
す
る
 
 

も
臥
に
つ
い
で
ぽ
、
▼
際
地
権
の
場
合
と
同
様
に
、
契
約
期
間
が
二
ひ
年
以
上
で
、
当
該
地
役
権
の
設
定
の
対
価
が
、
そ
の
設
定
の
目
的
と
な
る
 
 

（
注
1
3
）
 
 

土
地
の
価
額
の
五
〇
％
を
超
え
る
場
合
に
は
、
譲
渡
所
得
と
し
て
課
税
す
る
。
 
 

②
 
更
新
め
場
合
の
判
定
基
準
 
 
 

借
地
権
又
は
地
役
権
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
更
新
料
等
の
対
価
を
取
得
し
た
場
合
に
、
従
来
は
、
そ
の
対
価
だ
け
で
、
土
地
の
価
額
の
五
 
 

〇
％
を
撃
ス
る
か
香
か
を
判
定
t
て
い
た
の
を
攻
め
二
別
に
、
借
地
権
の
設
定
の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
ほ
、
そ
の
額
も
加
算
し
 
 

（
注
1
3
）
 
 

て
判
定
す
る
川
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

③
∴
借
地
権
の
設
定
さ
れ
て
い
る
土
地
の
取
得
価
額
の
計
算
 
 
 

借
地
権
等
の
儲
定
砿
伴
い
、
貸
付
金
等
に
よ
る
経
済
的
な
利
益
を
受
け
た
も
の
と
し
て
借
地
権
設
定
の
対
価
に
加
算
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
加
 
 

（
注
1
4
）
 
 

算
さ
れ
た
額
の
全
部
文
ほ
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
返
済
し
た
場
合
に
ほ
、
そ
の
額
を
借
地
権
等
を
設
定
し
た
土
地
の
取
得
価
額
に
加
算
す
。
 
 
 

以
上
昭
和
三
六
年
の
一
部
改
正
で
地
役
権
設
定
の
対
価
そ
の
他
に
関
し
て
課
税
の
軽
減
合
理
化
が
図
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
な
い
、
政
扱
通
達
が
 
 

定
め
ち
れ
次
に
そ
の
項
目
を
渇
誓
。
 
 
 

十
手
そ
の
設
定
の
対
価
が
譲
渡
所
得
と
さ
れ
る
地
役
権
の
範
囲
 
 
 

十
四
∵
地
役
権
の
存
続
期
間
が
l
一
〇
年
以
上
で
あ
る
か
ど
ケ
か
の
判
定
 
 
 

借
地
権
課
税
外
○
年
の
あ
ゆ
み
 
 

三
七
八
 
 



■
十
五
 
土
地
が
売
買
さ
れ
た
場
合
の
通
常
の
価
額
 
 
 

十
六
 
地
役
権
の
取
滞
価
額
の
華
登
脚
 

こ
れ
ら
取
扱
通
達
に
は
」
借
地
雁
課
税
に
閲
し
特
に
重
要
な
も
の
は
な
い
。
 
 

わ
 
昭
和
三
七
年
一
部
改
正
 
 
 

昭
和
三
六
年
一
部
改
正
さ
れ
た
借
地
権
関
係
の
演
定
は
、
翌
昭
和
三
七
年
に
重
要
な
改
正
を
受
け
る
。
後
述
す
る
如
く
、
昭
和
三
六
年
に
は
 
 

借
地
権
課
税
、
特
忙
魔
人
税
法
上
の
解
釈
に
関
し
1
税
制
調
査
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
審
議
結
果
に
基
づ
き
、
昭
和
三
七
年
法
人
税
 
 

法
の
規
定
が
整
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
高
時
に
、
所
得
税
法
に
お
い
て
や
そ
れ
を
基
礎
に
整
備
が
図
ら
れ
る
の
・
で
あ
る
。
法
律
の
改
正
 
 

は
、
同
法
第
九
条
第
一
墟
籍
八
号
（
譲
渡
所
得
）
に
不
動
産
以
外
に
、
「
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
」
を
長
期
間
使
用
適
せ
竃
場
合
を
も
含
 
 

め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
昭
和
三
瀬
年
の
改
正
で
重
要
な
も
の
は
、
所
得
税
法
施
行
規
則
算
七
条
の
一
〇
の
改
正
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
中
心
 
 

と
な
る
改
正
後
の
第
一
項
の
規
定
を
掲
げ
る
。
 
 
 

所
得
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
七
年
三
月
三
一
日
 
政
令
第
九
四
号
改
正
）
 
 

第
七
条
の
十
 
法
第
九
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
命
令
で
定
め
る
場
合
は
、
借
地
権
（
建
物
又
は
構
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
又
は
賃
借
権
 
 
 

を
い
う
。
：
・
：
・
）
又
は
地
俊
権
（
特
別
届
圧
架
空
電
線
の
架
設
又
は
飛
行
場
の
設
置
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
建
造
物
の
設
置
七
制
限
す
る
も
の
 
 
 

に
限
る
。
：
・
…
）
の
設
定
㍉
（
蟄
該
借
地
楓
に
係
る
土
地
の
転
貸
そ
の
他
他
人
を
し
て
当
該
土
地
を
使
用
さ
せ
る
行
乱
を
含
む
。
…
…
）
に
よ
り
他
人
を
し
 
 
 

て
土
地
を
使
用
さ
せ
る
場
合
曙
か
も
、
卦
該
設
定
町
対
価
と
し
て
支
払
を
受
け
る
金
額
（
他
人
を
し
て
当
該
土
地
を
使
用
さ
せ
る
場
令
で
あ
っ
て
、
当
該
 
 

土
地
の
使
用
に
よ
り
、
当
該
使
用
の
直
屈
に
お
け
福
士
地
の
利
用
状
況
に
比
し
、
当
該
土
地
の
所
有
者
及
び
当
惑
借
地
権
者
が
等
濃
当
該
土
地
の
利
用
 
 

を
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
怒
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
支
払
を
受
け
る
金
額
の
合
計
額
）
が
当
該
土
地
（
当
該
土
地
の
転
貸
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
 
 
 

該
借
地
権
）
の
価
額
の
十
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
こ
え
る
場
合
と
す
る
。
 
 
 

（
第
二
項
以
下
省
略
）
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



以
下
蔽
和
三
七
年
の
改
正
内
容
の
主
な
項
目
に
つ
き
説
明
し
よ
う
。
 
 

①
 
侵
歯
槽
に
係
る
±
地
の
転
貸
等
 
 

借
適
権
砿
係
る
土
地
の
転
貸
そ
の
爬
、
他
人
甚
、
そ
の
土
地
を
使
用
さ
せ
る
行
熟
も
二
足
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
譲
渡
所
得
 
 

の
範
囲
に
含
め
た
。
都
会
地
に
お
け
る
地
下
商
店
街
や
地
下
駐
車
場
の
建
設
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
ゎ
た
こ
と
や
、
地
下
鉄
工
事
等
の
公
共
事
 
 

業
の
施
行
に
伴
い
、
鹿
地
に
つ
き
そ
の
地
下
を
利
用
さ
せ
る
補
償
と
し
で
相
当
の
金
額
の
支
払
を
受
け
る
ケ
ー
ス
が
出
て
釆
た
こ
と
か
ら
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
場
合
」
そ
の
土
地
の
所
有
者
及
び
借
地
権
者
が
共
に
、
そ
の
土
地
の
利
用
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
時
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
支
払
を
 
 

受
け
る
金
額
の
合
計
額
を
サ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
価
額
の
十
分
の
五
相
当
額
を
超
え
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。
 
 

②
 
存
続
期
間
二
〇
年
以
上
の
要
件
の
除
外
 
 
 

存
続
期
間
二
〇
年
以
上
の
要
件
を
入
れ
た
の
は
、
蘭
述
し
た
如
く
、
借
地
法
等
の
規
定
忙
準
拠
し
た
庵
の
で
あ
る
が
、
形
式
的
な
基
準
の
た
 
 

め
に
、
有
続
期
間
を
二
〇
年
末
満
と
す
る
こ
と
 
（
借
地
法
上
当
然
問
題
と
な
り
得
る
。
）
に
よ
り
、
経
済
的
な
利
益
の
課
税
を
免
か
れ
る
事
例
 
 

が
出
て
来
た
。
こ
の
点
の
整
備
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

③
 
存
贋
期
周
の
更
新
の
場
合
の
適
用
除
外
 
 
 

従
来
存
続
期
間
の
更
新
の
場
合
を
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
譲
渡
所
得
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
借
地
法
上
一
般
に
更
新
が
予
 
 

（
注
1
6
）
 
 

定
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
の
た
め
に
特
に
土
地
の
価
額
に
影
響
を
及
ば
す
も
の
で
は
な
く
、
更
に
、
更
新
料
が
譲
渡
所
得
の
収
入
金
額
と
 
 

さ
れ
た
場
合
、
取
得
価
額
の
計
算
が
極
め
て
煩
雑
と
な
る
こ
と
か
ら
、
更
新
料
等
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
不
動
産
所
得
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
。
 
 
 

億
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
も
な
さ
れ
た
∧
。
 
 

⑤
 
そ
の
他
の
改
正
 
 

④
 
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
加
算
制
度
の
整
備
 
 
 

こ
の
特
別
の
経
済
的
な
利
益
の
評
価
は
、
昭
和
三
四
年
の
改
正
規
定
で
は
、
そ
の
貸
付
け
を
受
け
た
金
額
か
ら
、
将
来
返
済
を
要
す
る
金
額
 
 

と
し
て
通
常
の
金
利
で
複
利
現
価
し
た
金
観
を
差
し
引
い
た
金
額
に
よ
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
通
常
の
金
利
に
よ
り
複
利
で
 
 

返
済
時
期
ま
で
運
用
し
た
場
合
に
、
現
在
い
く
ら
留
保
し
て
い
れ
ば
、
全
額
返
済
で
き
る
か
を
計
算
し
、
を
の
留
阻
額
と
、
借
入
額
と
の
差
額
 
 

を
「
現
在
受
け
た
特
別
の
経
済
的
な
利
益
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
運
用
益
は
、
課
税
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
税
引
利
回
り
に
よ
 
 

り
計
算
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
常
の
利
率
の
官
分
の
五
〇
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
税
引
利
回
り
は
、
個
々
の
納
税
者
に
よ
り
 
（
注
1
7
）
 
 

異
な
り
、
こ
れ
を
個
々
に
計
算
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
煩
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
画
一
的
な
規
定
と
し
た
。
な
お
、
貸
付
け
を
受
け
た
金
額
に
 
 

利
息
を
付
す
約
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
′
の
利
率
を
通
常
の
利
率
か
ら
控
除
し
た
和
率
の
百
分
の
五
〇
に
よ
り
計
算
す
る
，
。
 

経
済
的
な
利
益
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
貸
付
期
間
を
短
期
間
と
し
、
そ
の
後
自
軋
に
東
新
す
る
こ
と
に
よ
サ
て
、
妄
の
課
税
を
跡
避
す
る
こ
 
 

以
上
の
外
、
次
の
規
定
の
改
正
な
い
し
追
加
が
な
さ
れ
た
r
。
 
 

イ
、
一
施
行
規
則
第
十
条
の
四
人
借
地
権
の
減
価
相
当
額
の
必
要
経
費
算
入
）
…
…
…
追
加
 
 

ロ
、
同
第
十
一
条
の
二
（
新
た
に
設
定
さ
れ
た
借
地
権
の
取
得
価
額
等
）
‥
′
・
・
∵
・
・
…
改
正
 
 

追
加
 
 

ハ
、
．
風
発
十
一
条
の
三
（
転
貸
に
係
る
借
地
権
の
取
得
価
額
等
）
・
：
：
…
・
…
…
…
：
・
 
 

（
注
拍
）
 
 

以
上
の
よ
う
な
改
正
に
伴
い
、
そ
の
取
扱
通
達
が
定
め
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
項
目
を
掲
げ
る
。
 

二
四
 
借
地
権
等
の
存
続
期
間
の
更
新
の
対
価
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
八
一
 
 
 



こ
劉
村
政
扱
適
連
中
特
ぼ
重
要
磁
針
の
は
、
忌
ご
八
項
で
あ
る
。
従
来
経
済
的
な
利
益
を
評
価
す
る
際
、
貸
付
け
を
受
け
た
金
額
を
、
通
常
 
 

の
利
率
で
隠
称
現
併
し
て
求
め
て
お
り
、
そ
の
通
常
の
利
率
は
、
取
扱
通
達
で
八
％
程
度
を
標
準
と
し
て
い
た
。
昭
和
三
七
年
の
改
正
に
よ
 
 

ゆ
、
㌧
逢
常
併
称
率
の
首
分
¢
五
α
に
相
当
す
を
利
率
に
よ
り
複
利
現
価
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
な
い
、
こ
の
通
常
の
利
率
を
、
本
 
 

通
達
骨
、
年
一
〇
％
セ
し
、
蕗
鼎
町
に
は
そ
の
有
卦
の
豆
ひ
で
あ
る
五
診
で
夜
利
現
隠
す
る
こ
と
と
し
た
。
通
常
の
卿
率
に
つ
い
て
何
に
基
準
 
 

針
求
緻
か
か
璧
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
税
務
上
他
に
使
解
し
て
い
る
卿
か
ら
、
∴
そ
れ
ど
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
、
本
通
達
で
は
一
 
 

〇
賂
と
定
め
た
ひ
 

関
 
取
弥
富
七
年
改
正
後
 
 

所
繚
税
法
上
の
際
地
階
関
阻
の
瓢
定
は
、
由
称
三
七
年
の
乳
正
後
予
侶
和
三
九
年
に
一
部
改
正
さ
れ
、
更
に
、
昭
和
四
〇
年
に
は
所
得
税
法
 
 

の
全
文
改
正
灯
阻
な
い
∴
そ
の
細
部
に
つ
い
て
整
備
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
特
に
重
要
な
改
正
は
な
く
ト
い
わ
ば
、
昭
和
三
四
年
の
改
 
 

正
か
ら
啓
三
七
年
の
呪
正
を
経
て
現
行
の
課
税
規
定
が
確
立
し
た
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
砂
衛
の
勝
則
的
な
取
扱
い
と
し
て
一
∵
土
の
事
跡
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
〉
、
個
人
が
自
己
の
主
宰
す
る
同
族
会
社
へ
貸
付
し
て
い
た
土
地
 
 

（
注
1
9
）
 
 

を
、
阻
会
社
に
底
地
価
額
で
譲
渡
し
た
事
例
に
つ
き
、
当
該
阻
族
会
社
に
自
然
発
生
的
な
借
地
権
を
認
め
た
ケ
ー
ス
等
で
あ
る
。
そ
の
他
特
に
 
 
 

借
地
権
課
税
八
α
草
餅
あ
ゆ
み
 
 

一
妄
 
「
他
人
を
睨
で
当
該
掛
野
権
距
際
郡
封
地
針
好
用
ぎ
せ
る
行
瞥
の
意
義
 
 

土
六
し
 
「
土
地
の
所
有
者
及
び
借
地
傾
者
が
と
も
に
土
地
の
利
用
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
L
の
意
義
 
 

±
声
 
「
土
地
め
価
額
」
の
意
義
 
 

、
 
 
 

二
八
 
「
複
利
の
方
法
で
計
算
し
た
現
在
価
値
に
相
当
す
る
金
額
」
の
計
算
 
二
和
 
「
金
銭
の
貸
付
け
が
継
続
き
れ
た
も
の
と
合
理
的
に
推
定
さ
れ
る
期
間
」
の
計
算
 
 

上
ニ
0
∵
新
た
に
設
定
さ
れ
た
借
地
権
等
の
取
得
価
板
等
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
 

二
八
二
 
 



問
題
と
な
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
現
在
所
得
税
法
上
、
借
地
権
課
税
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
的
 
 

な
理
由
は
、
後
に
述
べ
る
法
人
税
法
上
の
瀾
定
、
取
扱
い
と
異
な
り
、
い
わ
ゆ
か
権
利
金
の
認
定
瓢
税
を
行
な
わ
な
い
こ
と
に
よ
る
。
借
地
に
 
 

際
し
権
利
金
を
授
受
す
る
慣
行
が
み
る
地
域
に
お
い
て
∴
個
人
が
自
己
所
有
の
土
地
を
他
人
に
無
償
な
い
し
著
し
く
低
い
価
額
で
貸
し
て
も
、
 
 

権
利
金
相
当
額
の
収
入
を
認
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
悠
た
借
地
権
の
設
定
行
為
は
、
「
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
移
転
が
あ
っ
た
場
 
 

（
注
2
1
）
 

（
注
2
0
）
 

合
」
に
は
該
当
せ
ず
」
し
た
が
っ
て
み
な
し
蔑
渡
の
顔
定
の
適
用
ふ
な
い
砂
で
あ
る
。
 
 
 

（
注
l
）
 
昭
二
三
、
三
、
三
付
蔵
税
七
二
二
 
 
 

（
注
2
）
 
大
層
院
昭
六
‥
六
、
一
七
判
決
に
、
土
地
の
賃
貸
隠
の
膵
約
の
場
合
に
つ
き
、
原
審
が
、
権
称
金
の
返
還
を
象
し
な
い
と
し
た
の
に
対
し
て
、
権
 
 

利
金
の
性
質
の
究
明
し
た
上
で
榔
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
の
が
あ
る
沌
 
（
石
外
克
書
十
敷
金
と
権
利
金
」
痘
約
駄
犬
系
Ⅲ
一
四
〇
貢
）
 
 

（
注
3
）
 
星
野
英
一
「
借
地
・
借
家
法
」
法
律
学
全
集
二
六
巻
二
七
五
貢
以
下
 
 
 

（
注
4
）
 
富
裕
税
法
に
お
け
る
借
地
権
の
評
価
を
参
照
 
 
 

（
注
5
）
 
こ
れ
に
類
す
る
判
例
と
し
て
、
保
証
金
名
義
の
金
銭
の
授
受
を
権
利
金
と
認
定
し
た
広
島
地
裁
昭
三
五
（
行
）
第
四
骨
頂
三
七
、
七
、
一
入
判
決
 
 
 

（
注
6
）
 
東
京
地
裁
昭
三
重
（
行
）
第
八
五
号
昭
三
九
、
‥
五
、
二
八
判
決
 
 
 

（
注
7
）
 
東
京
高
裁
昭
三
九
（
符
コ
 

（
注
8
）
 
最
高
裁
昭
四
一
（
行
ヱ
東
四
四
号
昭
町
五
、
エ
∴
O
」
二
三
判
決
 

（
注
9
）
一
般
に
′
「
借
地
権
設
乱
侃
対
価
」
と
い
う
場
合
、
地
代
の
一
括
払
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
様
な
場
合
に
、
所
得
税
法
第
九
条
一
 
 

項
八
号
の
規
定
が
忍
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
解
釈
の
問
題
が
あ
り
得
る
。
 
 

（
注
1
1
）
 
昭
二
二
所
得
税
法
第
一
四
条
の
改
正
 
 

（
注
疫
）
 
昭
三
五
、
三
ご
一
付
置
所
一
－
二
外
∴
恒
ハ
 
 

（
注
1
3
）
 
昭
三
六
軒
貧
六
二
号
に
よ
を
規
則
欝
七
肇
崇
高
褒
再
三
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
注
∽
）
 
岡
垣
学
「
権
利
金
を
め
ぐ
る
諸
間
澄
ド
判
例
の
結
合
的
概
観
1
」
判
例
タ
イ
ム
ス
六
二
号
一
四
賀
 
 

㌦
L
ノ
 
 

二
八
三
 
 
 



（
注
控
）
 
昭
三
六
政
令
六
二
号
に
よ
る
規
則
第
一
一
条
の
土
第
三
項
追
加
 
 
 

（
注
ュ
5
）
 
昭
三
六
、
一
三
、
⊥
二
付
置
所
一
1
八
五
外
 
 
 

（
注
哲
 
昭
和
±
ハ
年
の
借
地
法
改
正
に
ょ
り
、
更
新
に
関
す
る
借
地
人
の
保
蕃
が
一
段
と
強
化
さ
れ
た
。
星
野
、
前
掲
審
七
二
頁
外
 
 
 

（
注
び
）
 
大
蔵
省
主
税
局
「
税
制
調
査
会
に
お
け
る
資
産
損
失
及
び
借
地
権
に
関
す
る
税
制
整
備
の
審
議
経
過
」
 
（
昭
三
七
、
一
）
三
九
貫
以
下
 
 
 

（
注
1
8
）
 
昭
三
八
、
一
、
三
〇
付
直
審
（
所
）
一
 
 
 

（
注
望
 
昭
三
八
、
四
、
一
六
付
直
審
（
資
）
一
〇
 
 
 

（
注
讐
 
現
行
所
得
税
法
第
五
九
条
第
一
項
（
贈
与
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
等
の
特
例
）
 
 
 

（
注
聖
 
設
定
さ
れ
て
い
る
借
地
権
を
贈
与
な
い
し
低
額
譲
渡
し
た
誉
口
に
は
、
「
資
産
の
移
転
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
み
な
し
譲
渡
の
規
定
の
適
用
が
あ
 
 

る
。
当
初
設
定
の
場
合
と
比
較
し
、
÷
つ
の
問
題
点
で
あ
る
。
 

3
 
法
人
税
溝
に
つ
 

H
 
昭
和
〓
○
年
代
 
 

昭
和
二
二
年
法
人
税
法
が
全
文
改
正
透
れ
奪
同
年
の
⊥
股
税
制
改
正
は
、
前
年
設
置
さ
れ
た
税
制
調
査
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
終
戦
以
来
 
 

禁
と
な
っ
で
、
い
た
根
腐
患
制
竪
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
直
接
税
主
粕
の
全
文
慧
及
び
間
接
税
の
改
正
を
含
む
大
震
な
も
賢
あ
 
 

っ
た
。
但
し
、
法
人
税
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
二
一
年
の
改
正
で
整
備
さ
れ
て
お
勺
、
沼
和
二
二
年
に
は
基
本
的
な
改
正
は
行
な
わ
れ
 
 

て
い
な
い
。
法
人
税
法
は
、
更
に
、
隠
和
二
五
年
、
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
に
基
づ
く
重
要
な
改
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
そ
の
改
正
後
の
規
 
 

定
の
一
部
を
掲
げ
借
地
権
に
関
連
す
る
取
扱
い
を
み
て
い
く
。
 
 

法
人
税
法
（
昭
和
二
五
年
三
月
三
一
日
 
法
律
第
七
二
号
改
正
）
 
 
 

第
九
条
 
内
啓
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
は
、
各
事
業
年
度
の
総
益
金
か
ら
総
換
金
を
控
除
し
た
金
額
に
ょ
る
。
 
 

（
第
二
項
省
略
）
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



法
人
が
各
事
業
年
度
に
お
い
て
な
し
た
寄
附
金
の
う
ち
、
命
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
は
、
第
一
項
の
所
得
 
 

の
計
算
上
、
こ
れ
を
換
金
に
算
入
し
な
い
。
但
し
命
令
で
定
め
る
寄
付
金
に
つ
い
て
ほ
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
∧
り
、
こ
れ
を
損
金
に
算
入
す
る
。
 
 

（
以
下
省
略
）
 
 
 

第
三
十
一
条
の
二
 
政
府
は
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
標
準
若
㌦
く
は
欠
損
金
額
叉
ほ
法
人
税
額
の
更
正
又
は
決
定
を
な
す
場
合
に
お
い
て
、
同
族
会
 
 

社
の
行
為
又
は
計
算
で
こ
れ
を
容
認
し
た
場
合
に
お
い
て
は
法
人
税
の
負
担
を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
牒
の
が
あ
る
と
き
は
、
 
 

そ
の
行
為
又
は
計
算
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
町
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
．
1
 
当
該
法
人
の
課
税
標
準
又
は
欠
損
金
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

同
法
第
九
粂
第
三
頓
に
、
寄
付
金
の
一
部
損
金
不
算
入
の
演
雷
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、
昭
和
一
七
年
の
臨
時
租
税
措
置
法
の
 
 

改
正
で
、
同
法
に
設
け
ら
れ
た
む
の
が
最
初
で
、
そ
の
後
昭
和
こ
二
年
の
群
制
改
正
で
活
人
税
法
に
統
合
さ
れ
た
演
定
で
あ
る
。
 
 
 

寄
附
金
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
五
年
の
改
正
に
お
い
て
も
ま
だ
み
ら
れ
な
い
。
昭
和
二
五
年
九
月
制
定
の
法
人
税
法
基
本
通
達
は
、
 
 

次
に
掲
げ
る
贈
与
又
は
低
廉
譲
渡
の
場
合
そ
の
他
寄
付
金
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
を
明
ら
か
に
し
た
。
 
 
 

七
七
 
法
人
が
有
す
る
資
産
を
著
し
く
低
い
価
額
で
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
価
額
の
そ
の
時
に
お
け
る
当
該
資
産
の
価
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
 
 

金
額
を
相
手
方
に
贈
与
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
差
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
こ
れ
を
寄
付
金
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
 
 

（
江
1
）
 

一
方
、
同
族
会
社
の
行
為
又
は
計
算
の
否
認
の
規
定
忙
つ
い
て
は
、
昭
和
二
五
卑
九
月
に
取
扱
通
達
が
定
め
ら
れ
た
。
行
為
計
算
高
認
の
態
 
 

様
に
つ
い
て
は
、
先
に
大
正
一
五
年
、
同
親
定
が
一
般
此
さ
れ
た
際
に
、
当
時
の
主
税
局
通
達
で
示
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
二
五
年
の
取
叔
通
達
 
 

の
内
容
は
、
そ
の
後
の
経
済
事
情
の
変
化
や
税
法
の
複
雑
化
に
伴
な
い
、
多
様
化
ぜ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
一
部
を
示
す
。
 
 
 

三
五
五
 
法
第
三
十
一
条
の
二
わ
規
定
は
、
大
体
左
の
各
号
の
事
実
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
事
実
が
あ
り
、
且
つ
、
そ
の
行
為
又
は
計
算
が
法
人
税
の
負
担
 
 

を
不
当
に
減
少
さ
せ
る
結
果
を
き
た
す
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
∵
こ
れ
せ
適
用
し
」
【
そ
の
府
為
叉
ほ
計
算
を
否
認
す
る
七
セ
に
取
り
扱
う
。
但
し
 
 

そ
の
行
為
叉
ほ
計
算
の
実
情
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
実
情
に
適
す
る
よ
う
こ
れ
と
兵
な
る
取
救
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

臼
 
法
人
の
所
有
資
産
を
不
当
に
低
い
価
額
で
社
員
に
売
却
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
売
却
価
額
と
時
価
と
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
こ
れ
を
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
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み
 
 
 



原
則
と
し
て
そ
の
社
員
に
対
す
る
給
与
と
す
る
。
 
 

㈹
∵
社
員
に
金
銭
そ
の
他
の
資
産
を
無
償
又
は
通
常
の
場
合
に
お
け
る
利
率
若
し
く
は
賃
貸
渦
薩
比
し
て
著
も
く
低
廉
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
利
率
若
し
 
 

く
は
賃
貸
料
を
偽
っ
て
貸
付
し
？
又
は
使
用
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
ほ
∵
通
常
取
得
す
′
ペ
き
利
子
又
は
賃
貸
料
老
実
際
収
入
し
た
金
額
と
の
差
額
に
相
 
 

当
す
る
金
額
は
、
こ
れ
を
そ
の
社
員
に
対
す
る
給
与
と
す
る
。
 
 
 

こ
こ
で
「
給
与
」
と
は
、
「
利
益
処
分
に
よ
逐
償
与
」
の
意
で
漆
鳶
同
族
会
社
の
礪
溌
関
係
者
米
朝
し
、
▼
会
社
資
産
を
無
償
で
使
用
収
益
 
 

さ
せ
た
場
合
の
、
行
為
計
算
香
忍
の
適
用
に
閑
も
、
 

「
法
人
の
所
有
に
か
′
か
る
資
産
即
ち
土
地
、
建
物
又
は
機
械
等
を
特
殊
の
関
係
あ
る
株
主
又
は
出
資
社
員
に
無
償
に
て
使
用
せ
し
め
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
 
 
 

資
産
の
利
用
に
よ
っ
て
生
ず
べ
せ
収
溢
を
法
人
が
取
得
す
そ
J
七
な
く
、
株
主
又
は
社
員
に
対
し
享
受
せ
し
め
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
か
か
る
場
合
に
お
い
 
 
 

て
は
、
そ
の
資
産
の
利
用
 

株
主
又
は
社
員
に
対
す
る
利
路
処
分
に
よ
る
賞
与
と
認
定
す
る
。
∴
…
「
」
 
 
 

㌢
号
で
、
昭
野
百
年
代
数
半
に
は
、
す
で
に
権
利
金
授
受
も
相
当
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
ヶ
、
借
地
権
価
格
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
し
 
 

か
し
、
以
上
み
て
釆
た
通
当
時
ほ
他
人
の
土
地
を
無
償
で
庫
属
し
て
や
権
利
金
相
当
額
の
藷
定
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
単
に
通
常
収
受
 
 

す
べ
き
地
代
相
当
額
を
認
定
し
た
の
み
で
あ
っ
だ
。
権
利
金
相
当
額
を
認
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

な
お
、
昭
和
二
去
年
の
酷
人
税
法
改
正
に
伴
泳
い
（
同
法
の
基
本
通
達
が
定
め
ら
れ
た
が
、
翌
昭
和
二
六
年
に
は
、
そ
の
一
部
が
改
正
さ
 
 

（
注
っ
】
）
 
れ
、
次
の
取
扱
い
が
新
た
に
追
加
さ
れ
る
。
 
 
 

二
四
六
の
六
 
法
人
の
家
屋
等
を
貸
借
す
る
場
合
に
貸
借
料
の
外
に
い
わ
ゆ
る
権
利
金
と
し
て
支
払
う
も
の
（
借
地
権
の
取
得
の
対
価
と
し
て
支
払
う
も
の
 
 

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
†
無
形
固
定
資
産
に
準
じ
て
五
年
間
に
均
等
し
て
償
却
す
る
ン
。
但
し
、
、
貸
借
期
間
が
五
年
未
満
に
定
め
ら
れ
て
い
る
契
約
更
新
 
 

す
右
場
合
に
再
び
権
利
金
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
ハ
、
当
該
賃
借
期
間
に
応
じ
て
償
却
す
る
こ
と
む
妨
げ
な
い
。
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



口
 
借
地
権
の
無
償
譲
渡
と
寄
付
金
 
 
 

昭
和
二
二
年
以
降
の
法
人
税
澄
の
溺
定
及
び
そ
の
取
扱
通
運
ほ
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
か
か
る
借
地
権
課
税
に
つ
い
て
、
納
税
者
 
 

と
の
争
い
が
訟
争
事
例
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
そ
の
最
初
セ
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
借
地
権
の
無
 
 

（
注
3
）
 
 

償
譲
渡
を
寄
附
金
と
認
定
し
セ
次
の
事
件
で
あ
薫
 
 
 

＜
事
件
の
概
略
＞
 
 
 

原
告
株
式
会
社
は
、
昭
和
二
四
、
五
年
頃
取
得
し
美
神
戸
市
兵
庫
区
水
木
通
…
…
所
在
建
物
及
び
そ
の
敷
地
の
借
地
権
の
名
義
を
原
告
会
社
 
 

代
表
取
締
役
申
に
移
転
す
る
目
的
で
、
昭
和
三
一
年
七
月
同
人
に
対
し
、
前
記
建
物
を
減
価
償
却
後
の
帳
簿
価
額
で
売
却
す
る
と
共
に
、
そ
の
 
 

敷
地
の
貸
借
権
も
原
告
会
社
か
ら
甲
に
譲
渡
し
た
．
（
但
し
、
そ
の
移
転
の
対
価
の
支
払
は
な
い
。
）
。
そ
し
て
新
た
に
、
そ
の
薇
地
の
所
有
者
た
 
 

る
乙
等
と
甲
と
の
間
に
」
土
塊
賃
貸
借
契
約
公
正
証
吾
が
作
成
さ
れ
、
甲
が
当
該
敷
地
貸
借
権
を
譲
り
受
け
た
旨
明
記
し
た
が
、
そ
れ
に
対
 
 

し
、
甲
か
ら
敷
地
所
有
者
た
る
乙
等
に
権
利
金
等
の
対
価
の
支
払
は
な
か
っ
た
。
前
記
建
物
の
譲
渡
を
受
け
た
甲
は
、
 
当
該
建
物
を
取
り
壊
 
 

し
、
新
た
に
建
物
を
建
貸
し
、
“
原
告
会
社
に
賃
貸
し
た
。
 
 

二
四
六
の
七
∧
法
人
が
土
地
、
建
物
等
を
取
得
す
る
に
瞭
し
、
当
該
土
地
建
物
等
の
使
用
者
等
に
支
払
う
立
退
科
そ
の
他
立
退
の
た
め
に
要
し
た
金
額
は
、
 
 

当
該
土
地
等
の
取
得
価
額
と
し
、
賃
借
す
る
に
際
し
、
前
の
使
用
者
等
に
支
払
う
立
退
料
、
そ
の
他
立
退
の
た
め
に
要
し
た
金
額
は
、
権
利
金
と
し
て
取
 
 

り
扱
う
も
の
と
す
る
。
 
 

前
者
は
、
借
家
権
利
金
は
、
償
却
が
巷
来
る
が
、
借
地
権
利
金
は
、
償
却
出
来
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
取
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
等
通
達
 
 

は
、
昭
和
三
四
年
の
法
人
税
濱
改
正
忙
伴
う
取
扱
通
運
の
制
定
に
は
牒
廃
止
吾
れ
、
新
取
扱
い
が
定
め
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
考
え
方
は
、
そ
 
 

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
。
 
 

借
地
権
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み
 
 
 



以
上
の
事
実
拡
対
し
、
第
．
一
審
の
神
戸
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
 
 
 

「
（
甲
は
）
建
物
自
体
の
儲
暖
に
よ
っ
セ
は
く
1
眉
 

を
建
築
し
所
有
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
∵
す
な
わ
ち
、
旧
建
物
の
傲
地
を
利
用
ん
滴
る
に
い
た
っ
た
こ
と
に
ょ
り
∵
：
…
農
大
な
刺
益
を
得
る
に
い
た
っ
た
 
 
 

箸
あ
り
、
本
件
建
物
の
譲
渡
及
伏
そ
打
数
隠
の
隊
地
人
各
義
変
更
の
目
的
も
孝
㌢
ふ
点
に
あ
；
が
認
か
ら
れ
る
み
で
か
る
か
隼
右
建
物
の
敷
 
 
 

地
の
賃
借
権
も
本
件
艶
物
に
附
随
し
て
譲
渡
さ
れ
た
む
砂
と
み
る
の
が
相
当
で
み
り
」
㍉
終
っ
て
、
↓
右
認
定
の
時
僻
に
比
較
す
る
と
、
前
認
定
の
本
件
建
物
 
 
 

の
譲
渡
価
額
は
著
る
し
く
低
廉
と
い
う
べ
き
で
∵
少
な
く
と
も
．
被
告
の
主
張
す
る
差
額
金
㌧
、
・
：
ほ
∵
ノ
…
慮
告
会
社
 

の
移
転
が
行
な
わ
れ
、
右
甲
も
こ
れ
を
受
贈
の
意
思
で
も
っ
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
∧
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
∴
…
」
 
 
 

低
額
譲
渡
砿
よ
満
と
判
示
⊥
美
の
で
透
竃
が
1
控
訴
審
で
は
∵
贋
物
と
そ
の
敷
地
賃
借
確
セ
を
区
別
も
」
建
物
を
譲
渡
す
る
と
共
に
借
地
権
を
 
 

こ
の
事
件
は
、
更
に
大
阪
高
等
裁
判
所
で
争
そ
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
は
、
控
訴
棄
却
の
判
決
で
あ
っ
た
が
、
第
一
審
と
そ
の
理
由
を
異
に
し
 
 

た
り
即
ち
第
一
審
は
、
迩
件
贋
物
の
時
価
之
七
て
は
、
建
物
自
体
の
価
額
と
借
地
権
の
価
額
と
の
合
計
金
額
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
建
物
の
 
 
 

無
償
譲
渡
t
た
も
の
凄
判
示
も
た
ヅ
そ
ん
て
∵
借
地
雁
の
無
償
凛
鹿
賀
亘
れ
を
贈
与
⊥
た
場
合
に
は
法
人
税
淡
紫
九
条
琴
二
項
に
い
う
寄
付
 
 

金
に
揚
た
る
と
し
た
の
で
藩
る
ゾ
 
 

姦
お
、
ナ
壱
事
件
の
場
合
、
低
額
譲
渡
な
い
し
無
償
譲
渡
の
相
手
方
が
、
譲
渡
会
社
め
代
表
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
役
員
賞
与
と
し
 
 

て
救
う
余
地
が
あ
る
が
∵
第
一
藩
及
び
第
二
審
共
拡
、
寄
付
金
と
す
る
を
相
当
と
し
た
。
 

臼
 
各
種
華
扱
豆
の
制
澄
J
（
噸
塑
ニ
○
年
代
）
 
 

（
注
 

で
あ
る
。
 
 

こ
の
訴
訟
事
件
を
始
め
、
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
借
地
権
に
関
す
る
個
別
的
な
各
種
取
扱
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。
次
の
と
お
り
 
 

借
地
権
課
税
外
0
年
の
あ
ゆ
み
 
 

4
、
）
 
 



地
権
取
得
の
対
価
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
法
人
税
基
本
通
達
二
四
六
の
七
の
適
用
は
な
い
 
 

（
注
6
）
 
 

③
 
借
地
権
の
価
額
に
算
入
す
る
建
物
等
の
取
こ
わ
し
費
等
 
 
 

得
価
額
に
相
当
す
る
金
額
を
償
却
し
て
損
金
に
計
上
す
 

（
注
5
）
 
 

②
 
土
地
貸
借
に
際
し
て
支
払
っ
た
立
退
料
等
 
 
 

借
地
権
を
有
す
る
法
人
が
、
当
該
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
せ
購
入
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
法
人
が
さ
せ
に
当
該
借
地
権
を
取
 
 

得
の
対
価
と
し
て
支
払
っ
た
金
額
は
、
取
得
し
た
土
地
の
取
得
価
額
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
借
地
権
の
取
 
 

か
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
損
金
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
匂
の
と
す
る
′
。
 
 

（
注
7
）
 
④
 
借
地
権
の
範
囲
 
 
 

借
地
の
上
に
存
す
る
建
物
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
得
後
お
お
む
ね
一
年
以
内
に
当
該
産
物
等
の
取
り
こ
わ
し
に
着
手
す
る
等
 
 

当
該
建
物
等
の
取
得
が
本
来
の
用
途
に
供
す
る
た
め
で
な
く
、
当
初
か
ら
当
該
建
物
等
を
取
り
こ
わ
し
て
土
地
を
利
用
す
る
目
的
で
あ
る
こ
 

が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
ほ
、
当
該
建
物
等
の
取
り
こ
わ
し
の
時
に
お
け
 

額
の
合
計
額
は
、
借
地
確
の
取
得
価
額
に
算
入
す
る
も
の
と
し
、
当
該
建
物
等
の
取
得
か
当
該
土
地
を
利
用
す
る
目
的
で
あ
る
か
ど
う
か
明
ら
 
 

A
銀
行
が
、
支
店
設
置
の
た
め
の
用
地
と
t
て
土
地
を
賃
借
す
る
に
当
り
、
同
地
に
存
す
る
置
物
の
貿
取
費
用
（
同
建
物
は
買
取
後
取
り
壊
 
 

し
た
。
）
及
び
同
建
物
の
居
住
者
に
対
す
る
立
退
料
を
支
崩
し
た
事
例
に
つ
せ
1
そ
れ
ら
費
用
は
、
・
借
料
の
前
払
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
ず
、
 
 

又
、
立
退
の
た
め
に
要
し
た
実
費
支
弁
的
な
も
の
で
も
な
く
、
前
使
用
者
か
ら
土
地
の
使
用
権
の
譲
渡
を
受
け
る
た
め
に
要
し
た
い
わ
ゆ
る
借
 
 

借
地
権
の
取
得
価
額
に
は
、
土
地
の
賃
借
契
約
（
葵
蘭
の
更
新
を
含
む
。
）
く
を
す
る
に
際
し
て
借
地
権
の
対
価
と
し
て
土
地
所
有
者
ま
た
は
 
 

借
地
権
者
に
支
払
っ
た
金
額
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
金
顛
を
含
む
。
 

借
地
権
課
税
八
〇
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み
 
 
 



下
の
金
額
で
、
か
つ
、
一
〇
〇
万
円
以
下
の
金
額
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
建
物
等
の
取
得
価
額
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

⊥
∨
借
地
権
の
取
引
の
慣
行
に
あ
る
土
地
の
上
に
存
す
る
楚
物
等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
建
物
等
の
購
入
代
価
の
う
ち
借
地
権
の
 
 
 

対
価
と
承
め
ら
れ
る
部
分
の
金
額
 
 
 

二
 
貸
借
し
た
土
地
に
つ
い
て
し
た
改
良
の
た
め
の
地
盛
り
、
地
な
ら
し
、
埋
立
等
の
整
地
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
金
敬
 
 

輯
 
権
利
金
¢
認
定
課
税
 
 

以
上
は
く
昭
和
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
借
地
権
に
関
連
す
る
各
種
め
取
扱
い
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
同
族
会
社
及
び
そ
の
代
表
 
 

者
間
等
に
お
い
て
、
無
償
で
土
地
に
建
物
を
撃
て
さ
せ
た
場
合
に
＼
い
わ
ゆ
る
権
利
金
相
当
額
の
授
受
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
認
定
課
税
が
な
 
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
権
利
金
相
当
額
と
い
え
ば
、
か
な
り
の
高
額
で
あ
る
。
当
時
は
、
他
人
の
土
地
を
賃
借
す
る
場
合
、
商
業
地
域
等
に
お
い
て
は
高
 
 

額
な
権
利
金
を
授
受
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
同
族
会
社
と
そ
の
関
係
者
と
の
間
で
は
、
か
か
る
権
利
金
 
 

の
授
受
を
行
な
わ
ず
に
土
地
の
貸
借
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
様
な
場
合
に
、
高
額
な
権
利
金
相
当
額
を
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
 
 

済
事
情
の
変
更
と
は
云
え
、
な
か
な
か
理
解
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
認
定
課
税
が
国
税
局
協
議
団
の
審
査
事
案
と
な
る
例
が
相
当
 
 

出
て
来
る
の
セ
あ
る
。
次
に
そ
の
幾
例
か
を
み
て
み
よ
う
。
 
 

①
 
会
社
の
土
地
に
代
表
者
が
建
物
を
建
て
た
場
合
 
 
 

代
表
者
甲
の
一
〇
〇
％
同
族
会
社
A
社
は
、
東
京
都
台
東
区
所
在
の
所
有
地
に
、
甲
名
義
の
楚
物
を
楚
せ
さ
せ
た
が
、
借
地
権
の
対
価
の
授
 
 

受
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
な
お
、
翌
期
同
産
物
は
A
社
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
 
 
 

こ
の
事
例
に
つ
き
、
税
務
署
に
お
け
る
原
処
分
ほ
、
賃
貸
借
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
借
地
権
相
当
額
を
収
入
す
べ
き
も
の
と
し
、
雑
収
入
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



原
処
分
は
、
甲
か
ら
借
地
権
相
当
額
の
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
し
、
A
社
の
益
金
に
加
算
し
た
の
に
対
し
、
A
社
は
、
相
当
多
額
の
地
代
を
 
 

支
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
借
地
権
の
贈
与
が
あ
っ
た
と
み
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
審
査
の
段
階
で
、
A
社
ほ
、
 
 

借
地
権
の
入
手
を
認
め
、
そ
の
対
価
を
未
払
金
計
上
す
る
旨
申
出
た
。
 
 

③
 
子
会
社
が
親
会
社
の
借
地
上
に
ビ
ル
を
建
て
た
場
合
 
 
 

A
社
の
九
〇
％
同
族
で
あ
る
B
社
は
、
A
社
が
借
地
権
を
有
す
る
土
地
に
建
物
を
建
築
し
、
地
主
に
対
し
て
名
義
書
換
料
を
支
払
っ
た
。
 
 
 

原
処
分
ほ
、
借
地
権
の
譲
渡
と
認
定
し
、
相
続
税
評
価
額
と
名
義
書
換
料
と
の
差
額
を
B
社
の
益
金
に
加
算
し
た
の
に
対
し
、
B
社
は
、
同
 
 

社
が
A
社
の
一
〇
〇
％
同
族
で
、
一
身
同
体
で
あ
る
か
ら
、
借
地
権
の
譲
渡
と
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
審
査
の
処
理
ほ
、
 
 

設
立
当
時
の
株
主
構
成
を
見
る
と
B
社
の
主
張
は
容
れ
ら
れ
な
い
と
し
、
原
処
分
相
当
と
し
た
。
 
 

④
 
借
地
権
の
対
価
な
く
し
て
建
物
を
譲
受
し
た
場
合
 
 
 

A
社
は
、
そ
の
代
表
者
甲
所
有
地
上
の
建
物
を
、
B
社
（
代
表
者
は
甲
の
長
男
）
に
譲
渡
し
た
。
両
社
は
共
に
、
同
族
会
社
で
、
土
地
利
用
 
 

に
閲
し
、
両
社
間
に
文
書
に
よ
る
契
約
ほ
な
く
、
使
用
料
等
の
支
払
も
な
い
。
 
 

他
の
授
受
ほ
行
な
わ
な
い
。
 
 

②
 
代
表
者
の
土
地
に
会
社
が
ビ
ル
を
建
て
た
場
合
 
 
 

A
社
は
、
そ
の
代
表
者
甲
と
の
間
に
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
東
京
都
中
央
区
所
在
の
甲
所
有
地
に
ビ
ル
を
建
築
し
た
。
借
地
権
設
定
の
対
 
 

分
を
取
り
消
し
た
。
 
 

計
上
洩
と
し
て
益
金
に
加
算
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
協
議
団
の
審
査
の
処
理
は
、
住
宅
資
金
融
資
を
受
け
る
目
的
で
、
賃
貸
借
契
約
証
書
を
形
 
 

式
的
に
作
成
し
た
も
の
で
、
か
つ
、
翌
期
同
建
物
が
A
社
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
．
る
こ
と
か
ら
、
強
い
て
認
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
原
処
 
 

借
地
権
課
税
八
▲
○
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



三
九
二
 
 

鹿
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

原
処
分
は
、
B
社
に
対
す
る
建
物
譲
渡
が
、
徴
地
権
価
額
を
考
嵐
せ
サ
斗
か
つ
、
低
廉
な
価
額
に
よ
る
譲
渡
で
あ
り
、
同
族
会
社
で
あ
る
た
 
 

め
の
異
常
取
引
と
判
断
し
、
行
為
計
算
否
認
の
規
定
を
適
用
し
、
億
地
権
価
阻
を
認
定
し
、
A
社
の
所
得
計
計
上
温
金
に
加
算
し
た
。
こ
の
事
 
 

業
隼
訟
訴
提
起
に
よ
り
、
審
査
の
駄
定
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

以
上
四
例
は
、
昭
和
三
三
年
か
ら
同
三
五
年
に
か
け
て
な
さ
れ
た
取
引
に
閲
す
る
借
地
権
認
定
課
税
が
審
査
事
案
と
な
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
 
 

の
頃
は
、
相
野
か
か
る
認
定
課
税
が
な
さ
れ
で
い
る
が
、
、
そ
の
多
く
一
は
、
阻
族
会
社
に
於
け
を
ケ
「
ヘ
ス
で
、
同
族
会
社
の
行
為
計
算
不
敬
の
規
 
 

定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
親
子
会
社
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
如
ぐ
、
必
ず
し
も
一
行
為
計
算
否
認
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
限
ら
 
 

な
い
。
同
族
会
社
の
場
合
も
含
め
、
基
本
的
に
は
営
利
追
求
を
目
的
と
す
る
法
人
の
所
得
の
十
般
的
な
計
算
娩
定
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
．
、
対
価
の
痩
受
ノ
の
な
い
借
地
楷
の
移
転
の
場
合
で
も
、
そ
の
認
定
課
税
を
行
な
っ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
例
示
 
 

す
る
。
 

①
 
子
会
社
間
に
お
け
る
借
地
権
の
無
償
譲
渡
 
 
 

A
社
及
び
B
社
は
、
い
ず
れ
も
C
社
の
子
会
社
で
あ
る
。
A
社
は
、
東
京
都
よ
り
の
借
地
（
千
代
田
区
神
田
所
在
）
上
に
B
社
の
建
物
を
新
 
 

築
さ
せ
、
そ
の
大
部
分
を
自
社
で
使
用
す
る
こ
と
と
じ
た
。
B
社
に
建
物
を
新
築
さ
せ
た
の
は
、
 

務
を
行
っ
て
い
る
こ
 

こ
の
事
実
に
づ
き
、
A
B
両
社
が
C
の
子
会
社
で
あ
り
、
A
社
が
新
築
建
物
の
相
当
分
部
を
使
用
す
る
等
の
特
殊
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
 
 

B
社
が
借
地
確
を
譲
渡
し
た
り
、
C
が
両
社
の
株
式
を
譲
渡
し
な
い
限
り
′
∵
借
地
檜
の
移
転
、
取
得
に
対
し
隠
棲
的
に
課
碗
関
係
を
生
ぜ
し
め
 
 

（
注
8
）
 
 

な
い
と
し
た
。
 
 
 



②
 
親
会
社
が
一
〇
〇
％
子
会
社
に
借
地
を
転
貸
し
た
場
合
 
 
 

A
社
は
、
一
〇
〇
株
主
で
あ
る
B
社
が
借
り
て
い
る
東
京
都
千
代
田
区
所
在
の
土
地
の
転
貸
を
受
け
、
そ
こ
に
、
建
物
を
笹
築
し
貸
付
を
行
 
 

な
っ
て
い
る
。
地
代
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
た
る
B
社
に
支
払
っ
、
て
い
る
が
、
当
該
転
貸
に
つ
い
て
借
地
権
に
相
当
す
る
対
価
の
授
受
は
な
い
。
 
 
 

こ
の
事
実
に
つ
き
、
A
社
が
B
社
の
一
〇
〇
％
同
族
会
社
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
の
転
貸
は
実
質
上
同
一
法
人
内
部
の
行
為
と
み
な
し
て
借
 
 

（
注
9
）
 
 

地
権
相
当
額
の
受
贈
益
の
認
定
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
 
 
 

こ
の
事
実
は
、
前
述
し
た
基
本
通
達
第
七
七
項
の
問
 

、
 
 
 

③
 
建
物
売
買
予
約
契
約
を
伴
う
土
地
賃
貸
借
の
場
合
 
 

A
社
は
、
B
社
（
A
社
と
の
間
に
特
殊
の
関
係
な
し
）
所
有
の
東
京
都
杉
並
区
所
在
の
土
地
を
賃
借
し
、
建
物
を
建
築
の
う
え
、
同
社
に
賃
 
 

貸
す
る
。
B
社
ほ
、
本
件
建
物
を
五
年
以
内
に
買
受
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
A
社
は
、
正
当
の
理
由
が
な
い
限
り
拒
ま
な
 
 

い
。
こ
の
場
合
の
建
物
代
金
に
は
、
借
地
権
相
当
額
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
用
 
 
 

こ
の
事
実
に
つ
き
、
借
地
料
、
借
家
料
及
び
建
物
売
買
の
際
の
基
本
金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
で
あ
れ
ば
、
楚
物
売
買
予
約
契
約
書
に
よ
り
そ
 
 

（
注
1
0
）
 
 

の
契
約
締
結
後
五
年
以
内
に
そ
の
完
結
権
を
行
使
す
る
限
り
、
特
別
の
課
税
関
係
は
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
 
 

な
い
。
同
契
約
に
ほ
、
将
来
A
社
が
他
所
へ
移
転
し
、
女
は
解
散
し
た
時
ほ
、
そ
の
時
の
地
上
権
込
の
時
価
相
当
額
で
B
社
が
買
取
る
べ
き
旨
 
 

条
件
を
付
す
。
ま
た
、
A
社
は
、
新
設
ビ
ル
内
に
お
い
て
相
当
坪
数
の
事
務
室
を
使
用
し
、
B
社
は
土
地
使
用
料
と
し
て
地
上
権
込
の
賃
貸
料
 
 

金
を
支
払
い
、
A
社
は
借
室
料
と
し
て
借
地
嘩
に
対
応
す
る
賃
貸
料
込
の
料
金
を
支
払
う
誹
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



国
 
土
地
評
価
減
と
特
別
の
経
済
的
利
益
 
 
 

ノ   

二
九
四
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

こ
の
事
案
に
つ
き
、
A
社
が
そ
の
所
有
地
は
つ
い
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
附
款
と
し
て
A
社
が
他
所
へ
移
転
し
て
そ
の
土
地
を
必
要
 
 

と
し
な
く
な
っ
た
時
又
は
解
散
し
た
時
は
、
そ
の
時
の
地
上
権
込
の
時
価
相
当
額
を
も
っ
て
B
社
が
買
取
る
べ
き
旨
の
特
約
を
付
け
た
場
合
に
 
 

（
注
1
1
）
 
 

は
、
そ
の
契
約
の
締
結
に
よ
り
積
極
的
に
課
税
関
係
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
た
。
 
 

こ
れ
等
の
事
例
以
外
に
、
姉
妹
会
社
間
で
、
一
方
の
所
有
す
る
建
物
の
屋
上
に
、
他
方
が
建
物
を
笹
築
し
た
場
合
や
更
地
価
額
の
八
％
相
当
 
 （

注
1
2
）
 
 

額
の
地
代
を
支
払
っ
た
場
合
で
．
、
借
地
権
相
当
額
の
対
価
の
授
受
を
行
な
わ
な
わ
っ
た
も
の
に
つ
き
、
そ
れ
を
認
め
た
事
例
が
み
ら
れ
る
。
 
 

法
人
税
法
に
お
け
る
借
地
権
課
税
の
問
題
と
し
て
重
要
な
も
の
に
、
土
地
評
価
減
の
問
題
が
あ
る
。
、
法
人
税
法
施
行
規
則
第
一
七
条
の
二
の
 
 

規
定
に
関
連
す
る
。
所
得
税
法
で
は
、
昭
和
三
四
年
の
所
得
税
法
改
正
に
際
し
、
同
法
施
行
規
則
第
一
一
条
の
二
（
新
た
に
設
定
さ
れ
た
借
地
 
 

権
の
取
得
価
額
等
）
の
規
定
を
新
設
し
、
借
地
設
定
の
対
価
が
譲
渡
所
得
と
さ
れ
る
場
合
の
取
得
価
額
に
関
す
る
規
定
を
用
意
し
た
。
法
人
税
 
 

法
上
は
、
か
か
る
撰
定
が
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
、
前
述
し
た
評
価
減
の
規
定
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
。
現
実
に
借
地
権
を
設
定
さ
せ
る
の
 
 

は
、
旧
来
か
ら
所
有
し
て
い
た
土
地
に
対
し
て
で
あ
り
、
土
地
の
取
得
後
直
ち
に
貸
地
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
土
 
 

地
の
取
得
価
額
も
低
く
、
土
地
騰
貴
の
著
し
い
時
で
あ
る
か
ら
、
前
述
し
た
評
価
減
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
か
っ
た
。
法
人
税
法
上
で
 
 

は
、
例
え
土
地
価
額
の
八
部
な
い
し
九
割
に
も
及
ぶ
権
利
金
を
取
得
し
て
も
、
所
得
税
法
の
場
合
と
異
な
り
、
土
地
所
有
権
の
一
部
の
譲
渡
と
 
 

い
う
考
え
方
は
採
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
所
得
税
法
上
〕
権
利
金
に
対
す
る
課
税
を
回
避
す
る
目
的
で
ノ
、
借
地
権
の
設
定
に
際
し
、
檜
利
金
の
授
受
に
代
え
て
、
無
利
子
な
 
 

い
し
低
利
に
よ
る
金
銭
の
貸
付
等
の
形
式
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
地
主
が
経
済
的
な
利
益
を
受
け
る
事
例
が
相
当
出
て
釆
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
 
 

三
四
年
の
同
法
改
正
で
、
整
備
さ
れ
た
。
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
法
人
税
法
上
は
、
上
記
所
得
税
法
の
改
正
と
平
行
し
た
改
正
は
行
 
 
 



な
わ
れ
ず
、
昭
和
三
六
年
に
至
り
」
よ
う
や
く
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
人
税
法
施
行
罰
則
第
一
六
条
の
二
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
内
 
 

容
は
、
所
得
税
法
の
場
合
と
同
主
旨
で
あ
り
、
同
兢
定
は
、
翌
昭
和
三
七
年
に
は
、
法
人
税
法
上
の
借
地
権
課
税
規
定
の
整
備
と
共
に
改
正
さ
 
 

れ
る
の
で
説
明
を
省
略
す
る
。
 
 

関
 
税
制
調
査
会
の
審
議
 
 
 

昭
和
三
〇
年
代
に
入
り
、
い
わ
ゆ
る
借
地
権
の
認
定
課
税
を
す
る
ケ
ー
ス
が
相
当
出
て
来
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
と
こ
ろ
が
特
別
な
経
済
的
 
 

利
益
に
対
す
る
課
税
規
定
が
、
昭
和
三
六
年
の
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
以
外
に
、
借
地
権
に
関
す
る
別
段
の
規
定
が
な
い
た
め
に
、
法
人
税
 
 

課
税
上
各
種
の
問
題
が
生
じ
て
来
る
。
 
 

＜
問
題
の
所
在
＞
 
 

①
権
利
金
の
授
受
の
慣
行
の
あ
る
地
域
に
お
け
る
権
利
金
の
認
定
課
税
に
つ
い
て
、
遠
地
契
約
や
権
利
金
の
性
格
が
種
々
あ
り
取
引
の
実
情
 
 
 

に
合
な
い
面
が
あ
る
こ
と
、
個
別
的
な
事
例
に
つ
き
例
外
的
取
扱
い
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
比
較
的
高
額
な
地
代
を
収
受
し
て
い
る
場
合
に
 
 
 

も
認
定
課
税
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
い
か
な
る
場
合
に
認
定
課
税
を
行
な
う
べ
き
か
の
合
理
的
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
 
 
 

て
い
る
。
ま
た
認
定
課
税
を
行
な
わ
な
い
所
得
税
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
が
あ
る
。
 
 

②
 
法
人
税
に
お
い
て
は
、
権
利
金
を
土
地
の
部
分
的
所
有
権
と
い
う
べ
き
借
地
権
の
譲
渡
の
対
価
と
み
る
か
、
地
代
の
前
払
約
な
も
の
と
み
 
 
 

る
か
そ
の
区
分
が
明
ら
か
で
な
く
、
従
っ
て
、
権
利
金
収
入
が
全
額
益
金
と
な
る
反
面
、
妄
の
土
地
の
簿
価
の
損
金
算
入
を
認
め
ず
、
わ
ず
 
 
 

か
に
評
価
減
の
規
定
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

の
所
在
及
び
そ
の
検
討
と
結
論
に
つ
い
て
要
約
し
ょ
う
。
 
 

（
江
1
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 

3
）
 
 



借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

二
九
六
 
 
 

ま
た
、
所
得
税
に
つ
い
セ
も
、
譲
渡
所
得
と
不
動
産
所
得
と
の
区
分
基
準
を
土
地
価
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
か
苗
か
に
求
め
て
い
る
 
 
 

が
、
そ
の
理
論
的
な
説
明
に
つ
き
議
論
が
あ
る
∵
な
お
、
借
地
契
約
更
新
の
際
の
更
新
料
に
？
い
元
の
現
行
所
得
税
法
上
の
規
定
も
、
理
論
 
 
 

上
ほ
と
も
か
く
バ
当
初
設
定
の
際
の
権
利
金
の
額
等
の
記
録
の
保
存
等
か
ら
実
際
上
そ
の
適
用
ほ
無
理
で
あ
る
パ
 
 

③
 
土
地
所
有
者
が
受
け
る
特
別
の
経
済
的
に
つ
い
て
は
、
底
地
権
設
定
の
際
に
は
宋
実
現
の
利
益
で
こ
れ
を
課
税
対
象
と
す
る
こ
と
は
現
行
 
 
 

税
法
の
基
本
的
な
考
え
に
反
し
、
ま
た
、
＼
借
入
金
の
運
用
益
ほ
課
税
さ
れ
る
こ
と
か
ら
二
重
課
親
の
議
論
が
あ
る
∵
 
 

④
 
現
在
所
得
税
、
法
人
税
と
も
に
、
借
地
権
の
償
却
を
認
め
て
ノ
い
な
い
が
、
借
地
権
は
法
律
上
一
恵
期
間
を
限
刀
有
効
な
も
の
で
あ
り
、
契
 
 
 

約
更
新
の
際
に
は
、
相
当
の
金
額
を
地
主
に
支
払
う
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
′
そ
の
償
却
を
認
め
る
ボ
き
で
あ
る
と
の
談
論
が
あ
る
1
 
 
 

＜
検
討
と
緒
論
＞
 
 

①
∴
楷
利
金
の
授
受
の
な
い
借
地
権
の
設
定
に
つ
き
、
認
定
課
税
を
行
な
わ
な
か
っ
た
事
案
を
検
討
し
た
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
し
も
一
貫
し
だ
 
 
 

原
則
は
見
い
出
せ
ず
、
そ
の
点
か
 

次
に
ハ
比
較
的
高
額
な
地
代
を
収
受
し
て
い
る
場
合
に
は
、
理
論
的
に
も
、
地
代
の
資
本
還
元
額
が
地
代
収
受
権
と
し
て
の
土
地
価
額
に
 
 
 

等
し
い
か
ら
、
と
れ
と
更
地
と
し
て
ゐ
土
地
価
額
に
等
し
い
場
合
に
は
へ
認
定
課
税
を
行
な
う
べ
き
で
ほ
な
い
り
 
 
 

結
論
と
し
て
権
利
金
の
認
定
課
税
ほ
、
地
代
を
資
奉
還
元
も
て
得
た
土
地
の
価
額
が
予
更
地
と
し
て
め
篠
旗
に
達
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
 
 

達
し
な
い
差
額
に
つ
い
・
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
収
受
し
た
権
利
金
が
あ
れ
ば
、
そ
の
差
額
か
ら
控
除
す
べ
き
で
あ
る
。
但
 
 

し
ぃ
差
額
の
僅
少
な
も
の
、
短
期
的
な
土
地
利
用
等
通
常
権
利
金
の
授
受
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
実
際
上
相
当
の
考
慮
す
 
 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

個
人
の
場
合
に
ほ
1
み
な
し
譲
渡
課
税
の
制
度
の
廃
止
と
の
関
連
か
ち
認
定
課
税
は
行
な
わ
な
い
。
但
七
∵
一
段
設
定
さ
れ
た
借
地
権
を
 
 
 



譲
渡
し
た
場
合
に
控
除
す
べ
き
取
得
価
額
ほ
、
当
初
無
償
で
取
得
し
た
も
の
は
無
い
も
の
と
し
、
権
利
金
を
支
払
っ
た
も
の
は
、
そ
の
額
と
 
 
 

す
る
。
 
 

②
 
借
地
権
権
の
設
定
に
よ
り
堅
固
な
産
物
が
設
置
等
丸
た
場
合
．
、
そ
の
土
地
は
、
′
姦
代
収
受
権
セ
し
て
の
い
わ
ゆ
考
慮
地
の
価
値
し
か
有
し
 
 
 

な
く
な
る
。
し
か
し
て
、
底
地
の
価
額
ほ
地
代
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
底
地
の
価
額
の
下
落
が
著
し
い
場
合
に
は
、
権
利
金
を
対
価
 
 
 

と
し
て
、
土
地
所
有
権
の
価
値
の
一
部
の
譲
渡
が
あ
っ
た
牒
の
と
み
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
場
合
、
底
地
価
額
が
ど
の
程
度
下
落
し
た
場
合
碇
、
資
産
の
譲
渡
と
し
て
課
潤
す
る
か
は
、
底
地
価
額
の
算
定
方
法
と
共
に
な
お
検
 
 
 

討
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
資
産
の
譲
渡
と
み
る
場
合
に
は
、
借
地
権
に
対
応
す
る
簿
価
の
現
金
算
入
は
当
然
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
地
主
の
受
け
る
更
新
料
又
は
名
義
変
更
料
は
、
こ
れ
に
よ
り
底
地
価
額
が
更
に
下
落
す
る
も
町
で
は
な
い
と
い
ケ
考
え
方
も
有
る
 
 
 

こ
と
、
又
、
譲
渡
所
得
と
す
る
場
合
の
取
経
価
額
計
算
の
た
め
の
記
録
保
存
等
に
訂
簸
性
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
所
得
税
法
上
ほ
、
 
 
 

不
動
産
所
得
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
 
 

③
 
特
別
の
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
ば
、
借
地
権
の
設
定
に
よ
り
、
そ
れ
を
対
価
と
し
て
、
土
地
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
一
部
が
実
現
し
 
 
 

た
も
め
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
叉
、
通
常
の
金
銭
等
に
よ
る
取
引
と
の
権
衡
な
い
し
脱
法
行
為
の
仰
制
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

か
ら
、
末
実
現
利
益
な
い
し
二
重
の
課
税
と
は
考
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
規
定
で
は
、
運
用
益
に
対
す
る
将
来
 
 
 

の
課
税
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
適
正
な
税
引
利
回
り
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

④
 
借
地
権
は
、
土
地
と
同
様
減
価
す
る
も
′
の
で
な
い
か
ら
、
償
却
は
静
め
る
べ
き
で
な
い
が
、
更
新
に
伴
り
更
新
料
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
 
 
 

更
新
期
の
到
来
に
よ
り
従
来
の
借
地
権
の
価
額
が
下
落
し
、
を
の
部
分
だ
け
更
新
料
の
麦
払
が
行
な
わ
れ
た
も
の
ど
い
え
る
¢
で
、
相
当
の
 
 
 

簿
価
の
減
額
を
認
め
、
最
新
粁
ぼ
借
地
脂
身
隠
備
に
加
算
す
る
の
を
適
当
と
す
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



掴
 
借
地
権
課
税
の
整
備
（
昭
和
三
七
年
l
部
改
正
）
 
 
 

税
制
調
査
会
の
審
議
結
果
に
基
づ
き
、
昭
和
三
七
年
法
人
税
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
、
借
地
権
に
関
す
る
課
税
の
合
理
化
が
な
さ
れ
る
。
 
 

そ
の
中
心
と
な
る
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
第
一
六
条
の
二
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
他
第
一
六
条
の
三
（
借
地
権
の
設
定
等
に
よ
り
地
価
が
著
し
 
 

く
低
下
す
る
場
合
の
土
地
等
の
帳
簿
価
額
の
一
部
損
金
算
入
）
及
び
第
〓
ハ
条
の
四
（
借
地
権
等
に
つ
き
更
新
料
を
支
払
っ
た
場
合
の
所
得
計
 
 

算
）
の
各
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
 
 

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
七
年
三
月
三
一
日
 
政
令
第
九
五
号
改
正
）
 
 

（
土
地
の
使
用
上
に
伴
う
対
価
に
つ
い
て
の
所
得
の
計
算
）
 
 
 

第
十
六
条
の
二
 
借
地
権
（
地
上
権
又
は
土
地
の
賃
借
権
を
い
う
。
）
若
し
く
は
地
役
権
の
設
定
に
よ
り
土
地
を
使
用
さ
せ
、
又
は
借
地
権
の
転
貸
そ
の
他
 
 

他
人
を
し
て
当
該
借
地
権
・
に
係
る
土
地
を
使
用
さ
せ
る
行
為
を
し
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
の
対
価
と
し
て
通
常
権
利
金
そ
の
他
の
一
時
金
（
以
 
 

下
本
条
に
お
い
て
権
利
金
と
い
う
。
）
を
収
受
す
る
取
引
上
の
慣
行
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
権
利
金
取
収
受
に
代
え
、
当
該
土
地
（
借
地
権
者
 
 

に
あ
っ
て
は
借
地
権
）
の
価
額
（
通
常
収
受
す
べ
き
権
利
金
に
満
た
な
い
金
額
を
権
利
金
と
し
て
収
受
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
価
額
か
ら
そ
 
 

の
収
受
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
に
照
ら
し
当
該
使
用
の
対
価
と
し
て
相
当
の
地
代
を
収
受
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
土
地
の
使
用
に
係
る
取
引
は
 
 

正
常
な
取
引
条
件
で
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
法
人
の
所
得
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
注
1
4
）
 
 
 

こ
の
改
正
に
伴
い
、
二
七
項
目
に
亘
る
取
扱
通
達
が
定
め
ら
れ
る
。
次
に
、
重
要
な
数
項
目
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
み
よ
う
。
 
 
 

第
二
項
 
使
用
の
対
価
と
し
て
の
相
当
の
地
代
 
 

規
則
第
一
六
条
の
二
に
規
定
す
る
「
相
当
の
地
代
」
の
計
算
式
を
示
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
ほ
、
更
地
価
額
（
惰
利
金
等
 
 

の
収
受
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
控
除
す
る
）
に
対
し
て
年
八
％
程
度
の
地
代
を
収
受
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
相
当
と
す
る
。
 
 
 

第
一
二
項
 
通
常
収
受
す
べ
き
権
利
金
ま
た
は
相
当
の
地
代
を
収
受
し
て
い
な
い
場
合
の
権
利
金
の
認
定
 
 

法
人
が
借
地
権
等
を
設
定
し
、
通
常
収
受
す
べ
き
権
利
金
な
い
し
相
当
の
地
代
を
収
受
し
て
い
な
い
場
合
で
、
通
常
収
受
す
べ
き
権
利
金
相
当
額
の
う
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



ち
、
贈
与
し
た
と
認
め
ら
れ
る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
取
引
の
対
手
方
に
対
す
る
寄
附
金
な
い
し
給
与
と
す
る
。
地
代
相
当
額
を
認
定
す
る
の
で
は
 
 
 

な
く
、
権
利
金
相
当
額
の
認
定
で
あ
る
。
無
論
こ
の
場
合
権
利
金
相
当
額
は
法
人
の
益
金
に
算
入
さ
れ
る
。
 
 

第
一
五
項
 
土
地
等
の
一
時
使
用
の
場
合
の
取
扱
 
 
 

法
人
が
借
地
権
の
設
定
を
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
借
地
人
が
物
品
置
場
、
駐
車
場
等
と
し
て
更
地
の
ま
ま
一
時
的
に
使
用
す
る
時
な
ど
通
常
権
利
金
の
 
 
 

授
受
を
伴
わ
な
い
土
地
の
一
時
使
用
に
つ
い
て
は
、
権
利
金
の
認
定
課
税
は
行
な
わ
な
い
。
前
記
税
制
調
査
会
で
の
審
議
結
果
で
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
 
 
 

る
。
 
 

第
一
六
項
 
借
地
権
の
価
額
を
含
め
な
い
価
額
に
よ
る
建
物
等
の
譲
渡
 
 
 

借
地
権
の
価
額
を
含
め
な
い
で
借
地
上
の
建
物
等
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、
借
地
権
の
無
償
譲
渡
と
取
り
扱
う
。
一
部
を
支
払
っ
た
場
合
は
、
低
額
儲
渡
 
 
 

で
あ
る
。
同
主
旨
の
判
例
は
前
述
し
た
。
 
 

第
二
四
境
 
複
利
の
方
法
に
よ
る
現
在
価
値
に
相
当
す
る
金
額
の
計
算
 
 
 

特
別
の
経
済
的
利
益
を
受
け
た
場
合
の
複
利
の
方
法
に
よ
る
現
在
価
値
に
相
当
す
る
金
額
の
計
算
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
通
常
の
利
率
を
十
割
と
 
 
 

し
た
。
所
得
税
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
 
 

第
二
八
項
 
借
地
権
の
無
償
取
得
ま
た
は
低
廉
取
得
 
 
 

法
人
が
無
償
又
は
不
当
に
低
い
価
額
で
借
地
権
の
設
定
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
れ
が
贈
与
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
は
、
借
地
権
 
 
 

の
取
得
価
額
に
含
め
る
。
無
論
法
人
の
所
得
計
算
上
益
金
に
算
入
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
籍
一
二
項
の
場
合
と
逆
に
、
法
人
が
借
地
人
と
な
っ
た
場
合
で
あ
 
 

る
。
 
 

第
二
九
項
 
前
項
の
場
合
に
法
人
が
贈
与
を
受
け
た
と
認
め
ら
れ
る
金
板
を
地
主
に
支
払
う
こ
と
宜
し
、
借
地
権
の
取
濁
価
額
を
増
額
す
る
首
申
し
出
た
場
 
 
 

合
に
は
、
未
払
金
計
上
を
条
件
に
そ
の
経
理
を
認
め
る
。
法
人
の
意
志
を
尊
重
し
た
。
 
 

第
三
〇
項
 
借
地
権
等
の
取
得
 
 
 

法
人
が
他
人
の
土
地
の
上
に
建
物
等
を
建
築
し
た
場
合
に
、
例
え
権
利
金
な
い
し
地
代
の
授
受
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
人
の
所
得
計
算
上
は
、
 
 
 

借
地
権
の
取
得
と
し
て
法
人
税
法
等
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
重
要
な
取
扱
い
で
あ
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



第
三
一
項
 
借
地
権
等
の
消
滅
の
場
合
の
損
金
算
入
 
 

借
地
上
の
建
物
等
と
共
に
借
地
権
を
藤
波
し
た
場
合
、
ま
た
は
凄
物
等
め
滅
失
に
よ
り
借
地
契
約
が
消
滅
し
、
東
新
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
借
地
 
 

権
の
帳
籍
価
額
を
損
金
に
算
入
す
る
。
前
者
は
譲
渡
原
価
と
し
て
当
然
で
あ
り
、
後
者
は
、
借
地
権
の
特
質
か
ら
く
る
一
時
償
却
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
二
項
 
貸
地
の
返
還
を
受
け
た
場
合
の
取
扱
 
 

貸
地
の
変
遷
を
受
け
た
場
合
を
、
無
償
の
場
食
、
立
退
料
の
み
を
支
払
っ
た
場
合
及
び
立
退
料
込
み
で
貸
地
上
の
建
物
を
買
収
し
た
場
合
に
区
分
し
、
 
 

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
一
定
の
金
額
を
土
地
の
帳
簿
価
額
に
加
算
す
る
。
規
則
第
一
六
条
な
い
し
第
一
七
条
の
規
定
と
の
関
連
で
あ
る
。
 
 

㈹
 
借
地
権
関
係
取
扱
い
の
運
用
「
 

昭
和
三
七
年
の
税
法
改
正
及
び
そ
れ
に
伴
い
取
扱
通
産
を
定
め
た
こ
と
に
よ
り
、
法
人
税
に
関
す
る
借
地
檜
課
税
が
相
当
明
確
に
さ
れ
た
。
 
 

所
得
税
に
遅
れ
る
こ
と
三
年
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
改
正
法
現
及
び
そ
の
取
扱
い
は
、
全
国
的
に
適
用
さ
れ
る
J
東
京
地
方
そ
の
他
大
都
市
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
 
 

相
当
認
定
課
税
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
特
に
大
き
な
影
響
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
に
お
い
て
は
、
納
税
者
と
の
 
 

間
に
無
用
の
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
れ
を
避
け
牒
目
的
で
、
借
地
権
に
関
す
る
取
扱
い
の
実
施
に
つ
い
て
、
国
税
庁
か
ら
各
 
 

（
注
1
5
）
 
国
税
務
屑
宛
に
留
意
事
項
が
指
示
き
れ
た
。
そ
の
主
な
事
項
は
次
の
ヒ
蘇
り
で
あ
る
、
か
 
 

（
借
地
権
の
慣
行
等
の
調
査
）
 
 
 

一
借
地
権
の
設
定
等
に
伴
う
権
利
金
の
認
定
等
に
あ
た
っ
て
ほ
、
す
べ
て
そ
の
土
地
の
存
す
る
地
域
に
つ
い
て
借
地
権
の
設
定
等
に
あ
た
り
権
利
金
を
収
 
 

受
す
る
慣
行
の
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
」
国
税
局
は
も
ち
ろ
ん
市
街
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
内
の
主
要
な
地
域
に
 
 

っ
い
て
借
地
雁
の
設
定
に
あ
た
り
権
利
金
を
収
受
す
る
慣
行
の
有
無
、
土
地
の
評
価
板
、
借
地
権
割
合
、
相
当
の
地
代
の
額
等
の
実
態
を
把
捉
す
る
と
と
 
 
 

も
に
、
土
地
の
取
引
に
関
す
る
精
通
者
の
意
見
等
を
参
し
や
く
し
て
そ
の
適
正
な
魔
行
を
図
る
こ
と
。
 
 

（
申
告
の
指
導
）
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 



前
述
し
た
如
く
、
昭
和
三
七
年
の
法
人
税
法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
巧
借
地
権
課
税
の
合
理
化
が
図
ら
れ
、
垂
三
八
年
の
政
教
通
草
の
定
め
 
 

に
よ
り
、
そ
の
取
扱
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
、
こ
れ
等
を
み
て
わ
か
る
と
お
り
、
借
地
権
課
税
は
相
当
複
雑
で
、
、
且
つ
、
技
術
的
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
将
に
借
地
権
を
中
心
と
す
る
土
地
利
用
関
係
の
複
難
き
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、
…
土
地
利
用
関
係
が
一
義
的
な
も
の
で
な
 
 

く
、
権
利
金
授
受
の
慣
行
に
も
地
域
的
な
特
殊
性
が
あ
ゃ
、
更
に
土
地
価
額
の
高
額
な
こ
と
に
よ
る
経
済
的
な
影
響
も
大
き
い
こ
ど
等
各
種
の
 
 

要
因
か
ら
、
具
体
的
な
事
実
に
当
り
種
々
の
問
題
が
、
い
わ
ば
、
必
然
的
に
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
が
訴
訟
事
件
と
し
て
争
そ
わ
 
 

（
注
1
6
）
 
 

れ
た
事
例
の
中
か
ら
同
族
会
社
が
そ
の
代
表
者
ら
共
有
の
土
地
を
使
用
す
る
関
係
は
使
用
貸
借
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
を
掲
げ
る
1
こ
の
事
件
 
 

は
事
実
認
定
の
問
題
が
大
き
い
が
、
法
人
税
法
上
の
借
地
権
の
認
定
課
税
の
基
本
的
な
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
・
重
要
な
事
件
で
あ
る
。
 
 
 

＜
事
件
の
概
要
＞
 
 
 

原
告
甲
社
は
、
訴
外
同
社
代
表
取
締
役
A
外
七
名
共
有
に
か
か
る
名
古
屋
市
中
区
所
在
土
地
を
借
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
三
入
牢
中
 
 

二
 
借
地
権
に
関
す
る
法
人
税
法
髄
行
渡
則
第
一
六
条
の
二
等
の
洩
定
お
ま
び
通
達
の
内
容
に
つ
い
て
、
納
税
者
に
対
し
て
′
は
説
明
会
等
の
開
催
等
を
利
用
 
 
 

し
て
十
分
説
明
を
行
い
、
税
理
士
会
、
法
人
会
、
青
色
申
告
会
等
を
通
じ
て
そ
の
趣
旨
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
機
会
を
通
じ
て
借
地
権
の
 
 
 

設
定
等
の
具
体
的
事
併
に
あ
た
っ
て
納
税
者
が
つ
と
勃
て
事
前
相
談
の
機
会
を
も
つ
よ
う
患
よ
う
す
る
こ
と
。
 
 

（
相
当
の
地
代
の
算
定
）
 
 

九
 
借
地
権
の
認
定
等
に
あ
た
り
権
利
金
の
収
受
に
代
え
て
収
受
す
べ
き
相
蟄
の
地
代
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
通
達
「
十
こ
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
 
 
 

地
代
の
板
は
偏
に
次
の
よ
う
な
事
情
せ
考
慮
し
て
適
正
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
必
凄
で
あ
渇
か
ら
、
重
要
な
蕃
蒸
に
ゃ
い
て
、
は
国
税
局
に
お
い
て
税
務
署
 
 
 

か
ら
処
理
事
案
を
上
申
さ
せ
て
取
扱
の
統
一
を
図
る
こ
と
。
 
 
 

〓
 
土
地
の
所
在
地
の
立
地
条
件
（
商
業
地
城
、
住
宅
地
域
等
の
区
分
）
 
 

国
 
産
物
等
の
構
造
の
区
分
（
鉄
筋
造
、
木
造
等
の
区
分
）
 
 

団
 
地
価
の
値
上
り
に
伴
い
地
代
の
改
訂
が
行
わ
れ
る
旨
の
特
約
の
有
無
 
 

借
地
権
課
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み
 
 
 



三
〇
二
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

に
そ
の
貸
借
契
約
を
合
意
解
除
し
、
共
有
者
に
返
還
し
た
。
そ
の
際
、
庶
告
は
ヽ
昏
借
権
絡
滅
 

で
被
告
税
務
署
長
は
、
右
原
告
の
行
為
は
、
賃
借
権
消
滅
に
伴
い
通
常
収
受
す
べ
き
対
価
を
土
地
共
有
者
の
利
益
の
た
め
に
収
受
し
な
か
っ
 
 

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
、
原
告
は
賃
借
権
消
滅
に
伴
い
通
常
授
受
さ
れ
る
べ
き
経
済
町
制
益
を
収
受
し
、
そ
れ
を
土
地
共
有
者
 
 

に
贈
与
し
た
と
同
一
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
経
済
的
利
益
を
原
告
の
益
金
に
算
入
す
る
と
共
に
、
共
有
者
に
対
す
る
役
員
賞
与
な
い
し
寄
付
 
 

金
と
し
て
所
得
を
計
算
し
た
。
 
 
 

裁
判
所
は
、
右
土
地
の
貸
借
関
係
に
つ
き
、
〉
使
用
貸
借
と
認
定
し
、
「
土
地
の
使
用
貸
借
を
合
意
解
除
す
る
場
合
に
、
〉
地
主
が
使
用
借
人
 
 

に
使
用
借
権
消
滅
の
対
価
を
支
払
う
こ
と
は
通
常
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
右
使
用
貸
借
を
合
意
解
除
す
る
に
当
り
、
何
等
対
価
を
 
 

受
領
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
右
土
地
共
有
者
に
経
済
的
利
益
を
供
与
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
 
 
 

使
用
貸
借
と
認
定
し
た
理
由
は
、
本
件
土
地
共
有
者
ほ
、
原
告
会
社
代
表
者
A
及
び
そ
の
親
族
で
あ
る
。
原
告
会
社
は
A
一
族
の
同
族
会
 
 

社
で
、
そ
の
取
締
役
三
名
も
右
土
地
共
有
者
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
本
件
土
地
利
用
関
係
は
、
経
済
的
に
は
恰
も
自
己
の
所
有
地
を
自
ら
使
 
 

用
す
る
と
同
様
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
原
告
は
土
地
共
有
者
と
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
な
く
、
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
認
め
ら
 
 

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
慮
告
の
帳
簿
に
賃
料
支
払
の
記
載
が
あ
る
が
、
現
実
に
支
払
わ
れ
た
事
実
が
な
く
、
た
だ
租
税
対
策
上
そ
の
よ
う
に
記
載
し
た
に
 
 

過
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
、
賃
貸
償
と
認
定
す
争
J
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
た
。
 
 

本
判
決
に
対
し
、
被
告
は
控
訴
し
た
。
控
訴
審
判
決
は
ま
だ
で
て
い
な
い
。
 
 

囲
 
昭
和
三
七
年
改
正
後
 
 

昭
和
四
〇
年
法
人
税
法
が
全
文
改
正
さ
れ
、
同
時
に
法
人
税
法
施
行
令
が
、
法
人
税
法
施
行
規
則
に
代
っ
て
定
め
ら
れ
る
が
、
借
地
権
に
閑
 
 
 



す
る
規
定
は
、
基
本
的
に
は
変
ら
な
い
。
そ
の
後
定
め
ら
れ
た
取
扱
い
と
し
て
は
、
「
土
地
の
賃
貸
を
し
た
場
合
の
借
地
権
相
当
額
の
損
金
算
 
（
荘
1
7
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
 

1
8
）
 
入
」
、
「
建
物
等
の
区
分
所
有
に
か
か
る
借
地
権
割
合
の
計
算
」
等
が
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
四
四
年
に
法
人
税
法
基
本
通
達
を
定
め
た
こ
と
に
 
 

伴
い
、
借
地
権
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
各
種
の
取
扱
い
が
整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
は
、
基
本
的
に
重
要
な
取
扱
い
の
新
た
な
定
め
ま
 
 

た
は
変
更
は
な
い
。
 
 

以
上
の
と
お
り
法
人
税
法
上
借
地
権
に
関
す
る
規
定
ほ
、
昭
和
三
七
年
の
同
法
改
正
に
よ
り
基
本
的
に
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
 
 

て
借
地
権
課
税
の
問
題
が
総
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
し
た
訴
訟
事
件
を
初
め
、
法
令
の
規
定
ま
た
は
各
種
の
取
扱
に
つ
い
て
色
 
 

々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
注
1
）
昭
二
五
、
九
、
八
付
置
法
丁
九
三
（
昭
二
五
、
九
、
二
五
付
置
法
丁
一
〇
〇
「
法
人
税
基
本
通
達
」
に
同
じ
。
）
 
 
 

（
注
2
）
 
昭
二
六
、
九
、
二
五
付
直
法
一
1
一
三
〇
 
 

（
注
1
1
）
 
昭
三
≒
一
二
、
．
一
付
直
法
一
1
二
一
二
 
 

（
注
1
2
）
 
昭
三
四
、
二
、
二
四
付
直
調
三
1
二
〇
外
 
 
 

借
地
権
課
税
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〇
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あ
ゆ
み
 
 
 

（
注
4
）
 
昭
三
一
、
七
、
 
 

（
注
5
）
 
昭
三
三
、
三
、
 
 

（
注
6
）
 
昭
三
四
、
八
、
 
 

（
注
7
）
 
昭
三
五
、
三
、
 
 

（
注
8
）
 
昭
三
三
、
四
、
 
 

（
注
9
）
 
昭
三
四
、
二
、
 
 

（
注
1
0
）
 
昭
三
四
、
八
、
 
 

（
注
3
）
 
神
戸
地
裁
昭
三
六
（
行
）
第
八
号
昭
三
八
、
 
 

二
付
直
法
三
三
七
 
 

一
九
付
査
調
三
－
二
九
 
 

二
田
付
直
法
一
－
一
五
〇
第
一
一
九
項
 
 

一
付
直
接
一
－
二
八
第
」
項
 
 

一
九
付
置
法
一
－
八
三
 
 

二
四
付
査
調
三
－
ニ
ー
 
 

二
七
付
置
法
一
－
一
五
七
 
 

一
、
一
六
判
決
（
行
裁
例
集
一
四
巻
一
二
号
ニ
ー
四
四
貫
）
 
 



4
相
続
税
法
に
つ
い
て
 
 
 

H
 
昭
聖
〓
毒
全
文
改
正
 
 

明
治
三
八
年
制
定
さ
れ
た
相
続
税
法
は
、
数
度
の
慧
を
経
な
が
ら
も
昭
和
二
二
年
全
蓑
正
を
受
け
る
ま
で
約
四
〇
年
間
施
行
さ
れ
た
。
 
 

昭
和
二
二
年
の
全
文
慧
は
、
新
憲
法
の
制
定
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
民
法
、
特
に
同
法
相
続
編
の
根
本
的
な
改
正
に
伴
い
、
害
さ
れ
た
も
の
 
 

で
、
霊
の
重
要
事
驚
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

①
家
督
相
続
と
遺
産
相
続
の
税
率
の
区
別
を
廃
止
し
た
こ
と
。
 
 

②
相
続
税
の
課
税
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
他
面
負
担
の
適
正
を
図
っ
た
こ
と
。
 
 

③
申
告
納
税
制
度
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
延
納
及
び
物
納
の
制
度
に
改
正
を
加
え
た
こ
と
 
 

④
相
続
税
の
補
完
税
と
し
て
贈
与
税
を
創
設
し
た
こ
と
。
 
 

降
に
警
税
の
創
設
は
、
本
稿
に
閲
し
蓑
な
意
義
を
有
す
る
。
警
税
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
如
く
、
一
度
廃
止
さ
れ
、
昭
和
二
八
年
 
 

に
再
創
讐
れ
る
の
で
あ
る
が
、
璧
税
に
関
す
る
翼
が
整
備
さ
れ
る
に
伴
な
い
、
雲
間
に
お
け
る
土
地
の
使
用
貸
借
に
つ
い
て
の
問
題
 
 

が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
注
笹
）
臍
苧
六
、
三
「
驚
調
査
会
答
申
及
び
そ
の
審
議
の
内
容
と
経
過
の
説
巴
」
左
右
八
頁
以
下
 
 

（
注
1
4
）
 
昭
三
八
、
二
、
五
付
置
審
（
法
）
三
 
 

（
注
巧
）
昭
三
八
、
二
、
三
付
置
審
（
法
）
二
四
外
 
 

（
注
1
6
）
名
古
屋
地
裁
昭
望
一
（
行
り
）
黄
玉
号
昭
四
四
、
九
、
一
二
判
決
 
 

（
注
叩
）
 
解
義
○
、
二
、
三
〇
付
直
審
（
法
）
八
四
第
九
八
項
 
 

（
注
1
8
）
昭
四
二
、
三
、
八
付
置
審
（
法
）
九
七
第
一
四
項
 
 

三
〇
四
 
 



次
に
、
昭
和
二
二
牢
全
文
改
正
中
、
基
本
と
な
る
規
定
を
掲
げ
る
。
 
 

相
続
税
法
（
昭
和
二
二
年
四
月
三
〇
日
 
法
律
第
八
七
号
）
 
 
 

第
二
条
 
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
際
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
と
ぎ
は
、
相
続
財
産
の
全
部
に
対
し
相
続
税
を
課
す
る
。
 
 
 

第
三
粂
 
贈
与
者
が
贈
与
の
あ
っ
た
年
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
と
き
は
、
贈
与
財
産
の
全
部
に
対
し
贈
与
税
を
課
す
る
。
 
 
 

第
十
四
条
 
左
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
の
所
在
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
場
所
に
よ
る
。
 
 
 

一
動
産
若
し
く
は
不
動
産
又
ほ
不
動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
動
産
又
は
不
動
産
の
所
在
 
 
 

0
 
借
地
権
課
税
の
全
国
化
 
 
 

大
正
末
年
頃
に
は
、
既
に
東
京
地
方
に
お
い
て
は
、
借
地
権
が
相
続
財
産
と
し
て
課
税
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
昭
和
二
一
年
の
財
産
税
法
で
 
 

は
、
東
京
及
び
横
浜
地
方
で
、
課
税
財
産
に
算
入
さ
れ
た
。
借
地
権
が
全
国
的
に
課
税
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
二
四
年
以
降
で
あ
 
 

る
。
但
し
、
借
地
権
た
る
地
上
権
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
八
年
相
続
税
法
に
明
ら
か
な
如
く
、
評
価
方
法
も
法
定
さ
れ
、
古
く
か
ら
課
税
財
産
 
 

と
さ
れ
て
い
た
。
 
 

（
注
2
）
 
 
昭
和
二
二
年
相
続
税
法
は
、
地
上
権
に
つ
い
て
、
そ
の
評
価
方
法
を
法
定
し
た
が
、
借
地
権
た
る
地
上
権
を
除
外
し
た
。
一
般
に
取
引
価
額
 
 

（
注
3
）
 
の
有
る
こ
と
を
予
想
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
年
に
は
、
改
正
法
の
取
扱
通
達
が
定
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
、
借
地
権
た
る
地
上
権
の
評
価
 
 

方
法
を
定
め
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

六
十
七
 
地
上
権
で
借
地
法
に
規
定
す
る
借
地
権
た
る
も
の
の
価
額
は
、
当
該
地
方
に
お
い
て
特
別
の
取
引
価
額
の
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
地
上
権
の
価
額
 
 

に
準
ず
る
。
 
 
 

こ
こ
に
地
上
権
の
法
定
評
価
方
法
は
、
そ
の
日
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
価
額
に
、
残
存
期
間
に
応
じ
定
め
ら
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
算
出
す
 
 

る
方
法
で
あ
る
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



一
方
、
当
時
東
京
及
び
横
浜
地
方
で
評
価
さ
れ
た
借
地
権
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
東
京
国
税
雫
、
昭
和
二
二
 
（
注
 

4
）
 
年
一
〇
月
相
続
、
贈
与
財
産
の
評
価
基
準
を
定
め
た
も
の
が
あ
る
。
 
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
 
 

一
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
引
上
率
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
但
し
、
右
に
よ
っ
て
評
価
し
た
も
の
が
、
財
産
税
の
評
価
基
準
決
定
後
の
状
況
の
変
化
 
 
 

等
に
よ
り
実
情
に
副
ほ
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
評
価
額
に
対
し
ー
一
割
以
内
の
増
減
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

と
定
め
、
財
産
税
の
課
税
価
額
に
対
し
一
定
の
倍
数
を
乗
じ
る
評
価
方
法
を
採
っ
た
。
次
表
に
、
そ
の
宅
地
及
び
借
地
権
の
財
産
税
評
価
に
対
 
 

す
る
引
上
率
を
示
す
。
な
お
、
昭
和
二
三
竺
月
言
以
降
相
続
開
始
（
贈
与
）
の
も
の
は
、
そ
の
後
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
表
八
）
 
 

通
牒
区
域
 
区
 
分
 
 
 

全
 
 
管
 
宅
 
地
 
 

〃
 
 
借
地
権
 
 

翌
昭
和
二
三
年
に
は
、
 
 

五
財
産
税
課
税
時
期
に
お
い
て
は
、
借
地
権
の
課
税
が
僅
少
で
あ
る
た
め
、
そ
の
評
価
を
見
合
せ
て
評
定
倍
数
を
定
め
な
か
っ
た
階
級
の
土
地
に
つ
い
て
 
 

も
、
土
地
の
価
額
の
騰
貴
と
と
も
に
借
地
権
の
価
格
を
評
価
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
評
定
倍
数
の
定
め
の
あ
る
最
下
 
 

級
の
土
地
の
倍
数
に
比
準
し
て
そ
の
倍
数
を
定
め
、
借
地
権
の
価
額
を
評
定
す
る
。
 
 

六
川
崎
市
の
中
心
部
で
あ
っ
て
、
借
地
権
の
売
買
の
行
わ
れ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
横
浜
市
鶴
見
区
の
借
地
権
の
価
額
に
比
準
し
て
、
そ
の
価
額
を
 
 
 

評
定
す
る
。
 
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

璃
虻
紅
桝
紅
㌍
謁
椚
鮒
肛
虹
醍
醍
碩
椚
鮒
肛
虹
娼
朋
器
媚
椚
脚
肛
紅
絹
翫
㌫
報
 
 

0
0
と
す
る
 
 

評
価
基
準
が
攻
め
ら
れ
、
更
に
財
産
税
で
課
税
さ
れ
た
地
域
以
外
で
も
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
 

l
一
〇
〇
 
 

二
〇
〇
 
 

三
〇
〇
 
 

三
五
〇
 
 

（
注
5
）
 
 



昭
和
二
二
、
三
年
当
時
借
地
権
が
売
買
さ
れ
、
権
利
金
の
授
受
も
か
な
り
行
な
わ
れ
、
地
代
家
賃
統
制
令
で
も
、
そ
れ
を
認
め
て
い
た
こ
と
 
 

は
前
述
し
た
。
同
統
制
令
で
権
利
金
の
授
受
を
禁
し
た
の
は
、
昭
和
二
三
年
一
〇
月
以
降
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
前
記
相
続
税
課
税
上
の
不
動
産
価
額
評
定
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
主
税
局
の
指
示
の
も
と
に
、
昭
和
二
三
年
九
月
に
次
の
よ
う
に
 
 
 
 
 
 
（
注
 

6
）
 
改
め
ら
れ
た
。
 
 
 

二
宅
地
及
借
地
権
の
価
額
標
準
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
言
以
降
適
用
の
倍
数
に
つ
い
て
は
、
左
の
通
り
三
地
帯
に
区
分
し
た
か
ら
管
内
の
 
 

実
情
に
応
じ
実
際
に
適
用
す
る
区
域
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

A
地
帯
財
産
税
の
評
定
倍
数
決
定
後
大
い
に
発
展
（
中
心
部
の
み
で
な
く
郊
外
の
発
展
地
な
ど
も
含
む
。
）
又
は
復
興
し
、
原
則
倍
数
に
よ
る
を
不
適
 
 

当
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
倍
数
 
 

B
地
帯
 
原
則
と
し
て
こ
の
倍
数
に
よ
る
 
 

C
地
帯
 
戦
災
地
で
い
ま
だ
復
興
せ
ず
原
則
倍
数
に
よ
る
こ
と
を
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
倍
数
 
 

（
注
）
 
H
 
A
地
帯
及
び
C
地
帯
の
倍
数
は
、
管
内
の
情
況
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
設
け
な
く
も
差
し
支
え
な
い
。
 
 

臼
 
三
地
帯
に
区
分
す
る
要
な
し
と
認
め
た
と
き
は
、
二
地
帯
に
区
分
す
る
も
差
し
支
え
な
い
。
 
 
 

昭
和
三
年
三
月
か
ら
昭
和
二
三
年
三
月
ま
で
の
基
準
は
、
従
来
通
り
で
あ
る
が
、
た
だ
、
従
来
は
評
価
額
を
漸
昇
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
各
 
 

基
準
価
格
間
の
権
衡
を
と
る
こ
と
と
し
て
い
た
の
を
、
具
体
的
に
指
示
し
た
。
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
昭
和
三
年
か
ら
同
二
三
年
に
 
 

か
け
、
五
倍
な
い
し
七
倍
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
当
時
は
、
物
価
上
昇
が
著
し
か
っ
た
時
代
で
あ
り
、
ち
な
み
に
、
日
本
銀
行
統
計
居
「
明
 
 

治
以
降
本
邦
主
要
経
済
統
計
」
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
物
価
指
数
（
東
京
地
方
）
は
、
昭
和
三
年
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
翌
二
二
年
は
三
 
 

六
、
二
三
年
は
三
七
四
で
あ
り
、
同
じ
く
卸
売
物
価
指
数
は
、
昭
和
≡
年
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
翌
二
二
年
は
二
九
六
、
二
三
年
は
七
八
 
 

六
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
市
街
地
価
格
指
数
は
、
六
大
都
市
の
平
均
で
、
昭
和
三
年
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
翌
二
二
年
は
二
六
六
、
二
三
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



（
注
7
）
 
 

年
は
七
一
九
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

東
京
、
横
浜
、
川
崎
の
各
地
方
に
お
い
て
、
借
地
権
が
相
続
財
産
に
含
め
ら
れ
、
そ
の
評
価
額
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
翌
二
四
年
 
 

に
は
、
各
地
に
お
け
る
借
地
権
取
引
の
実
讐
検
討
さ
れ
た
結
果
、
全
国
的
に
借
地
権
を
相
続
財
産
に
算
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
二
四
年
 
 

一
〇
月
で
あ
る
。
賃
借
権
も
一
種
の
財
産
権
で
あ
り
、
従
っ
て
相
続
に
よ
り
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
法
制
定
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
 
 

て
い
た
。
昭
和
二
四
年
に
至
り
、
借
地
権
が
一
般
相
に
取
引
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
相
続
税
法
姦
め
た
の
で
あ
る
。
次
の
そ
の
通
達
 
 

（
注
8
）
 
 

の
一
部
を
掲
げ
る
。
 
 
 

借  宅  
地  

地   
別  

種  

室員  相 続  
ヽヽ   税  

○  b  六▲≡乙 ヽ ヽ  不   
○  ○  己∋三  動  

至自   産  
価  
額  

適  
‾‾蚕百‾   準  

五  五  ヽ  ヽ  ／′■■ヽ                 財  

○  ○  産  

室員   
税  
の  

八  八  ヽヽ 三四 ヽ  
○  ○  

不                       動  

用  

ヽヽ   定  
○  倍  
○   数  

扇「   を  

ニー  
基  
準  

○  ○   と  
す  

期  

五  ）  

○   
至自   

八  六  
○  ○  

‾‾蚕膏‾   
間  

五  ○  
○  ○  

至自   
CBA  CBA  
地地地  地地地  ヽ ヽ   
帯帯帯  

四四五  
○五○  
000   

空自   
五五六  
○五六   
000  000  九－ヒゴ   

五六七  
五○二  
000   

重自  

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

（
表
九
）
 
 



相
続
財
産
の
う
ち
に
借
地
権
が
あ
る
場
合
は
、
東
京
都
特
別
区
、
横
浜
市
及
び
川
崎
市
を
除
き
、
今
後
借
地
権
の
価
額
を
左
記
各
項
に
よ
っ
て
評
定
し
、
 
 
 

相
続
財
産
価
額
に
算
入
す
る
こ
と
に
取
り
扱
わ
れ
た
い
。
 
 
 

一
昭
和
二
十
四
年
十
月
言
以
降
に
開
始
し
た
相
続
か
ら
借
地
権
の
価
額
を
相
続
財
産
価
額
に
算
入
す
る
 
 
 

二
 
借
地
権
の
価
額
は
、
と
り
あ
え
ず
道
府
県
庁
所
在
地
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
都
市
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
評
定
す
る
。
 
 
 

三
一
坪
当
り
の
借
地
権
の
価
額
が
盲
円
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
う
ち
相
続
財
産
価
額
に
算
入
し
た
い
。
一
 
 
 

四
貸
宅
地
の
価
額
は
、
借
地
権
の
な
い
土
地
の
価
額
か
ら
、
借
地
権
の
価
額
を
控
除
し
た
金
額
せ
も
っ
て
溝
価
額
と
す
る
。
 
 
 

五
 
借
地
権
の
価
額
ほ
、
状
況
類
似
す
る
宅
地
の
借
地
権
の
譲
渡
価
額
の
実
例
…
…
を
調
査
し
、
そ
の
価
額
に
比
準
し
て
こ
れ
を
評
定
す
る
。
 
 
 

六
借
地
権
の
価
額
の
評
定
ほ
、
静
項
に
よ
る
の
外
、
借
地
権
の
譲
渡
価
額
の
実
例
を
多
数
収
集
し
、
そ
の
依
額
の
当
儲
土
地
の
価
額
…
：
・
に
対
す
る
割
合
 
 

を
求
め
て
得
た
率
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

七
 
前
二
項
に
よ
り
が
た
い
場
合
の
借
地
権
の
価
額
の
評
定
は
、
相
続
税
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
こ
れ
を
な
す
も
の
と
す
る
。
 
 
 

八
 
前
項
に
よ
る
場
合
の
借
地
権
の
残
存
期
間
は
、
当
該
借
地
権
の
存
す
る
土
地
の
上
に
あ
る
建
物
の
実
際
の
残
存
耐
久
年
数
…
…
に
よ
る
。
 
 
 

こ
の
通
達
に
基
づ
き
、
借
地
権
が
評
価
さ
れ
た
の
は
、
大
阪
国
税
局
管
内
は
全
管
で
七
〇
％
十
三
％
、
札
幌
居
で
は
、
札
幌
市
外
二
市
の
 
 

中
心
地
で
四
〇
％
、
名
古
屋
居
で
は
、
名
古
屋
市
外
一
∧
一
市
で
五
〇
％
～
二
〇
％
、
金
沢
居
で
は
金
沢
市
外
三
市
、
広
厨
局
で
は
広
島
市
外
六
 
 

市
の
商
店
街
に
つ
き
三
〇
％
、
高
松
局
で
は
高
松
市
外
二
市
で
由
○
％
～
土
○
％
、
福
岡
居
で
は
福
岡
市
外
で
五
五
％
で
あ
っ
た
†
 
 
 

臼
 
借
地
権
の
評
価
と
貸
地
の
評
価
 
 

借
地
権
を
評
価
す
る
こ
と
ば
、
そ
の
額
だ
け
貸
地
を
評
価
減
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
借
地
権
が
最
初
に
評
価
さ
れ
た
め
は
、
大
正
末
頃
で
 
 

ぁ
る
が
、
そ
の
当
時
か
ら
、
貸
地
に
つ
い
て
か
か
る
評
価
減
を
行
な
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
規
定
さ
れ
る
の
は
、
 
 

昭
和
三
年
の
財
産
税
法
で
あ
る
。
同
法
第
二
五
条
第
三
項
で
「
所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
ゥ
て
ゐ
る
土
地
又
は
家
屋
の
価
額
は
、
そ
 
 

の
価
額
か
ら
当
該
権
利
の
価
額
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
」
と
規
定
し
た
。
 
 

借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 
 



昭
和
二
二
年
相
続
税
は
、
特
定
の
財
産
に
つ
き
評
価
方
法
を
法
定
し
た
外
、
第
三
七
粂
で
「
相
続
財
産
の
価
硯
は
、
相
続
開
始
当
時
の
時
価
 
 

に
よ
る
」
と
一
般
的
に
塀
定
し
た
。
し
か
し
時
価
に
よ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
に
時
価
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
相
当
な
困
難
を
伴
う
。
相
続
税
 
（
注
 

9
）
 
法
の
改
正
に
伴
い
定
め
ら
れ
た
取
扱
通
達
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。
 
 
 

七
十
七
土
地
、
建
物
、
立
木
、
船
舶
、
機
械
器
具
、
動
産
、
産
業
権
、
漁
業
権
、
工
業
所
有
権
、
営
業
権
等
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
財
産
税
に
よ
る
評
価
 
 
 

方
法
を
基
準
と
し
、
相
続
開
始
の
暗
ま
で
の
物
価
変
動
等
の
状
況
を
加
味
し
て
時
価
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
（
以
下
省
略
）
 
 

従
っ
て
、
昭
和
二
二
年
相
続
税
法
上
、
貸
地
を
許
価
す
る
場
合
、
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
借
地
檜
価
額
相
当
額
は
、
当
然
控
除
し
て
い
た
。
 
 

そ
し
て
昭
和
二
三
年
借
地
権
を
全
国
主
要
都
市
に
つ
い
て
評
価
し
相
続
財
産
に
含
め
る
に
際
し
、
そ
の
点
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

昭
和
一
孟
年
相
続
税
法
は
再
び
全
文
改
正
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
評
価
関
係
を
除
い
た
従
来
の
取
扱
通
達
を
廃
止
し
、
新
た
な
通
運
が
定
め
ら
 
 

れ
る
。
し
か
し
評
価
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
定
め
な
か
っ
た
。
相
続
税
法
は
、
財
産
課
税
で
あ
り
、
従
っ
て
、
財
産
の
評
価
は
、
非
常
に
重
要
 
 

な
位
置
を
占
め
る
。
従
来
ほ
、
昭
和
二
一
年
の
財
産
税
法
の
制
定
に
伴
い
、
財
産
の
評
価
に
関
し
て
種
々
定
め
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
体
系
的
 
 

に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
整
備
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
二
五
年
に
制
定
さ
れ
た
富
裕
税
法
の
施
行
に
伴
い
定
め
た
富
裕
税
財
 
 

産
評
価
事
務
取
扱
通
達
に
よ
る
。
そ
の
通
達
中
、
借
地
権
の
評
価
に
関
す
る
事
項
は
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
通
達
は
、
昭
和
二
 
 

八
年
富
裕
税
法
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
相
続
税
法
上
の
財
産
の
評
価
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
た
。
相
磯
税
財
産
評
価
基
本
通
が
定
め
ら
れ
る
の
 
 

（
注
1
0
）
 
は
、
昭
和
三
九
年
で
あ
る
。
次
に
、
借
地
権
に
関
連
し
、
こ
の
通
達
が
ど
の
よ
う
な
取
扱
い
を
定
め
た
か
を
み
て
み
る
。
長
く
な
る
が
、
重
要
 
 

な
事
項
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
。
 
 

（
貸
宅
地
の
評
価
）
 
 
 

二
五
 
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
の
価
額
は
、
一
一
（
評
価
方
式
）
か
ら
前
項
ま
で
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
宅
地
の
価
額
（
以
下
「
自
用
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地
と
し
て
の
価
額
」
と
い
う
）
か
ら
二
七
（
借
地
権
の
評
価
）
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
借
地
権
の
価
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
っ
て
評
価
す
 
 
 

る
。
 
 

（
貸
家
建
付
地
の
評
価
）
 
 

二
六
 
（
省
略
）
 
 

（
借
地
権
の
評
価
）
 
 

二
七
 
借
地
権
の
価
額
は
、
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
の
自
用
地
と
し
て
の
価
額
に
別
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価
額
に
よ
っ
て
評
価
 
 
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
「
割
合
」
ほ
、
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
の
自
用
地
と
し
て
の
価
額
に
対
す
る
借
地
権
の
売
買
実
例
価
額
、
精
通
 
 
 

者
意
見
価
格
、
地
代
の
額
等
を
基
と
し
て
評
定
し
た
借
地
権
の
価
額
の
割
合
（
以
下
「
借
地
権
割
合
」
と
い
う
。
）
が
お
お
む
ね
同
一
と
認
め
ら
れ
る
地
域
 
 
 

ご
と
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。
 
 

（
貸
家
建
付
借
地
権
の
評
価
）
 
 

二
八
 
貸
家
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
借
地
権
（
以
下
「
貸
家
建
付
借
地
権
」
と
い
う
。
）
の
価
額
は
、
前
項
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
借
地
権
の
価
額
 
 
 

か
ら
そ
の
価
額
に
九
四
（
借
家
権
の
評
価
）
の
定
め
に
よ
る
そ
の
貸
家
に
か
か
る
借
家
権
割
合
を
案
じ
て
計
算
し
た
価
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
っ
て
評
 
 
 

価
す
る
。
 
 

（
転
貸
借
地
権
の
評
価
）
 
 

二
九
 
転
貸
さ
れ
て
い
る
借
地
権
（
以
下
「
転
貸
借
地
権
」
と
い
う
。
）
の
価
額
は
、
二
七
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
借
地
権
の
価
額
か
ら
次
項
の
定
め
 
 
 

に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
借
地
権
に
か
か
る
転
借
権
の
価
額
を
控
除
し
た
価
額
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
 
 

（
転
借
権
の
評
価
）
 
 

三
〇
 
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
の
転
借
権
（
以
下
「
転
借
権
」
と
い
う
。
）
の
価
額
は
、
二
七
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
そ
の
借
地
権
の
価
額
に
 
 
 

そ
の
借
地
権
の
評
価
の
基
と
し
た
借
地
権
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
価
額
（
そ
の
転
借
権
が
貸
家
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
次
項
の
定
め
に
よ
 
 
 

り
評
価
し
た
借
家
人
の
有
す
る
転
借
権
に
対
し
て
有
す
る
権
利
の
価
額
を
控
除
し
た
価
額
）
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
 
 

（
借
家
人
の
有
す
る
宅
地
等
に
対
す
る
権
利
の
評
価
）
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三
一
 
（
省
略
）
 
 

（
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
借
地
権
等
）
 
 
 

三
二
 
次
に
掲
げ
る
借
地
権
の
価
額
は
、
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
の
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
。
 
 
 

何
 
二
七
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た
借
地
権
の
価
額
が
、
そ
の
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
の
自
用
地
と
し
て
の
価
額
の
一
〇
〇
分
の
三
〇
に
相
 
 

当
す
る
価
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
借
地
権
 
 

伺
 
‖
に
該
当
す
る
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
宅
地
に
か
か
る
貸
家
建
付
借
地
権
、
転
貸
借
地
権
、
転
借
権
お
よ
び
借
家
人
の
有
す
る
権
利
 
 
 

こ
れ
ら
通
達
は
、
昭
和
二
四
年
の
通
達
と
比
改
し
、
評
価
方
法
が
相
当
に
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
な
要
因
は
、
土
地
需
要
の
増
 
 

加
に
伴
う
、
借
地
権
価
額
の
一
般
化
、
高
額
化
で
あ
ろ
う
。
市
街
地
価
額
の
上
昇
率
を
み
て
も
、
地
代
家
賃
統
制
令
が
実
質
的
に
解
除
さ
れ
た
 
 

昭
和
二
五
年
以
降
で
あ
る
昭
和
二
六
年
な
い
し
二
七
年
に
、
六
大
市
街
地
に
お
い
て
か
な
り
高
い
上
昇
率
を
示
し
た
後
、
一
段
上
昇
率
は
下
る
 
 

（
注
1
1
）
 
が
、
昭
和
三
五
年
な
い
し
三
六
年
に
至
り
再
び
高
い
上
昇
率
を
示
す
。
こ
の
市
街
地
価
額
の
急
激
な
上
昇
は
、
借
地
権
の
価
額
に
も
、
当
然
影
 
 

響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

桓
 
そ
の
他
利
益
の
享
受
と
借
地
権
 
 
 

昭
和
二
五
年
の
相
続
税
法
全
文
改
正
に
よ
り
、
相
続
税
制
度
に
重
要
な
改
正
が
行
な
わ
れ
る
。
改
正
前
は
、
相
続
税
と
こ
れ
を
補
完
す
る
贈
 
 

与
税
と
の
二
本
楚
で
、
相
続
税
は
、
被
相
続
人
の
遺
産
の
絵
額
に
課
税
し
、
贈
与
税
ほ
、
財
産
を
贈
与
し
た
者
に
対
し
、
贈
与
財
産
の
累
積
額
 
 

に
課
税
し
て
い
た
。
隋
和
二
五
年
の
改
正
は
、
シ
ャ
ー
プ
勧
告
に
基
づ
く
も
の
で
、
財
産
を
取
得
し
た
者
に
担
税
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
、
相
 
 

続
、
遺
贈
及
び
贈
与
に
よ
る
財
産
の
取
得
者
に
対
し
、
そ
の
一
生
を
通
ず
る
取
得
財
産
額
の
累
積
額
を
標
準
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
。
い
わ
ゆ
る
遺
産
課
税
方
式
か
ら
遺
産
取
得
課
税
方
式
へ
の
転
換
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
累
積
課
税
の
制
度
も
、
昭
和
二
八
年
に
は
廃
止
さ
れ
、
再
び
贈
与
税
が
設
け
ら
れ
る
。
・
一
〇
年
あ
る
い
は
二
〇
年
前
の
記
録
を
保
持
す
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る
こ
と
ほ
、
税
務
官
庁
に
お
い
て
も
困
難
で
あ
り
、
納
税
者
と
し
て
も
過
去
の
記
録
を
保
持
し
て
累
積
し
申
告
納
税
し
て
行
く
こ
と
は
困
難
 
 

で
、
更
に
、
累
積
す
る
に
従
い
税
負
担
が
重
く
な
り
、
納
税
も
困
難
に
な
る
と
い
う
欠
陥
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
昭
和
二
八
年
の
 
 

改
正
で
も
、
遺
産
取
得
課
税
方
式
は
、
従
前
通
り
維
持
さ
れ
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
我
が
国
相
続
税
法
は
、
明
治
三
八
年
制
定
以
降
、
昭
和
l
三
年
及
び
同
二
五
年
に
全
文
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
こ
 
 

れ
ら
税
法
の
部
分
改
正
、
特
に
大
正
一
五
年
及
び
昭
和
二
八
年
の
改
正
を
含
め
、
相
続
税
法
上
、
贈
与
が
如
何
な
る
位
置
付
け
を
さ
れ
て
釆
た
 
 

か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
で
あ
る
。
贈
与
の
範
囲
に
関
す
る
頻
定
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
明
治
三
八
年
相
続
税
法
は
、
昭
 
 

和
一
三
年
の
改
正
で
、
信
託
、
生
命
保
険
金
等
に
つ
い
て
贈
与
と
看
撤
す
規
定
を
設
け
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
看
倣
規
定
が
、
詳
細
に
規
定
 
 

さ
れ
る
の
は
、
昭
和
二
二
年
の
全
文
改
正
に
よ
る
。
特
定
の
信
託
行
軍
生
命
保
険
契
約
の
場
合
を
初
め
、
定
期
金
給
付
契
約
、
生
前
処
分
に
 
 

ょ
る
寄
附
行
為
、
低
額
譲
渡
、
債
務
免
除
等
の
場
合
及
び
そ
の
他
利
益
の
享
受
が
あ
っ
た
場
合
に
、
贈
与
を
受
け
た
も
の
と
看
倣
す
規
定
が
設
 
 

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
そ
の
他
利
益
の
享
受
の
規
定
は
、
そ
の
後
借
地
権
に
関
連
し
興
味
あ
る
問
題
を
掟
起
す
る
。
親
族
間
に
お
け
る
土
 
 

地
の
無
償
利
用
の
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
昭
和
二
五
年
全
文
改
正
に
よ
る
条
文
を
掲
げ
る
。
 
 

相
続
税
法
（
昭
和
二
五
年
三
月
三
一
日
 
法
律
第
七
三
号
）
 
 
 

第
九
条
 
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
外
、
対
価
を
支
払
わ
な
い
で
又
は
著
し
く
低
い
価
額
の
対
価
で
利
益
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
 
 

は
、
当
該
利
益
を
受
け
た
時
に
お
い
て
、
当
該
利
益
を
受
け
た
者
が
、
当
該
利
益
を
受
け
た
時
に
お
け
る
当
該
利
益
の
価
額
に
相
当
す
る
金
額
（
対
価
の
 
 

支
払
が
あ
っ
た
場
合
に
ほ
、
そ
の
価
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
当
該
利
益
を
受
け
さ
せ
た
者
か
ら
贈
与
（
当
該
行
為
が
造
言
に
よ
り
な
さ
れ
た
場
合
に
 
 

は
、
遺
贈
）
に
因
り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。
但
し
、
当
該
行
為
が
当
該
利
益
を
受
け
る
者
が
資
力
を
喪
失
し
て
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
 
 

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
扶
養
義
務
者
か
ら
当
該
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
贈
与
又
は
遺
贈
に
困
り
取
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持
し
た
も
の
と
み
な
さ
た
金
額
の
う
ち
そ
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

同
法
に
規
定
す
る
「
利
益
を
受
け
た
」
場
合
と
は
、
如
何
な
る
場
合
か
。
昭
和
二
五
年
全
文
改
正
に
伴
い
定
め
ら
れ
た
相
続
税
取
扱
通
達
で
 
 

は
、
「
お
お
む
ね
利
益
を
受
け
た
者
の
財
産
の
増
加
又
は
債
務
の
減
少
が
あ
っ
た
場
合
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
労
務
の
提
供
等
を
受
け
た
場
合
の
 
 

（
注
1
2
）
 
如
き
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
」
と
し
、
例
え
ば
、
「
夫
婦
、
親
子
、
祖
父
母
と
孫
そ
の
他
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
の
 
 

間
に
お
い
て
無
利
子
又
は
著
し
く
低
い
利
子
で
金
銭
の
貸
与
を
な
し
、
そ
の
貸
与
を
受
け
た
金
銭
の
収
益
を
も
っ
て
当
該
貸
与
を
受
け
た
者
の
 
 

債
務
を
返
済
し
又
は
そ
の
者
の
財
産
を
増
加
せ
し
め
る
よ
う
な
場
合
は
、
法
第
九
粂
に
規
定
す
る
利
益
を
受
け
た
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
 
 

（
注
1
3
）
 
て
取
り
扱
う
‥
…
」
と
し
た
。
昭
和
二
五
年
に
は
、
地
代
家
賃
統
制
令
も
実
質
的
に
相
当
解
除
さ
れ
て
お
り
、
土
地
賃
貸
借
契
約
に
際
し
、
権
 
 

利
金
を
授
受
す
る
こ
と
も
一
般
に
相
当
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
親
族
間
等
に
お
け
る
無
償
な
い
し
著
し
く
低
い
賃
料
に
ょ
 
 

る
土
地
の
使
用
に
対
し
、
借
地
権
の
価
額
に
相
当
す
る
利
益
の
供
与
が
あ
っ
た
と
看
倣
し
て
課
税
し
た
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
ず
、
又
、
取
扱
上
地
 
 

代
相
当
額
の
贈
与
が
あ
っ
た
と
看
倣
す
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
 
 

（
注
1
4
）
 
 
 

そ
の
後
、
昭
和
三
二
年
に
至
り
、
次
の
取
扱
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
 
 

（
無
利
子
の
金
銭
貸
与
等
）
 
 
 

黄
玉
十
二
条
夫
と
妻
、
親
と
子
、
祖
父
母
と
孫
、
雇
用
主
と
そ
の
使
用
人
等
特
殊
の
関
係
が
あ
る
者
相
互
間
に
お
い
て
、
無
償
若
し
く
は
著
し
く
低
い
賃
 
 
 

貸
料
で
、
土
地
、
家
屋
等
の
貸
与
が
あ
っ
た
場
合
‥
…
・
は
、
法
第
九
条
に
規
定
す
る
利
益
を
受
け
た
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
 
 

る
。
但
し
、
そ
の
利
益
を
受
け
る
金
額
が
少
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
し
い
て
こ
の
取
扱
を
し
な
く
て
も
妨
げ
な
い
。
 
 
 

こ
の
通
達
は
、
単
に
「
利
益
を
受
け
た
場
合
に
該
当
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
み
で
、
そ
の
利
益
の
評
価
、
例
え
ば
地
代
相
当
額
と
 
 

す
る
の
か
権
利
金
相
当
額
と
す
る
の
か
或
は
そ
れ
以
外
に
基
準
を
求
め
る
の
か
に
つ
▼
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
借
地
契
約
、
そ
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れ
に
伴
う
権
利
金
授
受
の
慣
行
、
そ
の
額
等
に
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
、
地
域
的
な
特
殊
性
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
一
率
に
は
定
め
な
か
っ
た
の
一
ご
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
後
、
昭
和
三
二
年
の
相
続
税
基
本
通
達
ほ
、
同
三
四
年
に
全
部
改
正
さ
れ
る
が
、
こ
の
取
扱
い
は
、
「
雇
用
主
と
そ
の
使
用
人
」
間
の
 
 

（
注
1
5
）
 
 

場
合
を
除
い
た
ほ
か
は
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
実
務
的
な
方
法
と
し
て
は
、
前
記
通
達
に
い
う
夫
と
妻
 
 

等
の
特
殊
関
係
者
間
に
お
け
る
無
償
に
よ
る
土
地
等
の
貸
与
に
ょ
る
利
益
に
つ
い
て
ほ
、
零
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
時
点
で
は
贈
与
税
の
課
税
 
 

関
係
は
発
生
さ
せ
ず
、
そ
の
土
地
等
の
貸
主
に
つ
い
て
、
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
、
そ
の
土
地
を
、
借
主
の
そ
の
土
地
に
対
す
る
権
利
の
価
 
 

額
を
控
除
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
貸
主
の
自
用
地
と
し
て
評
価
し
て
、
相
続
税
の
課
税
価
格
を
計
算
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
親
族
間
 
 

で
、
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
権
利
金
等
の
授
受
を
行
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
場
合
の
課
税
関
係
の
実
態
に
つ
い
て
 
 

ほ
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
昭
和
三
七
年
頃
、
東
京
地
方
お
よ
び
名
古
屋
地
方
で
は
、
こ
の
様
な
場
合
、
借
地
権
の
贈
与
が
あ
っ
た
も
 
 

の
と
し
て
、
贈
与
税
を
課
税
し
て
い
た
例
が
み
ら
れ
る
。
東
京
地
方
ほ
、
権
利
金
授
受
の
慣
行
が
最
も
l
般
化
し
て
い
る
地
方
で
あ
り
、
ま
 
 

た
、
昭
和
三
七
年
と
い
え
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
法
人
税
法
上
も
借
地
権
の
課
税
規
定
が
整
辟
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
 
 
 

賃
貸
借
の
締
結
の
場
合
以
外
に
、
た
と
え
ば
、
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
を
そ
の
借
地
権
者
の
親
族
が
地
主
か
ら
有
償
取
得
し
、
 
 

じ
後
そ
の
土
地
に
つ
い
て
、
使
用
貸
借
関
係
が
成
立
す
る
場
合
、
親
族
関
係
者
が
他
人
か
ら
借
り
入
れ
た
土
地
の
上
に
、
そ
の
者
の
親
族
関
係
 
 

者
が
家
屋
を
笹
築
L
た
場
合
等
の
贈
与
税
な
い
し
相
続
税
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
も
、
地
域
に
よ
り
或
い
は
、
摩
与
税
を
課
税
し
た
り
、
し
な
 
 

か
っ
た
り
、
又
ほ
、
そ
の
土
地
の
相
続
税
の
評
価
上
も
自
用
地
価
額
に
よ
っ
た
り
、
或
は
、
底
地
価
額
に
よ
る
な
ど
、
当
時
必
ず
し
も
統
一
的
 
 

な
取
扱
い
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

田
 
唱
和
四
l
ニ
年
の
大
阪
地
裁
判
決
と
そ
の
後
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借
地
権
課
税
八
〇
年
の
あ
ゆ
み
 
 

昭
和
四
〇
年
代
に
入
る
と
、
一
般
に
借
地
に
際
し
権
利
金
を
授
受
す
る
慣
行
の
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
親
族
間
で
無
償
な
い
し
著
し
く
低
い
 
 

価
額
に
よ
り
土
地
の
貸
借
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
借
地
権
価
格
に
相
当
す
る
経
済
的
な
利
益
の
供
与
が
あ
っ
た
と
し
て
、
相
続
税
法
第
九
条
の
 
 

規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
例
が
出
て
来
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
親
族
間
の
土
地
貸
借
に
つ
い
て
、
す
べ
て
相
続
税
法
第
九
粂
の
規
定
を
適
用
し
て
課
税
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
親
族
間
で
 
 

も
、
相
続
関
係
に
よ
る
者
の
間
で
、
居
住
用
の
痙
物
を
建
て
る
た
め
に
、
無
償
で
土
地
が
貸
借
さ
れ
た
場
合
で
、
納
税
者
か
ら
土
地
の
無
償
使
 
 

用
に
関
す
る
申
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
課
税
し
て
い
な
い
。
相
続
関
係
に
あ
る
者
の
間
と
し
た
の
は
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
相
続
 
 

が
開
始
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
借
地
権
に
対
す
る
相
続
税
課
税
の
問
題
ほ
、
う
ら
 
 

を
か
え
せ
ば
、
そ
の
借
地
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
、
相
続
財
産
と
し
て
の
評
価
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相
 
 

続
税
法
第
九
粂
の
規
定
の
適
用
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
居
住
用
の
楚
物
を
建
て
る
場
合
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
列
の
ア
パ
ー
ト
等
の
建
設
を
 
 

目
的
と
し
て
い
た
場
合
に
は
、
同
条
の
演
定
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
を
、
居
住
用
の
場
合
と
区
別
し
て
、
課
税
 
 

す
る
こ
と
は
納
税
者
の
捌
か
ら
す
れ
は
、
容
易
に
納
得
し
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
訴
訟
事
件
が
、
大
阪
地
方
で
提
起
さ
れ
た
の
 
 

（
注
1
6
）
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

＜
事
件
の
概
要
∨
 
 
 

原
告
は
、
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
頃
、
夫
所
有
の
大
阪
府
吹
田
市
所
在
の
宅
地
一
四
四
坪
の
一
部
を
無
償
で
借
り
受
け
、
他
に
賃
貸
す
る
目
的
 
 

で
共
同
住
宅
二
階
建
八
戸
一
棟
の
建
物
を
笹
築
し
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
、
所
轄
税
務
署
長
は
、
他
人
の
土
地
を
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
 
 

り
相
続
税
法
第
九
粂
に
規
定
す
る
利
益
の
亭
受
が
あ
っ
た
と
し
て
、
七
〇
万
円
余
の
利
益
を
認
定
し
、
贈
与
税
及
び
矩
申
告
加
算
税
の
賦
課
決
 
 

定
処
分
を
な
し
た
。
原
告
は
、
こ
の
処
分
を
不
服
と
し
て
、
大
阪
国
税
局
長
に
対
す
る
審
査
請
求
を
経
て
、
大
阪
地
裁
に
訴
訟
提
起
し
た
も
の
 
 
 



で
あ
る
。
 
 
 

裁
判
所
は
、
被
告
税
務
署
長
の
行
な
っ
た
前
記
賦
課
決
定
処
分
を
取
り
消
し
た
。
判
決
理
由
は
、
要
旨
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

①
 
本
件
土
地
使
用
関
係
の
性
質
に
つ
い
て
 
 
 

ま
ず
本
件
土
地
利
用
関
係
は
、
富
の
地
上
権
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
権
利
の
設
定
で
あ
る
と
す
る
被
告
の
嘉
に
対
し
、
判
決
は
、
 
 
 

丁
…
そ
の
事
実
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
く
、
仮
り
に
被
告
の
主
張
が
、
嘉
間
の
土
地
使
用
関
係
は
歪
の
地
上
権
に
基
づ
く
も
の
と
推
定
す
べ
き
 
 
で
あ
る
 

と
の
警
で
あ
る
と
し
て
嘉
間
の
土
地
の
使
用
関
係
が
当
然
に
地
上
権
を
設
定
す
る
も
の
と
学
べ
き
法
令
上
又
は
理
論
上
の
根
拠
は
な
い
の
み
 
 
な
ら
ず
物
権
で
あ
る
地
上
権
が
債
権
 

で
あ
る
雷
権
に
比
し
孟
使
用
の
目
的
を
達
す
の
に
有
利
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
親
族
間
に
お
け
る
土
地
使
用
の
関
 
 
係
が
常
に
地
上
権
を
設
定
す
 

る
も
の
と
認
め
る
の
は
相
当
で
な
く
、
む
し
ろ
、
雲
間
に
お
け
る
孟
利
用
が
愛
惜
等
の
特
殊
な
き
ず
な
に
よ
っ
て
結
ば
 
 
れ
、
そ
の
基
礎
の
上
 

に
成
立
し
も
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
間
に
何
ら
利
害
関
係
の
対
立
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
経
済
的
利
害
に
つ
い
て
雷
と
も
い
う
べ
き
使
 
 
用
貸
借
が
最
 

も
適
合
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
…
⊥
 
 

と
述
べ
、
被
告
の
主
張
を
退
ぞ
け
、
旋
用
貸
借
を
相
当
と
し
た
。
 
 
 

②
 
本
件
土
地
使
用
に
よ
る
利
益
の
有
無
に
つ
い
て
 
 

ま
た
本
件
土
地
の
使
用
関
係
が
民
法
上
の
使
用
貸
借
で
あ
る
こ
と
か
ら
何
ら
の
経
済
的
利
益
を
生
じ
な
い
と
す
る
原
告
の
嘉
に
対
し
判
決
 
 

、
 
 
 

「
…
…
税
法
上
に
お
け
る
経
済
的
利
益
の
有
無
は
、
当
該
法
律
関
係
の
形
式
と
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
も
っ
ぱ
ら
告
的
実
質
に
よ
っ
 
 
て
決
定
 

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
主
張
の
と
お
芸
件
土
地
の
使
用
閑
痍
が
賃
貸
借
で
あ
る
こ
と
は
質
的
利
益
の
存
在
を
認
定
す
る
上
に
お
い
て
 
 
何
ら
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
 

く
、
（
誓
）
に
よ
れ
ば
、
原
告
は
本
件
孟
を
使
用
し
て
共
同
住
宅
を
建
築
し
、
こ
れ
を
他
人
に
賃
貸
し
て
賃
料
収
入
 
 
塞
げ
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
 

る
か
ら
夫
婦
別
産
制
を
と
る
わ
が
法
制
↑
に
お
い
て
は
、
原
告
は
、
自
己
の
営
む
藁
に
よ
っ
て
自
己
の
所
得
を
え
て
い
 
 
る
の
で
あ
り
、
要
は
税
法
上
の
見
地
に
お
い
て
は
笠
の
経
済
主
体
と
し
て
本
件
土
地
を
夫
…
…
か
ら
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
の
質
的
利
益
を
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う
け
て
い
る
も
の
と
い
う
ペ
く
、
右
利
益
は
、
原
告
が
天
か
ら
直
接
贈
与
を
う
け
た
湯
で
は
な
い
が
、
贈
与
を
う
け
た
の
と
同
様
の
経
済
的
効
果
を
有
す
 
 
 

る
も
の
で
あ
る
か
ら
対
価
を
支
払
わ
な
い
で
利
益
を
う
け
た
場
合
に
当
り
相
続
税
法
第
九
条
に
よ
り
原
告
は
英
∵
…
・
か
ら
利
益
の
価
額
に
相
当
す
る
金
管
 
 
 

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
 
 

と
判
示
し
た
。
 
 
 

③
 
利
益
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
そ
し
て
 
 

そ
し
て
利
益
観
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
、
被
告
の
、
本
件
土
地
の
使
用
関
係
が
、
無
償
の
地
上
権
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
借
地
権
割
合
 
 

に
よ
り
本
件
土
地
の
使
用
に
伴
う
原
告
の
経
済
的
利
益
の
金
額
を
計
算
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
な
い
し
は
、
本
件
土
地
の
使
用
関
係
が
使
 
 

用
貸
借
で
あ
る
場
合
は
、
一
種
の
定
期
金
給
付
契
約
に
関
す
る
権
利
を
聾
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
要
、
そ
れ
ぞ
れ
排
斥
 
 

し
た
あ
と
、
判
決
は
、
 
 
 

「
元
来
不
動
産
も
し
く
は
金
銭
た
る
と
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
貸
借
し
た
場
合
に
お
い
て
右
貸
借
に
伴
う
借
主
の
負
担
は
、
使
用
料
と
し
て
貸
主
に
支
払
う
の
 
 
 

が
原
則
で
あ
り
こ
の
関
係
の
成
立
に
ょ
り
物
の
貸
借
に
お
け
る
交
換
価
値
関
係
が
成
掌
る
。
金
鉄
に
お
け
る
利
息
、
動
産
、
不
動
産
に
お
け
る
賃
料
は
、
 
 
 

正
に
か
か
る
経
済
的
関
係
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
も
 
 
 

し
か
る
に
使
用
貸
借
に
お
い
て
ほ
、
か
か
る
交
換
価
値
の
関
係
は
、
一
方
的
に
貸
主
の
側
に
の
み
存
し
借
主
の
側
に
は
存
し
な
い
た
め
借
主
の
利
益
毒
 
 
察
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
対
価
関
係
を
有
す
る
賃
貸
借
に
お
け
る
賃
料
相
当
額
を
も
っ
て
右
の
使
用
料
す
な
わ
ち
借
主
の
利
益
と
観
念
す
る
の
が
相
当
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
一
年
間
に
お
け
る
賃
料
（
地
代
）
相
当
の
利
益
は
土
地
の
時
価
に
純
益
に
あ
た
る
年
六
分
、
税
金
そ
の
他
の
維
持
費
に
あ
た
る
年
二
分
合
計
年
八
 
 
 

分
を
乗
じ
た
額
を
も
っ
て
相
当
と
す
る
‥
…
」
 
 

と
述
べ
、
そ
の
結
果
、
利
益
の
額
は
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
四
〇
万
円
以
下
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
前
記
票
決
定
処
分
は
違
法
で
あ
り
取
り
 
 

消
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
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本
件
ほ
一
審
判
決
で
確
定
し
た
。
こ
の
結
果
居
住
用
以
外
の
ア
パ
ー
ー
、
店
舗
等
の
楚
築
の
た
め
に
土
地
が
無
償
で
貸
借
さ
れ
た
場
合
に
権
 
 

利
金
相
当
額
の
利
益
の
供
与
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
か
か
る
琴
合
に
経
済
的
な
利
 
 

益
の
享
受
が
あ
る
こ
と
は
、
判
決
で
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
親
族
間
に
お
け
る
無
償
の
土
地
利
用
に
対
す
る
相
続
税
法
上
の
課
税
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
判
決
に
伴
い
、
基
本
的
な
問
題
が
 
 

提
起
さ
れ
る
ご
よ
ず
親
族
間
に
お
け
る
土
地
の
利
用
関
係
が
、
如
何
な
る
場
合
に
使
用
貸
借
と
さ
れ
、
或
は
、
賃
貸
借
と
さ
れ
る
か
と
い
う
主
 
 

に
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
民
法
上
は
、
有
償
か
無
償
か
に
よ
り
一
義
的
に
区
別
さ
れ
得
る
が
、
親
族
間
の
契
約
は
特
殊
 
 

な
信
検
閲
係
を
前
掟
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
不
明
確
、
且
つ
、
流
動
的
で
あ
り
単
純
に
判
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
次
 
 

に
、
当
該
契
約
が
使
用
貸
借
と
さ
れ
る
場
合
の
経
済
的
な
利
益
の
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
前
記
判
決
ほ
、
対
価
関
係
を
有
す
る
賃
貸
借
に
お
け
 
 

る
質
料
相
当
額
を
も
っ
て
借
主
の
利
益
と
観
念
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
一
年
間
の
質
料
相
当
の
利
益
ほ
、
土
地
の
時
価
額
に
八
 
 

分
を
乗
じ
た
額
で
も
っ
て
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
評
価
方
法
以
外
に
妥
当
な
方
法
ほ
無
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
 
 

連
し
、
親
族
間
で
貸
借
さ
れ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
に
つ
い
て
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
場
合
に
当
該
土
地
の
評
価
を
如
何
に
な
す
か
と
い
う
相
 
 

続
財
産
の
評
価
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
土
地
の
使
用
者
が
、
そ
の
土
地
を
相
続
に
よ
り
取
得
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
 
 

問
題
を
中
心
と
し
て
相
続
税
法
上
に
お
け
る
現
在
の
借
地
権
課
税
の
基
本
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
江
1
）
 
大
蔵
省
主
税
局
最
前
尾
繋
t
ニ
郎
「
今
回
の
税
制
改
正
に
つ
い
て
」
 
（
財
政
、
昭
t
一
二
、
六
）
 
 

（
注
2
）
 
昭
和
二
二
年
相
続
税
法
第
三
三
条
 
 

（
注
3
）
 
昭
二
二
、
七
、
一
〇
付
蔵
税
第
二
〇
八
五
号
 
 

（
注
4
）
 
昭
二
二
、
一
〇
、
二
付
直
三
－
五
九
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（
注
5
）
 
昭
l
二
二
、
五
、
〓
ニ
付
置
t
ニ
ー
一
〇
七
 
 
 

（
注
6
）
 
昭
二
三
、
九
、
一
七
付
置
三
1
二
三
四
 
 
 

（
注
7
）
 
日
本
銀
行
統
計
局
「
明
治
以
降
本
邦
主
要
経
済
読
計
」
中
二
二
「
消
費
者
物
価
指
数
（
阿
東
京
）
、
一
八
郷
売
物
価
指
数
（
回
戦
前
基
準
類
別
指
 
 

数
）
及
び
t
一
六
市
街
地
価
格
指
数
（
六
大
都
市
市
街
地
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
試
算
し
た
。
 
 
 

（
注
8
）
 
昭
二
四
、
一
〇
、
二
〇
付
置
相
一
－
二
〇
 
 
 

（
注
9
）
 
昭
二
二
、
七
、
一
〇
付
蔵
税
第
二
〇
八
五
号
 
 
 

（
注
1
0
）
 
昭
三
九
、
四
、
二
玉
村
直
資
五
六
 
 
 

（
注
n
）
 
前
掲
「
明
治
以
降
本
邦
主
要
藩
済
統
計
」
二
六
市
街
地
価
格
指
数
参
照
 
 
 

（
注
1
2
）
 
昭
二
五
、
一
二
、
一
一
付
直
資
一
1
一
入
六
第
三
四
項
 
 
 

（
注
1
3
）
 
同
右
第
三
九
項
 
 
 

（
注
1
4
）
 
昭
三
二
、
三
、
一
付
直
資
二
二
 
 
 

（
注
1
5
）
 
昭
三
四
、
一
、
二
八
付
置
資
一
〇
第
六
四
条
 
 
 

（
注
禁
 
大
阪
地
裁
昭
四
l
l
（
行
り
）
第
八
三
号
昭
四
三
、
二
、
二
五
判
決
 
 

む
 
す
 
び
 
 

去
る
五
月
一
日
各
地
の
税
務
署
で
昭
和
四
六
年
分
の
所
得
の
申
告
額
が
一
千
万
円
を
超
え
る
高
額
所
有
者
が
公
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
 
 

昭
和
四
六
年
分
の
申
告
所
得
者
の
最
高
は
、
宮
城
県
で
宅
地
造
成
業
を
営
む
看
で
山
林
を
自
己
の
経
営
す
る
会
社
に
譲
渡
し
た
こ
と
町
よ
る
所
 
 

得
額
が
三
九
億
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
納
税
者
を
は
じ
め
こ
の
年
の
最
高
所
得
看
官
名
中
九
五
名
ま
で
が
土
地
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
者
で
あ
っ
た
 
 

と
い
う
。
こ
れ
ほ
現
行
の
土
地
税
制
が
生
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
最
近
に
お
け
る
地
価
の
慢
性
的
な
上
昇
に
よ
る
も
の
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で
あ
ろ
う
。
先
に
建
設
省
が
公
示
し
た
市
街
化
区
域
内
の
標
準
地
の
価
格
（
公
示
価
格
）
を
見
て
も
、
例
え
ば
東
京
近
郊
の
住
居
地
域
の
土
地
 
 

で
坪
当
り
一
〇
万
円
以
下
の
も
の
を
探
す
こ
と
は
、
交
通
不
便
な
場
所
等
を
除
き
、
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
商
業
地
域
に
な
る
と
そ
の
数
 
 

倍
、
地
域
に
よ
っ
て
数
十
倍
も
の
価
額
で
あ
る
。
や
む
を
え
ず
借
地
を
す
る
に
し
て
も
、
高
額
の
権
利
金
、
特
に
商
業
地
域
な
ど
で
は
土
地
価
 
 

額
の
八
割
な
い
し
九
割
に
も
及
ぷ
権
利
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
万
親
族
間
、
親
子
会
社
間
、
同
族
会
社
等
に
お
い
て
、
そ
の
特
殊
な
鶴
瓶
関
係
等
か
ら
、
権
利
金
の
授
受
も
無
く
無
償
な
い
し
著
し
く
低
 
 

い
地
代
に
よ
り
土
地
の
貸
借
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
単
な
る
一
時
使
用
的
な
も
の
で
は
な
く
、
堅
固
な
建
物
を
琴
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
 
 

ば
半
永
久
的
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
在
の
借
地
権
課
税
の
基
本
的
な
問
題
点
が
あ
る
。
こ
の
問
題
が
具
体
的
に
現
わ
れ
て
来
た
 
 

の
が
戦
後
、
特
に
昭
和
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
所
得
税
法
お
よ
び
法
人
税
法
上
の
借
地
権
課
税
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
 
 

七
年
な
い
し
三
八
年
に
課
税
規
定
が
整
備
さ
れ
そ
の
取
扱
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
総
て
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
相
続
税
 
 

法
上
の
問
題
を
始
め
、
各
税
法
間
の
バ
ラ
ン
ス
そ
の
他
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
が
か
か
る
複
雑
な
借
地
権
を
め
ぐ
 
 

る
課
税
問
題
に
つ
い
て
、
幾
ら
か
で
も
そ
の
理
解
と
解
決
に
稗
益
す
れ
ば
幸
で
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
木
精
を
纏
め
る
に
当
た
り
各
種
資
料
の
提
供
を
快
諾
さ
れ
た
国
税
庁
関
係
各
課
の
万
々
に
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。
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